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１. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第 113 条の規定に基づき

実施した劣化状況評価のうち、電気・計装品の絶縁低下の評価結果について、補足説明

するものである。 

 

２. 基本方針 

電気・計装品の絶縁低下に対する評価の基本方針は、対象機器について絶縁低下に対

する技術評価を行い、運転開始後 60 年時点までの期間において「実用発電用原子炉の運

転の期間の延長の審査基準」、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガ

イド」、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」及び「実用発電用原

子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の要求事項を満たすことを確認することで

ある。 

電気・計装品の絶縁低下についての要求事項を表 2.1 に整理する。 
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表2.1（1/2） 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項 

審査基準、ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉の

運転の期間の延長の

審査基準 

２．実用炉規則第１１３条第２項第２号に掲げる原子炉その他の

設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果、延長しようと

する期間において、同評価の対象となる機器・構造物が下表に

掲げる要求事項（以下「要求事項」という。）に適合するこ

と、又は同評価の結果、要求事項に適合しない場合には同項第

３号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設

備に係る施設管理方針の実施を考慮した上で、延長しようとす

る期間において、要求事項に適合すること。 

○点検検査結果による健全性評価の結果、評価対象の電気・計装

設備に有意な絶縁低下が生じないこと。 

○環境認定試験による健全性評価の結果、設計基準事故環境

下で機能が要求される電気・計装設備及び重大事故等環境

下で機能が要求される電気・計装設備に有意な絶縁低下が

生じないこと。 

実用発電用原子炉の

運転期間延長認可申

請に係る運用ガイド 

３．２（１）「延長しようとする期間における運転に伴い生ずる

原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価」（以

下「劣化状況評価」という。）の記載内容について評価の対象

とする機器・構造物及び評価手法は、実用炉規則第８２条第２

項に規定する運転開始後４０年を迎える発電用原子炉に係る発

電用原子炉施設についての経年劣化に関する技術的な評価にお

けるものと同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴うもの

として評価を行い、その結果の記載が求められる事項は次のと

おり。 

④実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術基準規

則」という。）（運転開始以後４０年を経過する日において適

用されているものに限る。）に定める基準に照らした評価。 

 

３．３（１）「延長しようとする期間における原子炉その他の設

備に係る施設管理方針」（以下「施設管理方針」という。）の

策定に係る手法は、実用炉規則第８２条第２項に規定する運転

開始後４０年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設に

ついての施設管理に関する方針の策定と同様とする。特に運転

期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められる

事項は次のとおり。 

①上記３．２の劣化状況評価を踏まえた施設管理方針。 
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表2.1（2/2） 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項 

審査基準、ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施

設における高経年化

対策審査ガイド 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 
（１）高経年化技術評価の審査 
⑫健全性の評価 
実施ガイド３．１⑤に規定する期間の満了日までの期間につ

いて、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展
に係る健全性を評価していることを審査する。 
⑬現状保全の評価 
健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されている

ことを審査する。 
⑭追加保全策の抽出 
現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新

たな保全策が抽出されていることを審査する。 
（２）長期施設管理方針の審査 
①長期施設管理方針の策定 
すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定さ

れているかを審査する。 

実用発電用原子炉施

設における高経年化

対策実施ガイド 

３.１ 高経年化技術評価の実施及び見直し 
高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要

求事項を満たすこと。 
⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象につい
て、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構
造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管
理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出
すること。 

ロ 実用炉規則第８２条第２項又は第３項の規定に基づく高経

年化技術評価 プラントの運転を開始した日から４０年間

に同条第２項又は第３項に規定する延長する期間を加えた

期間 

 
３.２ 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求
事項を満たすこと。 
①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電
用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出された
もの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出さ
れたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理
の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理
方針を策定すること。 
なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策につ

いて、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした
評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを
前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年
劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、
双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策
定すること。 
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３. 評価対象と評価手法 

3.1 評価対象 

電気・計装品に要求される機能を維持するため、通電部位と大地間、あるいは通

電部位と他の通電部位間の電気的独立性（絶縁性）を確保することが必要であり、

それらの介在物として、種々の部位にゴム、プラスチック等の高分子材料が使用さ

れている。 

絶縁低下は、これら高分子材料が、機械的、熱的、電気的及び環境的な要因で劣

化することにより電気抵抗が低下し、絶縁性が維持できなくなる劣化事象である。 

電気・計装品の絶縁低下が想定される機器は多数存在するため、劣化状況評価の

補足説明資料では、評価対象となる機器の中から代表機器を選定して評価の詳細に

ついて説明する。 

評価対象として抽出した機器・部位を表3.1に示す。 

これらの機器のうち、設計基準事故及び重大事故等時に環境条件が著しく悪化する

環境において機能要求のある機器の中から、低圧ケーブル（難燃ＰＨケーブル）及び

電気ペネトレーション（ピッグテイル型電線貫通部）を代表機器とし、具体的な評価

を「４．代表機器の技術評価」に、その他の評価対象については、「５．代表機器以

外の技術評価」にて評価を実施する。 
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3.2 評価手法 

評価対象機器（電気・計装品）の絶縁低下の評価に用いた規格及び評価手法を以下

に示す。 

 

① IEEE Std.275-1966「IEEE Recommended Practice for Thermal Evaluation of 

Insulation Systems for AC Electric Machinery Employing Form-Wound Pre-

Insulated Stator Coils、 Machines Rated 6900 V and Below」 

② IEEE Std.117-1956「IEEE Standard Test Procedure for Evaluation of Systems 

of Insulating Materials for Random-Wound Electric Machinery」 

③ IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for 

Nuclear Power Generating Stations」（以下「IEEE Std.323-1974」という。） 

④ IEEE Std.383-1974「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables、 

Field Splices、 and Connections for Nuclear Power Generating Stations」

（以下、「IEEE Std.383-1974」という。） 

⑤ IEEE Std.317-1983「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in    

Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations」（以下「IEEE 

Std.317-1983」という。） 

⑥ IEEE Std.382-1996「IEEE Standard for Qualification of Actuators for Power- 

Operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear Power 

Plants」（以下「IEEE Std.382-1996」という。） 

⑦ 電気学会技術報告Ⅱ部第139号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法並

びに耐延焼性試験方法に関する推奨案*1」（以下、「電気学会推奨案」という。） 

⑧ 原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049）（以下、「Ａ

ＣＡガイド」という。） 

⑨ 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する 終報告書

（JNES-SS-0903）（以下、「ＡＣＡ」という。） 

 

*1：IEEE Std.323-1974及びIEEE Std.383-1974の規格を根幹にした、ケーブルの加速

劣化方法を含む試験条件、試験手順、並びに判定方法が述べられている。 
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表3.1 絶縁低下の評価対象機器・部位 

機種 評価対象機器 評価対象部位 

環境条件が著しく悪化する環境 

においても機能要求のある機器 

設計基準事故時*1 重大事故等時*2 

ポンプ用電動

機 

高圧ポンプ用電動機 
固定子コイル、口出線・接続

部品 
－ － 

低圧ポンプ用電動機 固定子コイル、口出線 － － 

容器 電気ペネトレーション ポッティング材、外部リード ○ ○ 

弁 電動装置 
固定子コイル、口出線・接続

部品他 
○ － 

ケーブル 

高圧ケーブル 絶縁体 － － 

低圧ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

同軸ケーブル 絶縁体、内部シース ○ ○ 

ケーブル接続部 絶縁物他 ○ ○ 

電気設備 

メタルクラッド開閉装置

（メタクラ） 
ばね蓄勢用モータ他 － － 

動力変圧器 コイル － － 

パワーセンタ 保護リレー他 － － 

計測制御設備 制御設備 計器用変流器他 － － 

空調設備 電動機 固定子コイル、口出線他 － － 

機械設備 

制御用空気圧縮装置 
固定子コイル、口出線・接続部

品 
－ － 

燃料取扱設備（クレーン

関係） 
電動機の固定子コイル他 － － 

燃料移送装置 変圧器 － － 

電源設備 

ディーゼル発電機 
固定子コイル、口出線・接続部

品他 
－ － 

非常用ディーゼル発電機

機関本体付属設備（ポン

プ） 

電動機の固定子コイル、口出線 － － 

直流電源設備 変圧器、計器用変圧器 － － 

計器用電源設備 変圧器 － － 

制御棒駆動装置用電源設

備 
ばね蓄勢用モータ － － 

大容量空冷式発電機 固定子巻線、回転子巻線等 － － 

*1：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十二条（安全施設）

第3項の要求を踏まえ選定 

*2：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十三条（重大事故

等対処設備）第1項の要求を踏まえ選定（常設設備） 
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４. 代表機器の技術評価 

4.1 低圧ケーブル（難燃ＰＨケーブル）の技術評価 

4.1.1 健全性評価 

4.1.1.1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃ＰＨケーブルは、電気学会推奨

案に基づく実機同等品による長期健全性試験により評価した。試験手順を図4.1-

1に示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.1-1 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.1-1 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表4.1-1参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表4.1-1参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.1-2参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図4.1-1 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件を表4.1-1に示す。試験条件は、川内２

号炉の実機環境に基づいて60年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡してい

る。 

 

表4.1-1 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件（設計基準事故）*1 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付-2）参照】

に基づく劣化条件【添付-3）参照】又は設計基準

事故時の環境条件【添付-4）参照】 

通
常
運
転
相
当 

温度 140℃－9日 
117℃－9日 

（＝60℃*2－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

（7.3kGy/h） 
185kGy*3 

設
計
基
準
事
故
相
当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

（7.3kGy/h） 
602kGy 

温度 
高温度： 

190℃ 
高温度：約 127℃ 

圧力 
高圧力： 

0.41MPa[gage] 
高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：設計基準事故時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内ケーブルの条件を代表

として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約42℃）に通電による温度上昇と

余裕を加えた温度として設定 

*3：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 

 

c. 評価結果 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験結果を表4.1-2に示す。電気学会推奨案に

基づく評価の結果、川内２号炉の難燃ＰＨケーブルは、運転開始後60年時点にお

いても絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表4.1-2 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 

マンドレル径：400mm 

絶縁厚さ  ：0.8mm 

課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

[出典：九州電力研究データ] 
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4.1.1.2 ＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法人

原子力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経

年劣化評価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられている。

このため、設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃ＰＨケーブルについて

は、ＡＣＡガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

難燃ＰＨケーブルのＡＣＡガイドに基づく試験手順を図4.1-2に示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 4.1-3 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表 4.1-3 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 4.1-3 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 4.1-4 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図4.1-2 難燃ＰＨケーブルのＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

b. 試験条件 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件を表4.1-3に示す。試験条件は、川内２

号炉の実機環境に基づいて通常運転及び設計基準事故を想定した劣化条件を包

絡している。 

 

 

  

供試ケーブル 
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c. 評価結果 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験結果を表4.1-4に示す。ＡＣＡに基づく評

価の結果を表4.1-5に示す。評価結果及び更新実績から、川内２号炉の難燃ＰＨケ

ーブルは、運転開始後60年時点においても絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表4.1-3 難燃ＰＨケーブルのＡＣＡ試験条件 

 試験条件 

通常運転相当 
温度 

放射線 
100℃－94.8Gy/h－4,003h  

設計基準事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 

温度 高温度：190℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage]  

 

表4.1-4 難燃ＰＨケーブルのＡＣＡ試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1 分間 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に 

関する 終報告書（JNES-SS-0903）］ 

 

表 4.1-5 ＡＣＡガイドに基づく実布設環境での長期健全性評価結果 

布設区分 

実布設環境条件 

【添付-2）参照】 評価期間 

[年]*1 
備考 

温度 

[℃] 

放射線量率 

[Gy/h] 

ループ室 45 0.35  45*2 
更新を踏まえた評価期間 79 年以上
（更新時期：第 22 回～第 24 回定期検
査時（2018 年度～2020 年度）） 

加圧器上部 50 0.005  91*2  

通路部 45 0.005 129*2  

通路部ケーブル

トレイ内 
60*3 0.005  47*2 

更新を踏まえた評価期間 73 年以上
（更新時期：第 20 回定期検査時
（2011 年度～2015 年度）） 

主蒸気管室 45 － 147*2  

*1：稼働率 100％での評価期間 

*2：時間依存データの重ね合わせ手法により評価 

*3：ケーブル布設エリアの温度（約42℃）に通電時の温度上昇を加えた温度として評価 
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4.1.1.3 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある難燃ＰＨケーブルについては、重大事

故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。難燃ＰＨケーブルの試験手順を

図4.1-3に示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.1-6 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.1-6 参照） 

 

放射線照射 重大事故等時相当の放射線照射（表 4.1-6 参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 

放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露 

（表4.1-6参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.1-7参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである。 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する。 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊を生じるか否かを調べる。 

 

図4.1-3 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験手順 

 

b. 試験条件 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件を表4.1-6に示す。試験条件は、川内２

号炉の実機環境に基づいて60年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡してい

る。 
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c. 評価結果 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験結果を表4.1-7に示す。評価の結果、川内２

号炉の難燃ＰＨケーブルは、運転開始後60年時点においても絶縁機能を維持でき

ると判断する。 

 

表4.1-6 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件（重大事故等） 

*1：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約42℃）に通電による温度上昇と

余裕を加えた温度として設定 

*2：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 

 

表4.1-7 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 

マンドレル径：400mm 

絶縁厚さ  ：0.8mm 

課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

[出典：九州電力研究データ] 

 

  

 試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【添付-2）参

照】に基づく劣化条件【添付-5）参照】又は重

大事故等時の環境条件【添付-6）参照】 

通
常
運
転
相
当 

温度 140℃－9日   117℃－9日 

（＝60℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

（7.3kGy/h） 
185kGy*2 

重
大
事
故
等
相
当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

（7.3kGy/h ） 
500kGy 

温度 
高温度： 

190℃ 
高温度：約 138℃ 

圧力 
高圧力： 

0.41MPa[gage] 
高圧力：約 0.350MPa[gage] 
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4.1.2 現状保全 

絶縁体の絶縁低下に対しては、電力用ケーブルについては、定期的な絶縁抵抗

測定により、許容値以上であることの確認を行っている。 

制御・計装用ケーブルについては、定期的な計測制御系統設備の機能検査等に

より、系統機器の動作又は計器の指示値等に異常のないことを確認し、絶縁低下

による機能低下のないことを確認している。 

 

4.1.3 総合評価 

健全性評価結果から判断して、難燃ＰＨケーブルについては、絶縁体の絶縁低

下により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。 

 

4.1.4 高経年化への対応 

難燃ＰＨケーブルの絶縁体の絶縁低下については、現状保全項目に高経年化対

策の観点から追加すべきものはないと判断する。 
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4.2 電気ペネトレーション（ピッグテイル型電線貫通部）の技術評価 

4.2.1 健全性評価 

設計基準事故及び重大事故等時雰囲気で機能要求のある電気ペネトレーショ

ンのポッティング材の気密性低下による絶縁低下については、IEEE Std.323-197

4に準拠した長期健全性試験を実施しており、この結果に基づき健全性評価を行

う。 

また、外部リードについては、絶縁体の種類と製造メーカの違いにより４種類

に分類されるが、いずれも構造は同等である。 

外部リード－２の絶縁低下については、IEEE Std.323-1974に準拠した長期健

全性試験を実施しており、この結果に基づき健全性評価を行う。 

また、外部リード－１－１及び外部リード－３の絶縁低下については、電気学

会推奨案に従って実機同等品による長期健全性を実施しており、これらの組み合

わせで健全性評価を行う。 

なお、外部リードは、環境条件が著しく悪化する環境において電気絶縁性維持

の機能要求がある外部リード－１－１、外部リード－２及び外部リード－３につ

いて評価を行う。 
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4.2.1.1 ピッグテイル型電線貫通部の健全性評価 

a. 評価手順 

図4.2-1にピッグテイル型電線貫通部の長期健全性試験の手順を示す。 

 

    供試体 

 

 

加速熱劣化 通常運転期間相当の加速熱劣化（表 4.2-1 参照） 

 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

通常運転期間及び設計基準事故時の放射線照射 
（表 4.2-1 参照） 

 

加振試験 地震時を模擬（表 4.2-1 参照） 

 

事故時 

雰囲気暴露 
放射線を除く事故時雰囲気暴露（表4.2-1参照） 

 

判定 

 

図 4.2-1 ピッグテイル型電線貫通部の長期健全性試験の手順 
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b. 試験条件 

表4.2-1及び表4.2-2にピッグテイル型電線貫通部の長期健全性試験条件を示

す。ポッティング材について、これらの条件は、川内２号炉の60年間の運転及び

設計基準事故、並びに60年間の運転及び重大事故等時を想定した熱及び放射線に

よる劣化条件を包絡している。 

 

表 4.2-1 ピッグテイル型電線貫通部 長期健全性試験の条件（設計基準事故） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 条件：125℃－10 日間 

試験条件は、原子炉格納容器内の通常雰囲

気温度にケーブルの通電による温度上昇も

考慮した温度（約45℃）【添付-7)参照】で

60年間の運転期間に相当する条件（93℃－

10日間）を包絡している。【添付-8)参照】 

放射線照射 

平常時における集積線量と事

故時の放射線量を照射した。 

条件：  500kGy（平常時） 

   ＋1,500kGy（事故時） 

    （10kGy／h 以下） 

川内２号炉の 60 年間の運転に予想される集

積線量(*)に設計基準事故時線量（602kGy）

を加えた線量を包絡している。 

加振試験 

実機プラントにＳ1 地震動を想

定して求めた 大加速度 1.8G

で加振した。 

川内２号炉に想定される 大加速度（0.46G）

を包絡している。 

事故時 

雰囲気暴露 

高温度：190℃ 

高圧力：0.414MPa[gage] 

時間：～15 日間 

川内２号炉の設計基準事故時の 大温度（約

127℃）、 大圧力（約 0.245MPa[gage]）を包

絡している。【添付-9)参照】 

*：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

［出典（試験条件）：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する 

研究(Step-3)」1983年度］ 
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表 4.2-2 ピッグテイル型電線貫通部 長期健全性試験の条件（重大事故等） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 条件：125℃－10 日間 

試験条件は、原子炉格納容器内の通常雰囲

気温度にケーブルの通電による温度上昇も

考慮した温度（約45℃）【添付-7)参照】で

60年間の運転期間に相当する条件（93℃－

10日間）を包絡している。【添付-8)参照】 

放射線照射 

平常時における集積線量と事

故時の放射線量を照射した。 

条件：  500kGy（平常時） 

   ＋1,500kGy（事故時） 

    （10kGy／h 以下） 

川内２号炉の 60 年間の運転に予想される集

積線量(*)に重大事故等時の線量（500kGy）

を加えた線量を包絡している。 

加振試験 

実機プラントにＳ1 地震動を想

定して求めた 大加速度 1.8G

で加振した。 

川内２号炉に想定される 大加速度（0.46G）

を包絡している。 

事故時 

雰囲気暴露 

高温度：190℃ 

高圧力：0.414MPa[gage] 

時間：～15 日間 

川内２号炉の重大事故等時の 大温度（約

138℃）、 大圧力（約 0.350MPa[gage]）を包

絡している。【添付-9)参照】 

*：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

［出典（試験条件）：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する 

研究(Step-3)」1983年度］ 

 

c. 評価結果 

表4.2-3にピッグテイル型電線貫通部の長期健全性試験結果を示す。結果は判

定基準を満足している。 

 

表 4.2-3  ピッグテイル型電線貫通部 長期健全性試験結果 

 試験後 判定基準 判定 

絶縁抵抗 6.0×1010Ω 1.0×108Ω以上 良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」1983年度］ 
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4.2.1.2 外部リードの健全性評価 

4.2.1.2.1 外部リード－１－１の電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事

故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－１－１は、電気学会

推奨案に基づく実機同等品による長期健全性試験により評価した。図4.2-2に

外部リード－１－１の長期健全性試験の手順を示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.2-4 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.2-4 参照） 

 

放射線照射 
設計基準事故時相当の放射線照射 

（表4.2-4参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表4.2-4参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.2-5参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図4.2-2 外部リード－１－１の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

表4.2-4に外部リード－１－１の長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川

内２号炉の60年間の運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣

化条件を包絡している。 

 

表4.2-4 外部リード－１－１の長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は設計基準事故時の環境
条件【添付-11）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
97℃－7日 

（＝40℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h以下） 
2.7kGy*2 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下） 
602kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約127℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.245MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表4.2-5に外部リード－１－１の長期健全性試験結果を示す。結果は判定基

準を満足している。 

 

表4.2-5 外部リード－１－１の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 
マンドレル径：供試体外径の約40倍 
絶縁厚さ  ：0.76mm 
課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」 

1983年度］ 
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4.2.1.2.2 外部リード－１－１のＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故

時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法

人原子力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブル

の経年劣化評価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられて

いる。このため、設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－１－

１については、ＡＣＡガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

図4.2-3に外部リード－１－１のＡＣＡガイドに基づく長期健全性試験の手

順を示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 4.2-6 参照） 

 

放射線照射 
設計基準事故時相当の放射線照射 
（表 4.2-6 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 4.2-6 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 4.2-7） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図4.2-3 外部リード－１－１のＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

  

供試ケーブル 
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b. 試験条件 

外部リード－１－１の長期健全性試験条件を表4.2-6に示す。試験条件は、川

内２号炉の通常運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化条

件を包絡している。 

 

表4.2-6 外部リード－１－１の長期健全性試験条件（ＡＣＡ評価） 

 試験条件*1 

60年間の通常運転時の使用条件

【添付-7)参照】に基づく劣化条件

【添付-12)参照】又は設計基準事

故時の環境条件【添付-13）参照】 

通常運転

相当 

温度 

47℃－21.3年 

（＝40℃－30年） 

175℃－109日 

（＝40℃－52年） 

40℃*2－60年 

放射線 

（集積線量） 
－ 2.7kGy*3 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下) 
602kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約127℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.245MPa[gage] 

*1：実機環境の線量率が低く、熱による劣化が支配的な領域のため、熱加速劣化のみと

した。また、47.0℃－0.2mGy/hの布設環境で21.3年間使用したケーブルを供試体と

し、追加で劣化させた条件を示す 

*2：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*3：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表4.2-7にＡＣＡ長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を満足してい

る。 

 

表4.2-7 外部リード－１－１の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1分間 良 

［出典：電力共同研究「ケーブル加速劣化試験データの整備に関する研究 

（ＡＣＡ評価ケーブル以外）2014年度」］ 
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4.2.1.2.3 外部リード－１－１の電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等

時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある外部リード－１－１については、重

大事故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。外部リード－１－１の試

験手順を図4.2-4に示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.2-8 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.2-8 参照） 

 

放射線照射 
重大事故等時相当の放射線照射 

（表4.2-8参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 

放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露 

（表4.2-8参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.2-9参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図4.2-4 外部リード－１－１の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

外部リード－１－１の長期健全性試験条件を表4.2-8に示す。試験条件は、川

内２号炉の60年間の運転及び重大事故等時を想定した熱及び放射線による劣

化条件を包絡している。 

 

表4.2-8 外部リード－１－１の長期健全性試験条件（重大事故等） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は重大事故等時の環境条
件【添付-14）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
97℃－7日 

（＝40℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h以下） 
2.7kGy*2 

重大事故

等相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下） 
500kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約138℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.350MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

外部リード－１－１の長期健全性試験結果を表4.2-9に示す。結果は判定基

準を満足している。 

 

表4.2-9 外部リード－１－１の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 
マンドレル径：供試体外径の約40倍 
絶縁厚さ  ：0.76mm 
課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」 

1983年度］ 
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4.2.1.2.4 外部リード－２の長期健全性試験による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－２は、IEEE Std.323-

1974に準拠して実施した長期健全性試験により評価した。図4.2-5に外部リー

ド－２の長期健全性試験の手順を示す。 

 

   供試体 

 

 

加速熱劣化 通常運転期間相当の加速熱劣化（表 4.2-10 参照） 

 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

通常運転期間及び設計基準事故時の放射線照射 

（表 4.2-10 参照） 

 

事故時雰囲気暴露 放射線を除く事故時雰囲気暴露（表4.2-10参照） 

 

判定 

 

図4.2-5 外部リード－２の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

表4.2-10に外部リード－２の長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川内

２号炉の60年間の運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化

条件を包絡している。 

 

表4.2-10 外部リード－２の長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は設計基準事故時の環境
条件【添付-11）参照】 

通常運転

相当 

温度 125℃－10日 
98℃－10日 

（＝47℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h以下） 
2.7kGy*2 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下） 
602kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約127℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.245MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加え

た温度として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表4.2-11に外部リード－２の長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を

満足している。 

 

表 4.2-11  外部リード－２の長期健全性試験結果 

 試験後 判定基準 判定 

絶縁抵抗 6.0×1010Ω 1.0×108Ω以上 良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」1983年度］ 
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4.2.1.2.5 外部リード－２のＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法

人原子力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブル

の経年劣化評価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられて

いる。このため、設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－２に

ついては、ＡＣＡガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

図4.2-3に外部リード－２のＡＣＡガイドに基づく長期健全性試験の手順を

示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 4.2-12 参照） 

 

放射線照射 
設計基準事故時相当の放射線照射 
（表 4.2-12 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 4.2-12 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 4.2-13 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図4.2-6 外部リード－２のＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

  

供試ケーブル 
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b. 試験条件 

外部リード－２の長期健全性試験条件を表4.2-12に示す。試験条件は、川内

２号炉の通常運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化条件

を包絡している。 

 

表4.2-12 外部リード－２の長期健全性試験条件（ＡＣＡ評価） 

 試験条件*1 

60年間の通常運転時の使用条件【添

付-7)参照】に基づく劣化条件【添

付-12)参照】又は設計基準事故時の

環境条件【添付-13）参照】 

通常運転

相当 

温度 

50℃－20.5年 

（＝47℃－25年） 

120℃－103日 

（＝47℃－35年） 

47℃*2－60年 

放射線 

（集積線量） 
－ 2.7kGy*3 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下) 
602kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約127℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.245MPa[gage] 

*1：実機環境の線量率が低く、熱による劣化が支配的な領域のため、熱加速劣化のみとし

た。また、50.8℃－13.4mGy/hの布設環境で20.5年間使用したケーブルを供試体とし、

追加で劣化させた条件を示す 

*2：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加え

た温度として設定 

*3：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表4.2-13にＡＣＡ長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を満足してい

る。 

 

表4.2-13 外部リード－２の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1分間 良 

［出典：電力共同研究「ケーブル加速劣化試験データの整備に関する研究 

（ＡＣＡ評価ケーブル以外）2014年度」］ 

 

  



- 28 - 

4.2.1.2.6 外部リード－２の電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある外部リード－２については、重大事

故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。外部リード－２の試験手順を

図4.2-7に示す。 

 

   供試体 

 

 

加速熱劣化 通常運転期間相当の加速熱劣化（表 4.2-14 参照） 

 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

通常運転期間及び設計基準事故時の放射線照射 

（表 4.2-14 参照） 

 

事故時雰囲気暴露 放射線を除く事故時雰囲気暴露（表4.2-14参照） 

 

判定 

 

 

図4.2-7 外部リード－２の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

外部リード－２の長期健全性試験条件を表4.2-14に示す。試験条件は、川内

２号炉の60年間の運転及び重大事故等時を想定した熱及び放射線による劣化

条件を包絡している。 

 

表4.2-14 外部リード－２の長期健全性試験条件（重大事故等） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は重大事故等時の環境条
件【添付-14）参照】 

通常運転

相当 

温度 125℃－10日 
98℃－10日 

（＝47℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h以下） 
2.7kGy*2 

重大事故

等相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下） 
500kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約138℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.350MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加え

た温度として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

外部リード－２の長期健全性試験結果を表4.2-15に示す。結果は判定基準を

満足している。 

 

表 4.2-15  外部リード－２の長期健全性試験結果 

 試験後 判定基準 判定 

絶縁抵抗 6.0×1010Ω 1.0×108Ω以上 良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」1983年度］ 
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4.2.1.2.7 外部リード－３の電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－３は、電気学会推奨

案に基づく実機同等品による長期健全性試験により評価した。図4.2-8に外部

リード－３の長期健全性試験の手順を示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.2-16 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.2-16 参照） 

 

放射線照射 
設計基準事故時相当の放射線照射 

（表4.2-16参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表4.2-16参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.2-17参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図4.2-8 外部リード－３の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

表4.2-16に外部リード－３の長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川内

２号炉の60年間の運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化

条件を包絡している。 

 

表4.2-16 外部リード－３の長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は設計基準事故時の環境
条件【添付-11）参照】 

通常運転

相当 

温度 140℃－9日 
99℃－9日 

（＝47℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(7.3kGy/h) 
2.7kGy*2 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(7.3kGy/h) 
602kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約127℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.245MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加え

た温度として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表4.2-17に外部リード－３の長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を

満足している。 

 

表4.2-17 外部リード－３の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 
マンドレル径：400mm 
絶縁厚さ  ：0.8mm 
課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

［出典：九州電力研究データ］ 
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4.2.1.2.8 外部リード－３のＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法

人原子力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブル

の経年劣化評価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられて

いる。このため、設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リード－３に

ついては、ＡＣＡガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

図4.2-9に外部リード－３のＡＣＡガイドに基づく長期健全性試験の手順を

示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 4.2-18 参照） 

 

放射線照射 
設計基準事故時相当の放射線照射 
（表 4.2-18 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 4.2-18 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 4.2-19 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図4.2-9 外部リード－３のＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

  

供試ケーブル 
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b. 試験条件 

外部リード－３の長期健全性試験条件を表4.2-18に示す。試験条件は、川内

２号炉の通常運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化条件

を包絡している。 

 

表4.2-18 外部リード－３の長期健全性試験条件（ＡＣＡ評価） 

 試験条件 

通常運転相当 
温度 

放射線 
100℃－94.8Gy/h－4,003h 

設計基準事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h以下) 

温度 高温度：190℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 

 

c. 評価結果 

表4.2-19にＡＣＡ長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を満足してい

る。また、外部リード－３のＡＣＡに基づく評価の結果を表4.2-20に示す。 

 

表4.2-19 外部リード－３の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1分間 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する 終報告書

（JNES-SS-0903）］ 

 

表4.2-20 外部リード－３のＡＣＡガイドに基づく実布設環境での長期健全性評価結果 

布設区分 

実布設環境条件 
評価期間 

[年]*1 温度 

[℃] 

放射線量率 

[Gy/h] 

通路部  47*3 0.005  112*2 

*1：稼働率１００％での評価期間 

*2：時間依存データの重ね合わせ手法により評価 

*3：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加

えた温度として設定 
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4.2.1.2.9 外部リード－３の電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある外部リード－３については、重大事

故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。外部リード－３の試験手順を

図4.2-10に示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 4.2-21 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 4.2-21 参照） 

 

放射線照射 
重大事故等時相当の放射線照射 

（表4.2-21参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 

放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露 

（表4.2-21参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表4.2-22参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図4.2-10 外部リード－３の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

外部リード－３の長期健全性試験条件を表4.2-21に示す。試験条件は、川内

２号炉の60年間の運転及び重大事故等時を想定した熱及び放射線による劣化

条件を包絡している。 

 

表4.2-21 外部リード－３の長期健全性試験条件（重大事故等） 

 試験条件 

60年間の通常運転時の使用条件【添付
-7)参照】に基づく劣化条件【添付-
10)参照】又は重大事故等時の環境条
件【添付-14）参照】 

通常運転

相当 

温度 140℃－9日 
99℃－9日 

（＝47℃*1－60年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(7.3kGy/h) 
2.7kGy*2 

重大事故

等相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(7.3kGy/h) 
500kGy 

温度 高温度：190℃ 高温度：約138℃ 

圧力 高圧力：0.41MPa[gage] 高圧力：約0.350MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）に通電による温度上昇を加え

た温度として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

外部リード－３の長期健全性試験結果を表4.2-22に示す。結果は判定基準を

満足している。 

 

表4.2-22 外部リード－３の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 

 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 
マンドレル径：400mm 
絶縁厚さ  ：0.8mm 
課電電圧  ：2.6kV/5分間 

良 

［出典：九州電力研究データ］ 
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4.2.2 現状保全 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下に対

しては、定期的にケーブル及び機器を含め絶縁抵抗測定又は機器の動作確認を実

施し、有意な絶縁低下がないことを確認している。 

 

4.2.3 総合評価 

健全性評価結果から判断して、ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及

び外部リードの絶縁低下により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考

える。 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下は、絶

縁抵抗測定又は機器の動作確認で検知可能であり、点検手法として適切である。 

 

4.2.4 高経年化への対応 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下につ

いては、現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断す

る。 

なお、より実機条件に即した電気・計装設備の長期健全性評価手法に関する検

討が国プロジェクト「電気・計装設備の健全性評価技術調査研究」で実施されて

おり、今後その成果の反映を検討していく。 
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５．代表機器以外の技術評価 

 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要を表 5.1 に示す。 

表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（1/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

高圧ポンプ用電

動機 

・海水ポンプ用電動機 

・充てん／高圧注入ポンプ用電動機 

・格納容器スプレイポンプ用電動機 

・余熱除去ポンプ用電動機 

・原子炉補機冷却水ポンプ用電動機 

・電動補助給水ポンプ用電動機 

固定子コイル、 

口出線・接続部品 

ヒートサイクル方法により評価した絶縁寿

命と、経年機の運転年数とコイル破壊電圧

との関係による評価結果から、固定子コイ

ル等の運転に必要な絶縁耐力を保有する期

間は、運転年数で 18.5 年と判断。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実

施。 

点検結果に基づき、必要により

洗浄、乾燥、絶縁補修処理もし

くは取替えを実施する。 

絶縁低下は、18.5 年以降において発

生の可能性は否定できないが、絶縁

低下は絶縁抵抗測定、絶縁診断で検

知可能であり、点検手法として適

切。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実施し

ていくとともに、運転年数及び点

検結果に基づき、必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もしくは

取替えを実施していく。 

低圧ポンプ用電

動機 

・ほう酸ポンプ用電動機 

・燃料取替用水ポンプ用電動機 

・常設電動注入ポンプ用電動機 

・緊急時対策所用発電機車用給油ポン

プ用電動機 

固定子コイル、 

口出線 

ヒートサイクル方法により評価した絶縁寿

命と、経年機の設置経過年数とコイル破壊

電圧との関係による評価結果から、固定子

コイル等の運転に必要な絶縁耐力を保有す

る期間は 16 年と判断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁抵抗測定の結果に基づき、

必要により洗浄、乾燥、絶縁補

修処理もしくは取替えを行う。 

絶縁低下は、16 年以降において発生

の可能性は否定できないが、絶縁低

下は絶縁抵抗測定で検知可能であ

り、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくと

ともに、点検結果に基づき必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理も

しくは取替えを実施していく。 

電気ペネトレー

ション 

・ピッグテイル型電線貫通部 外部リード－１－２ 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転

後においても絶縁機能を維持できると判

断。 

系統機器の動作確認又は絶縁

抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は系統機器の動作確認又

は絶縁抵抗測定で検知可能であり、

点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

・三重同軸型電線貫通部 
ポッティング材、 

外部リード 

長期健全性試験の結果、運転開始後 60 年間

の通常運転とその後の設計基準事故又は重

大事故等時においても絶縁機能を維持でき

ると判断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

弁電動装置 

・ＲＨＲＳ入口隔離弁電動装置 
固定子コイル、口出線・接続

部品 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転

後においても絶縁機能を維持できると判

断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

・Ｔ／Ｄ ＡＦＷＰ蒸気元弁電動装置 

主極コイル、補極コイル、電

機子コイル、電磁ブレーキ、

口出線・接続部品 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転

後においても絶縁機能を維持できると判

断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

高圧ケーブル 

・難燃高圧ＣＳＨＶケーブル 
絶縁体（水トリー劣化を除

く） 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転

後においても絶縁機能を維持できると判

断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。絶縁低下

は絶縁抵抗測定で検知可能であり、

点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

・難燃高圧ＣＳＨＶケーブル（屋外布

設） 
絶縁体（水トリー劣化） 

トレンチ内部の溜まり水にる多湿度環境を

考慮すると、水トリー劣化による絶縁低下

の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定、ケーブル絶縁診

断及びトレンチ内の目視確認

を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、水トリーによる絶縁低下は絶縁

抵抗測定及びケーブル絶縁診断で、

浸水状態は目視確認で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定及びケーブル絶縁

診断を実施していくとともに、点

検結果に基づき必要により取替

等を実施していく。また、トレン

チ内の目視確認を実施していく。 
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表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（2/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

低圧ケーブル 

・ＫＫケーブル 

・難燃ＳＨＶＶケーブル 
絶縁体 

実機同等品による電気学会推奨案に基づく長期健全

性試験結果により評価した結果、運転開始後 60 年

時点においても絶縁機能を維持できると判断。 

また、ＫＫケーブルについて、ＡＣＡガイドに従っ

た長期健全性試験結果により評価した結果、運転開

始後 60 年時点においても絶縁機能を維持できると

判断。 

電力用ケーブルについては、絶

縁抵抗測定を実施。 

制御・計装用ケーブルについて

は、系統機器の動作確認又は計

器の指示値確認等を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定、系統機器の動

作確認又は計器の指示値確認等で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべ

きものはないと判断。 

・ＦＰＥＴケーブル 

・ＦＰＰケーブル 

絶縁体 

絶縁体種類が同一でシース種類が異なる、又は絶縁

体種類及びシース種類も同じＦＰＴＦケーブルの電

気学会推奨案に基づく長期健全性試験結果により評

価した結果、運転開始後 60 年時点においても絶縁

機能を維持できると判断。 

系統機器の動作確認又は計器

の指示値確認等を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性は小さい。 

絶縁低下は系統機器の動作確認又は計器

の指示値確認等で検知可能であり、点検

手法として適切。 

系統機器の動作確認又は

指示値確認等を実施して

いく。 

・ＦＰＴＦケーブル 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性はない。 

絶縁低下は系統機器の動作確認又は計器

の指示値確認等で検知可能であり、点検

手法として適切。 

現状保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべ

きものはないと判断。 

・難燃ＳＨＶＶケーブル（製造メ

ーカが異なるケーブル） 
絶縁体 

絶縁体材料が同一である類似品を用いて電気学会推

奨案に基づく長期健全性試験結果により評価した結

果、60 年間の運転期間後においても絶縁低下の可能

性は小さい。 

系統機器の動作確認又は計器

の指示値確認等を実施。 

絶縁低下の可能性は小さい。 

絶縁低下は系統機器の動作確認又は計器

の指示値確認等で検知可能であり、点検

手法として適切。 

系統機器の動作確認又は

指示値確認等を実施して

いく。 

同軸ケーブル 

・難燃三重同軸ケーブル１ 絶縁体、内部シース 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験を行った結

果、運転開始後 60 年時点においても絶縁低下の可

能性はない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能であ

り、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべ

きものはないと判断。 

・難燃三重同軸ケーブル２ 絶縁体、内部シース 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験結果により

評価した結果、運転開始後 60 年時点においても絶

縁機能を維持できると判断。 

また、ＡＣＡガイドに従った長期健全性試験結果に

より評価した結果、運転開始後 60 年時点において

も絶縁機能を維持できると判断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能であ

り、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべ

きものはないと判断。 

ケーブル接続部 

・気密端子箱接続 Ｏリング、ＬＣモールド 

実機同等品による長期健全性試験結果により評価し

た結果、運転開始後 60 年時点においても絶縁機能

を維持できると判断。 

電力用ケーブル接続部につい

ては、絶縁抵抗測定を実施。 

制御・計装用ケーブル接続部に

ついては、系統機器の動作確認

又は計器の指示値確認等を実

施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を与

える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定、系統機器の動

作確認又は計器の指示値確認等で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化

対策の観点から追加すべ

きものはないと判断。 

・直ジョイント 熱収縮チューブ 

・電動弁コネクタ接続 
絶縁物、Ｏリング、シーリン

グブッシュ、ゴムブッシュ 

・三重同軸コネクタ接続 絶縁物、Ｏリング 

・一般端子接続 

・端子台接続 

・高圧コネクタ接続 

・複合同軸コネクタ接続 

・三重同軸コネクタ接続（製造メ

ーカが異なる三重同軸コネクタ

接続） 

絶縁物等 
長期健全性試験を実施していないため、絶縁低下の

可能性は否定できない。 

系統機器の動作確認又は絶縁

抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、絶

縁低下は系統機器の動作確認又は絶縁抵

抗測定で検知可能であり、点検手法とし

て適切。 

系統機器の動作確認又は

絶縁抵抗測定を実施して

いく。 
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表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（3/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

メタルクラッド

開閉装置 

（メタクラ） 

・メタクラ（安全系） 

・緊急時対策棟メタルクラッド開閉装

置 

ばね蓄勢用モータ

（低圧モータ） 

使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使

用していることから、絶縁低下の可能性は小さ

いと考えるが、絶縁低下が生じる可能性は否定

できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

計器用変流器 
（巻線形） 長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転後

においても絶縁機能を維持できると判断。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 計器用変圧器 

・重大事故等対処用変圧器受電盤 

ばね蓄勢用モータ

（低圧モータ） 

使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使

用していることから、絶縁低下の可能性は小さ

いと考えるが、絶縁低下が生じる可能性は否定

できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

計器用変流器 
（巻線形） 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転後

においても絶縁機能を維持できると判断。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

動力変圧器 

・動力変圧器（安全系） コイル 

実機コイルのポリアミド紙平角銅線は、60 年

相当の絶縁性能を長期特性試験で確認した変

圧器コイルの２重ガラス平角銅線に比べ、熱劣

化特性で優れていることから、急激な絶縁低下

の可能性は小さいと考えるが、絶縁低下の可能

性は否定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

・重大事故等対処用変圧器盤 

・緊急時対策棟動力変圧器 
コイル 

コイルの絶縁物は熱劣化特性の優れた絶縁物

であり、急激な絶縁低下の可能性は小さい。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

パワーセンタ 
・パワーセンタ（安全系） 

・緊急時対策棟パワーセンタ 

保護リレー 

同種の保護リレーの絶縁低下に対する健全性

試験による評価の結果、急激な絶縁低下の可能

性は小さいと考えるが、絶縁低下の可能性は否

定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。絶縁抵抗測定結

果に基づき、必要により取替えを実施

する。 

健全性評価結果及び取替実績から、

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくと

ともに、絶縁抵抗測定結果に基づ

き必要により取替えを実施して

いく。 

ばね蓄勢用モータ

（低圧モータ） 

使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使

用していることから、絶縁低下の可能性は小さ

いと考えるが、絶縁低下の可能性は否定できな

い。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

計器用変圧器 
急激な絶縁低下の可能性は小さいと考えるが、

絶縁低下の可能性は否定できない。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 
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表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（4/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

制御設備 

・ディーゼル発電機盤 

計器用変流器、 
計器用変圧器 

長期健全性試験の結果、60 年間の通常運転後

においても絶縁機能を維持できると判断。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

励磁装置 

過去に実施した精密点検（tanδ測定、直流吸

収測定）の結果から、熱的、電気的要因により

設備の納入後 30 年前後より絶縁抵抗の低下が

生じる可能性が考えられる。 

絶縁抵抗測定を実施。 

適切な頻度で精密点検を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定及び精

密点検で検知可能であり、点検手法

として適切。 

絶縁抵抗測定並びに適切な頻度

で精密点検を実施していく。 

・制御用空気除湿装置盤 

・空調用冷凍機制御盤 
変圧器 

健全性試験の結果、インパルス破壊電圧の限界

値に達するまでの期間は 60 年以上である。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影

響を与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の

観点から追加すべきものはない

と判断。 

・ＲＣＰ母線計測盤 保護リレー 

同種の保護リレーの絶縁低下に対する健全性

試験による評価の結果、急激な絶縁低下の可能

性は小さいと考えるが、絶縁低下の可能性は否

定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁抵抗測定結果に基づき、必要によ

り取替えを実施する。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくと

ともに、絶縁抵抗測定結果に基づ

き必要により取替えを実施して

いく。 

空調設備 

・空調用冷凍機用電動機 

固定子コイル（高

圧）、口出線・接続

部品（高圧） 

ヒートサイクル方法により評価した絶縁寿命

と、経年機の運転年数とコイル破壊電圧との関

係による評価結果から、固定子コイル等の運転

に必要な絶縁耐力を保有する期間は、運転年数

で 18.5 年と判断。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実施。 

点検結果に基づき、必要により洗浄、

乾燥、絶縁補修処理もしくは取替えを

実施する。 

絶縁低下は、18.5 年以降において発

生の可能性は否定できないが、絶縁

低下は絶縁抵抗測定、絶縁診断で検

知可能であり、点検手法として適

切。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実施し

ていくとともに、運転年数及び点

検結果に基づき、必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もしくは

取替えを実施していく。 

・ディーゼル発電機室給気ファン用電動機 

固定子コイル（低

圧）、口出線・接続

部品（低圧） 

ヒートサイクル方法により評価した絶縁寿命

と、経年機の設置経過年数とコイル破壊電圧と

の関係による評価結果から、固定子コイル等の

運転に必要な絶縁耐力を保有する期間は 16.5

年（Ｂ種絶縁）及び 16 年（Ｆ種絶縁）と判断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁抵抗測定の結果に基づき、必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理もしく

は取替えを行う。 

絶縁低下は、16～16.5 年以降におい

て発生の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可

能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくと

ともに、点検結果に基づき必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理も

しくは取替えを実施していく。 
・安全補機室排気ファン用電動機 

固定子コイル（低

圧）、口出線（低

圧） 

・中央制御室空調ファン用電動機 

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン用電

動機 

固定子コイル（低

圧）、口出線・接続

部品（低圧） 

長期間の運転を考慮すると固定子コイル及び

口出線等の絶縁低下の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁抵抗測定の結果に基づき、必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理もしく

は取替えを行う。 

絶縁低下の可能性は否定できない

が、絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知

可能であり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくと

ともに、点検結果に基づき必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理も

しくは取替えを実施していく。 

・空調用冷水ポンプ用電動機 

・中央制御室循環ファン用電動機 

・アニュラス空気浄化ファン用電動機 

・補助給水ポンプ室給気ファン用電動機 

・補助給水ポンプ室排気ファン用電動機 

・制御用空気圧縮機室給気ファン用電動機 

・制御用空気圧縮機室排気ファン用電動機 

・安全補機開閉器室空調ファン用電動機 

・中央制御室非常用循環ファン用電動機 

・安全補機室給気ファン用電動機 

固定子コイル（低

圧）、口出線（低

圧） 
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表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（5/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

空気圧縮装置 

・制御用空気圧縮機用電動機 

・制御用空気除湿装置送風機用電動機 

・ガスサンプリング圧縮装置 

固定子コイル、 

口出線・接続部品 
空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 

燃料取扱設備 

・燃料取替クレーン 

電動機の固定子コ

イル 

低圧ポンプ用電動機の健全性評価結果から、固

定子コイルの運転に必要な絶縁耐力を保有する

期間は 16 年と判断。 

しかしながら、低圧ポンプ用電動機と設置場所

が異なることから、長期間の運転を想定すると

絶縁低下の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

点検結果に基づき、必要によ

り洗浄、乾燥、絶縁補修処理

もしくは取替えを実施する。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくととも

に、点検結果に基づき必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もしくは取替

えを実施していく。 

電磁ブレーキ固定

鉄心 
使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使用

していることから、絶縁低下の可能性は小さい

と考えるが、絶縁低下が生じる可能性は否定で

きない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 回転数発電機 

変圧器 

・使用済燃料ピットクレーン 

電動機の固定子コ

イル 

低圧ポンプ用電動機の健全性評価結果から、固

定子コイルの運転に必要な絶縁耐力を保有する

期間は 16 年と判断。 

しかしながら、低圧ポンプ用電動機と設置場所

が異なることから、長期間の運転を想定すると

絶縁低下の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

点検結果に基づき、必要によ

り洗浄、乾燥、絶縁補修処理

もしくは取替えを実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

電磁ブレーキ固定

鉄心 
使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使用

していることから、絶縁低下の可能性は小さい

と考えるが、絶縁低下が生じる可能性は否定で

きない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 変圧器 

・燃料移送装置 変圧器 

非常用ディー

ゼル発電設備 

・ディーゼル発電機 

固定子コイル（高

圧）、口出線・接続

部品（高圧） 

高圧ポンプ用電動機の健全性評価結果から、固

定子コイルの運転に必要な絶縁耐力を保有する

期間は 18.5 年と判断。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実

施。点検結果に基づき、必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理

もしくは取替えを実施する。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定、絶縁診断で

検知可能であり、点検手法として適

切。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実施してい

くとともに、運転年数及び点検結果に

基づき、必要により洗浄、乾燥、絶縁

補修処理もしくは取替えを実施してい

く。 

回転子コイル（低

圧）、口出線・接続

部品（低圧） 

低圧ポンプ用電動機の健全性評価結果から、固

定子コイルの運転に必要な絶縁耐力を保有する

期間は 16 年と判断。 

絶縁抵抗測定を実施。 

点検結果に基づき、必要によ

り洗浄、乾燥、絶縁補修処理

もしくは取替えを実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくととも

に、点検結果に基づき必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もしくは取替

えを実施していく。 

・温水循環ポンプ用電動機 

・潤滑油プライミングポンプ用電動機 

・燃料油移送ポンプ用電動機 

・燃料弁冷却水ポンプ用電動機 

固定子コイル、 

口出線 
空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 空調用電動機の評価と同様。 
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表 5.1 代表機器以外の評価対象及び技術評価の概要（6/6） 
評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

直流電源設備 ・充電器盤（３系統目蓄電池用） 
変圧器、 
計器用変圧器 

健全性試験の結果、インパルス破壊電圧の限界

値に達するまでの期間は 60 年以上である。 
絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下により機器の健全性に影響を

与える可能性はない。 

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

現状保全項目に高経年化対策の観点か

ら追加すべきものはないと判断。 

計器用電源設

備 

・計装用電源装置 

・計装用電源装置（３系統目蓄電池

用） 

・緊急時対策棟計装用電源装置 

変圧器 

使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使用

していることから、急激な絶縁低下の可能性は

小さいと考えるが、絶縁低下の可能性は否定で

きない。 

絶縁抵抗測定を実施。絶縁抵

抗測定結果に基づき、必要に

より取替えを実施する。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくととも

に、絶縁抵抗測定結果に基づき必要に

より取替えを実施していく。 

制御棒駆動装

置用電源設備 
・原子炉トリップ遮断器盤 

ばね蓄勢用モータ（低

圧モータ） 

使用温度に比べて十分余裕のある絶縁種を使用

していることから、絶縁低下の可能性は小さい

と考えるが、絶縁低下が生じる可能性は否定で

きない。 

絶縁抵抗測定を実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していく。 

大容量空冷式

発電機 
・大容量空冷式発電機 

固定子巻線、主回路端

子、主回路端子ケーブ

ル 

運転回数は年間数回であるが、長期間の運転を

想定すると絶縁低下の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実

施。点検結果に基づき、必要に

より洗浄、乾燥、絶縁補修処理

もしくは取替えを実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定、絶縁診断で

検知可能であり、点検手法として適

切。 

絶縁抵抗測定、絶縁診断を実施してい

くとともに、点検結果に基づき、必要

により洗浄、乾燥、絶縁補修処理もし

くは取替えを実施していく。 

回転子巻線、励磁機固

定子巻線、励磁機回転

子巻線、固定子コイ

ル、口出線 

運転回数は年間数回であるが、長期間の運転を

想定すると絶縁低下の可能性は否定できない。 

絶縁抵抗測定を実施。点検結

果に基づき、必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もし

くは取替えを実施。 

絶縁低下の可能性は否定できないが、

絶縁低下は絶縁抵抗測定で検知可能で

あり、点検手法として適切。 

絶縁抵抗測定を実施していくととも

に、点検結果に基づき、必要により洗

浄、乾燥、絶縁補修処理もしくは取替

えを実施していく。 
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６．まとめ 

6.1 審査ガイド適合性 

「２．基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、全ての要求

事項を満足していることを確認した。絶縁低下についての要求事項との対比を表 6.1

に示す。 

 

表 6.1 (1/4) 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準、ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

の運転の期間の延

長の審査基準 

 

２．実用炉規則第１１３条第２項第２

号に掲げる原子炉その他の設備の劣

化の状況に関する技術的な評価の結

果、延長しようとする期間におい

て、同評価の対象となる機器・構造

物が下表に掲げる要求事項（以下

「要求事項」という。）に適合する

こと、又は同評価の結果、要求事項

に適合しない場合には同項第３号に

掲げる延長しようとする期間におけ

る原子炉その他の設備に係る施設管

理方針の実施を考慮した上で、延長

しようとする期間において、要求事

項に適合すること。 

 

○点検検査結果による健全性評価の結

果、評価対象の電気・計装設備に有

意な絶縁低下が生じないこと。 

 

4.1.1、4.2.1及び５．に示す通り、健

全性評価結果に応じ絶縁抵抗測定等の

現状保全を継続することで、延長しよ

うとする期間において、評価対象の電

気・計装設備に有意な絶縁低下が生じ

ないことを確認した。 

○環境認定試験による健全性評価の結

果、設計基準事故環境下で機能が要

求される電気・計装設備及び重大事

故等環境下で機能が要求される電

気・計装設備に有意な絶縁低下が生

じないこと。 

 

4.1.1、4.2.1及び５．に示す通り、設

計基準事故環境下で機能が要求される

電気・計装設備及び重大事故等環境下

で機能が要求される電気・計装設備に

ついては、IEEE Std.323やACAガイド等

に準じた環境認定試験による健全性評

価を考慮した上で、延長しようとする

期間において、有意な絶縁低下が生じ

ないことを確認した。 
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表 6.1 (2/4) 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準、ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

の運転期間延長認

可申請に係る運用

ガイド 

 

３．２（１）「延長しようとする期間

における運転に伴い生ずる原子炉そ

の他の設備の劣化の状況に関する技

術的な評価」（以下「劣化状況評

価」という。）の記載内容について

評価の対象とする機器・構造物及び

評価手法は、実用炉規則第８２条第

２項に規定する運転開始後４０年を

迎える発電用原子炉に係る発電用原

子炉施設についての経年劣化に関す

る技術的な評価におけるものと同様

とする。特に運転期間延長認可申請

に伴うものとして評価を行い、その

結果の記載が求められる事項は次の

とおり。 

④実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則（平成

２５年原子力規制委員会規則第６

号。以下「技術基準規則」とい

う。）（運転開始以後４０年を経

過する日において適用されている

ものに限る。）に定める基準に照

らした評価。 

 

4.1.1、4.2.1及び５．に示す通り、健

全性評価結果に応じ絶縁抵抗測定等の

現状保全を継続することで、延長しよ

うとする期間において、評価対象の電

気・計装設備に有意な絶縁低下が生じ

ないことを確認した。 

また、4.1.1、4.2.1及び５．に示す通

り、設計基準事故環境下で機能が要求

される電気・計装設備及び重大事故等

環境下で機能が要求される電気・計装

設備については、IEEE Std.323やACAガ

イド等に準じた環境認定試験による健

全性評価を考慮した上で、延長しよう

とする期間において、有意な絶縁低下

が生じないことを確認した。 

 

３．３（１）「延長しようとする期間

における原子炉その他の設備に係る

施設管理方針」（以下「施設管理方

針」という。）の策定に係る手法

は、実用炉規則第８２条第２項に規

定する運転開始後４０年を迎える発

電用原子炉に係る発電用原子炉施設

についての施設管理に関する方針の

策定と同様とする。特に運転期間延

長認可申請に伴い策定するものとし

て記載が求められる事項は次のとお

り。 

①上記３．２の劣化状況評価を踏まえ

た施設管理方針。 

 

「高経年化への対応」に示すとおり、

現状保全項目に高経年化への観点から

追加すべきものはなく、施設管理方針

として策定する事項はなかった。 
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表 6.1 (3/4) 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準、ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

施設における高経

年化対策審査ガイ

ド 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・

着眼点 

（１）高経年化技術評価の審査 

 

⑫健全性の評価 

実施ガイド３．１⑤に規定する期

間の満了日までの期間について、高

経年化対策上着目すべき経年劣化事

象の発生又は進展に係る健全性を評

価していることを審査する。 

 

4.1.1、4.2.1及び５．の「健全性評価」

に示すとおり、各電気・計装品に応じた

健全性評価を実施した。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策

の妥当性が評価されていることを審

査する。 

4.1.2、4.1.3、4.2.2、4.2.3及び５．の

「現状保全」及び「総合評価」に示すと

おり、現状の保全策が妥当であることを

確認した。 

 

⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から、現状保

全に追加する必要のある新たな保全

策が抽出されていることを審査す

る。 

 

4.1.4、4.2.4及び５．の「高経年化への

対応」に示すとおり、現状保全項目に高

経年化対策の観点から追加すべきもの

はないと判断した。 

（２）長期施設管理方針の審査 

①長期施設管理方針の策定 

すべての追加保全策について長期

保守管理方針として策定されている

かを審査する。 
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表 6.1 (4/4) 電気・計装品の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準、ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

施設における高経

年化対策実施ガイ

ド 

３.１ 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、

以下の要求事項を満たすこと。 

 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

について、以下に規定する期間の満了日までの期間

について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、

必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以

下「追加保全策」という。）を抽出すること。 

 

ロ 実用炉規則第８２条第２項又は第３項の規定に基

づく高経年化技術評価 プラントの運転を開始した

日から４０年間に同条第２項又は第３項に規定する

延長する期間を加えた期間 

 4.1.4、4.2.4及び５．

の「高経年化への対

応」に示すとおり、現

状保全項目に高経年

化対策の観点から追

加すべきものはない

と判断した。 

３.２ 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以

下の要求事項を満たすこと。 

 

①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全

策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提

として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持され

ることを前提として抽出されたものの全て。）につい

て、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項

目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策

定すること。 

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保

全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行う

ことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停

止状態が維持されることを前提とした評価から抽出

されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機

器・構造物の部位が重複するものについては、双方

の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針

を策定すること。 

 

 

6.2 長期施設管理方針として策定する事項 

電気・計装品の絶縁低下に関する評価について、施設管理に関する方針は抽出さ

れなかった。  
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７．添付資料 

1)  設計基準事故及び重大事故等時に環境が著しく悪化する電気・計装品の環境条件に

ついて 

2)  原子炉格納容器内の難燃ＰＨケーブルの環境条件について 

3)  難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間について 

4)  難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故）の包絡性に

ついて 

5)  難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間について 

6)  難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）の包絡性に

ついて 

7)  原子炉格納容器内のピッグテイル型電線貫通部の環境条件について 

8)  ピッグテイル型電線貫通部のポッティング材の長期健全性試験における評価期間に

ついて 

9)  ピッグテイル型電線貫通部のポッティング材の長期健全性試験条件の事故時条件の

包絡性について 

10) ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験（設計基準事故）におけ

る評価期間について 

11) ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験条件（設計基準事故）の

事故時条件の包絡性について 

12) ピッグテイル型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性試験（設

計基準事故）における評価期間について 

13) ピッグテイル型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性試験条件

（設計基準事故）の事故時条件の包絡性について 

14) ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験条件（重大事故等時）の

事故時条件の包絡性について 

15) 外部リード－１－１（ＡＣＡ評価）の通常運転相当の試験条件について 

 

  



- 48 - 

 

タイトル 設計基準事故及び重大事故等時に環境が著しく悪化する電気・計装品の環
境条件について 

概 要 
設計基準事故及び重大事故等時に環境が著しく悪化する電気・計装品の

評価期間を算定するために用いた環境条件の設定方法について、以下に示

す。 

 
説 明 

 

環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のある電気・計装品の

評価期間を算定するために用いる環境条件は、ループ室や加圧器上部など

の区画で大別し、電気・計装品が設置されている箇所で温度、線量が高い

と考えられる箇所を測定した結果の 大値に余裕を加えた値にて設定して

いる（添付-1)-2～10参照）。 

 

原子力安全・保安院指示文書「原子炉格納容器内の安全機能を有するケー

ブルの布設環境等の調査実施について（平成 19･07･30 原院第 5 号 平成 19

年 10 月 30 日 NISA-167b-07-1）」に基づき実施した原子炉格納容器内のケ

ーブル布設環境（温度・放射線線量率）の調査結果及び川内１号炉の調査結

果も踏まえて設定している。 

 

 

 

  

添付-1)-1 

















- 56 - 

事故時環境が著しく悪化するエリアの環境調査結果と評価書上の設定値(1/2） 

No. エリア 測定箇所 
温度 

(℃) 

線量率 

(mGy/h) 
評価書の使用条件 

1 

CV 

ループ

室 

CV A ループ① 36.7 154.8 

気密端子箱、 

直ジョイント、 

低圧ケーブル他： 

45℃、350mGy/h 

（No.1～3、6～18

を包絡した条件） 

 

弁電動装置： 

45℃、150mGy/h 

（No.6、7、12、

17 を包絡した条

件） 

 

１次冷却材温度： 

55℃、400mGy/h 

（No.4、5 を包絡

した条件） 

2 CV A ループ② 30.6 89.5 

3 CV A ループ③ 30.0 31.0 

4 CV A ループ④ 53.4 206.7 

5 CV A ループ⑤ 40.7 138.6 

6 CV A ループ⑥ 30.6 14.2 

7 CV A ループ⑦ 31.6 85.7 

8 CV A ループ⑧ 35.0 145.4 

9 CV B ループ① 30.9 100.6 

10 CV B ループ② 32.2 95.4 

11 CV B ループ③ 30.4 34.0 

12 CV B ループ④ 30.9 37.6 

13 CV B ループ⑤ 29.6 25.3 

14 CV C ループ① 33.4 186.3 

15 CV C ループ② 30.3 69.8 

16 CV C ループ③ 30.7 41.1 

17 CV C ループ④ 29.7 46.0 

18 CV C ループ⑤ 35.0 54.9 

19 加圧器 

上部 

CV 加圧器上部① 41.4 1 未満 
50℃、5mGy/h 

20 CV 加圧器上部② 42.3 1 未満 

21 

加圧器 

下部 

CV 加圧器下部① 37.2 1 未満 

45℃、5mGy/h 22 CV 加圧器下部② 40.3 1 未満 

23 CV 加圧器下部③ 37.8 1.2 

24 

原子炉

容器 

上部 

CV 原子炉容器上部① 45.3 1 未満 

50℃、15mGy/h 

25 CV 原子炉容器上部② 42.6 1 未満 

26 CV 原子炉容器上部③ 44.1 1 未満 

27 CV 原子炉容器上部④ 42.8 1.8 

28 CV 原子炉容器上部⑤ 46.9 2.4 

 

  

添付-1)-9 
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事故時環境が著しく悪化するエリアの環境調査結果と評価書上の設定値(2/2） 

No. エリア 測定箇所 
温度 

(℃) 

線量率 

(mGy/h) 
評価書の使用条件 

29 

CV 通路部 

CV 通路部① 30.6 1 未満 

伝送器： 

45℃、1mGy/h 

（No.29～36、40

を包絡した条件） 

 

ケーブルトレイ

（低圧電力）： 

42℃、5mGy/h 

（No.39 を包絡し

た条件） 

 

その他： 

45℃、5mGy/h 

（No.29～38 を包

絡した条件） 

30 CV 通路部② 28.6 1 未満 

31 CV 通路部③ 30.8 1 未満 

32 CV 通路部④ 36.2 1 未満 

33 CV 通路部⑤ 34.5 1 未満 

34 CV 通路部⑥ 36.2 1 未満 

35 CV 通路部⑦ 40.1 1 未満 

36 CV 通路部⑧ 40.2 1 未満 

37 CV 通路部⑨ 28.9 1 未満 

38 CV 通路部⑩ 32.7 1 未満 

39 CV 通路部⑪ 41.5 1 未満 

40 CV 通路部⑫ 38.1 1 未満 

41 

CV 

通路部 

（電気ペネ

端子箱） 

CV 通路部⑬ 31.8 1 未満 

40℃、5mGy/h 

42 CV 通路部⑭ 34.2 1 未満 

43 CV 通路部⑮ 31.6 1 未満 

44 CV 通路部⑯ 39.3 1 未満 

45 CV 通路部⑰ 34.2 1 未満 

46 

MS 室 

主蒸気管室① 37.2 ― 

45℃ 47 主蒸気管室② 37.7 ― 

48 主蒸気管室③ 34.6 ― 

49 

FHB 

温度／水位近傍① 24.5 1 未満 

30℃、0.55mGy/h※ 
50 温度／水位近傍② 24.0 1 未満 

51 監視カメラ近傍① 24.6 1 未満 

52 監視カメラ近傍② 24.9 1 未満 

※：社内基準に基づき測定した CV 外の管理区域うち機器が設置される高線量エリアの線

量当量率を採用 

 

 

 

  

添付-1)-10 
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タイトル 原子炉格納容器内の難燃ＰＨケーブルの環境条件について 

概 要 
難燃ＰＨケーブルの評価期間を算定するために用いた環境条件の設定方

法について、以下に示す。 

 
説 明 

 

川内２号炉の原子炉格納容器内の難燃ＰＨケーブルは、添付-1)で示した

以下のエリアに設置されており、それぞれのエリアの環境条件で評価を実

施している。 

 

布設区分 温度[℃] 線量率[Gy/h] 

ループ室 45 0.35 

加圧器上部 50 0.005 

通路部（その他） 45 0.005 

通路部（ケーブルトレイ） 60*1 0.005 

主蒸気管室 45 － 

*1：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約 42℃）に通電に

よる温度上昇と余裕を加えた温度として設定した。 

 

難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験（設計基準事故、重大事故等）の評価

期間の算定に当たり、通常運転相当の温度及び放射線条件は、布設エリアで

も厳しい 60℃（通路部（ケーブルトレイ））及び 0.35Gy/h（ループ室）を

用いている。なお、ＡＣＡガイドに基づく長期健全性評価の評価期間の算定

に当たり、通常運転相当の温度及び放射線は、各布設エリアの環境条件を算

定に用いている。 

 

 

  

添付-2) 
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タイトル 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間につ
いて 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 難燃ＰＨケーブルの 60 年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条件

は、ケーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により算出

している。 

長期健全性試験による評価においては、添付-2)で整理した各環境条件を

包絡する温度として、60℃で評価する。 

実機使用条件（60℃-60 年）を、長期健全性試験条件（140℃－9日）との

比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 9 日として換算し

た結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

117 9 60 60 

活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=117℃)は、長期健全性試験条件の

温度（140℃）に包絡される。 

 

 

 

  

添付-3) 
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タイトル 難燃ＰＨケーブルの長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間につ
いて 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
難燃ＰＨケーブルの 60 年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条件

は、ケーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により算出

している。 

長期健全性試験による評価においては、添付-2)で整理した各環境条件を

包絡する温度として、60℃で評価する。 

実機使用条件（60℃-60 年）を、長期健全性試験条件（140℃－9日）との

比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 9 日として換算し

た結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

117 9 60 60 

活性化エネルギー：  [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度（T2=117℃）は、長期健全性試験条件の

温度（140℃）に包絡される。 

 

 

 

  

添付-5) 
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タイトル 原子炉格納容器内のピッグテイル型電線貫通部の環境条件について 

概 要 
ピッグテイル型電線貫通部の評価期間を算定するために用いた環境条件

の根拠について、以下に示す。 

 
説 明 

 
川内２号炉の電気ペネトレーションは、添付-1)で示したエリア（通路部

（電気ペネ端子箱））の環境条件（40℃、5mGy/h）で評価を実施している。 

 

ピッグテイル型電線貫通部の各部位の環境条件は、上記の使用条件の温

度 40℃に、ケーブルの通電による温度上昇も考慮した温度としている。 

・ポッティング材：45℃ 

・外部リード：47℃（温度上昇を考慮）、40℃（温度上昇の考慮不要） 

 

 

 

  

添付-7) 
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タイトル ピッグテイル型電線貫通部のポッティング材の長期健全性試験における評
価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
ピッグテイル型電線貫通部の60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣

化条件は、ポッティング材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則によ

り算出している。 

ピッグテイル型電線貫通部のポッティング材の実機使用条件（45℃-60

年）を、長期健全性試験条件（125℃－10 日）との比較を容易にするため、

加速時間(L2)を試験条件と同じ日数として換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2［日］ T1[℃] L1[年] 

93 10 45 60 

活性化エネルギー：   [kcal/mol] （メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=93℃)は、長期健全性試験条件の温

度（125℃）に包絡される。 

 

 

 

  

添付-8) 
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タイトル ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験（設計基準事故）
における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

１）外部リード－１－１ 
ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの60年間の通常運転時の使用

条件に基づく劣化条件は、外部リードの絶縁材の活性化エネルギーを用

いて、アレニウス則により算出している。 

 

ピッグテイル型電線貫通部の外部リード－１－１の実機使用条件

（40℃-60 年）を、長期健全性試験条件（121℃－7日）との比較を容易に

するため、加速時間(L2)を試験条件と同じ日数として換算した結果を以

下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

97 7 40 60 

活性化エネルギー：  [kcal/mol] （メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=97℃)は、長期健全性試験条件の温

度（121℃）に包絡される。 

 

 

２）外部リード－２ 
ピッグテイル型電線貫通部の外部リード－２の実機使用条件（47℃-60

年）を、長期健全性試験条件（125℃－10 日）との比較を容易にするため、

加速時間(L2)を試験条件と同じ日数として換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2［日］ T1[℃] L1[年] 

98 10 47 60 

活性化エネルギー：   [kcal/mol] （メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=98℃)は、長期健全性試験条件の温

度（125℃）に包絡される。 
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説 明 

３）外部リード－３ 
ピッグテイル型電線貫通部の外部リード－３の実機使用条件（47℃-60

年）を、長期健全性試験条件（140℃－9日）との比較を容易にするため、

加速時間(L2)を試験条件と同じ日数として換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

99 9 47 60 

 活性化エネルギー：  [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=99℃)は、長期健全性試験条件の

温度（140℃）に包絡される。 
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タイトル ピッグテイル型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性
試験（設計基準事故）における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの60年間の通常運転時の使用条

件に基づく劣化条件は、外部リードの絶縁材の活性化エネルギーを用いて、

アレニウス則により算出している。 

 

１）外部リード－１－１ 

ピッグテイル型電線貫通部の外部リード－１－１の試験条件（サンプ

リングケーブル（47℃－21.3 年））を用いて（175℃－109 日）を実機使用

条件（40℃）で換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2 T1[℃] L1[年] 

47 21.3 年 40 30 

175 109 日 40 52 

活性化エネルギー： [kcal/mol] 

（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

試験条件及び実機布設環境条件を換算した結果は 30+52＝82 年となる。 

 

２）外部リード－２ 

ピッグテイル型電線貫通部の外部リード－２の試験条件（サンプリン

グケーブル（50℃－20.5 年））を用いて（120℃－103 日）を実機使用条件

（47℃）で換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2 T1[℃] L1[年] 

50 20.5 年 47 25 

120 103 日 47 35 

活性化エネルギー： [kcal/mol] 

（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

試験条件及び実機布設環境条件を換算した結果は 25+35＝60 年となる。 
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タイトル ピッグテイル型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験（重大事故等時）
の事故時条件の包絡性について 

概 要 
試験条件の事故時条件が、実機に想定される重大事故等時条件を包絡し

ていることを以下に示す。 

 
説 明 

１）外部リード－１－１ 

外部リード－１－１の事故時雰囲気暴露の試験条件は添付-11)-1 を参

照のこと。以下に示すように、外部リード－１－１の事故時雰囲気暴露の

試験条件は、実機の重大事故等時条件を包絡している。なお、重大事故等

時の安全解析結果（事故後 7日間までの解析を実施）は添付-6)-2 を参照

のこと。 
 

外部リード－１－１：シリコーンゴム（重大事故等時） 

 条件（温度－時間） 75℃換算*2 合計 

事故時
雰囲気
暴露 
試験 

   95,113 時間 

362,679 時間 
（15,112 日）   37,502 時間 

  230,064 時間 

重大事
故等時*3 

    1 時間 

346,624 時間 
(14,443 日） 

    4 時間 

   36 時間 

   980 時間 

   4,894 時間 

   5,119 時間 

   7,341 時間 

   10,239 時間 

   12,785 時間 

   14,274 時間 

  43,803 時間 

   32,116 時間 

   22,373 時間 

  31,472 時間 

  25,597 時間 

   20,600 時間 

   18,410 時間 

  20,098 時間 

  19,573 時間 

  23,284 時間 

  22,060 時間 

  11,565 時間 

*1：活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

*2：格納容器過温破損の包絡条件 
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説 明 

３）外部リード－３ 

外部リード－３の事故時雰囲気暴露の試験条件は添付-11)-3 を参照の

こと。以下に示すように、外部リード－３の事故時雰囲気暴露の試験条件

は、実機の重大事故等時条件を包絡している。なお、重大事故等時の安全

解析結果（事故後 7日間までの解析を実施）は添付-6)-2 を参照のこと。 
 

外部リード－３：難燃ＥＰゴム（重大事故等時） 

 条件（温度－時間） 75℃換算*2 合計 

事故時
雰囲気
暴露 
試験 

 61,808 時間 

275,797 時間 
（11,492 日）  27,569 時間 

 186,420 時間 

重大事
故等時*2 

    1 時間 

269,329 時間 
（11,222 日） 

    4 時間 

   32 時間 

   820 時間 

   3,935 時間 

   3,966 時間 

   5,903 時間 

   7,933 時間 

   9,834 時間 

   10,940 時間 

  33,453 時間 

   24,615 時間 

   17,209 時間 

  24,295 時間 

  19,832 時間 

   16,018 時間 

   14,368 時間 

  15,743 時間 

  15,388 時間 

  18,374 時間 

  17,473 時間 

  9,194 時間 

*1：活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

*2：格納容器過温破損の包絡条件 
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タイトル 外部リード－１－１（ＡＣＡ評価）の通常運転相当の試験条件について 

概 要 
外部リード－１－１（ＡＣＡ評価）のうち、通常運転相当の試験条件が「原
子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」（ＡＣＡ
ガイド）に準拠していることを以下に示す。 

 
説 明 

 

 外部リード－１－１の通常運転相当の試験条件は、ＡＣＡガイドに準拠

して設定している。 

ＡＣＡガイドの記載内容と、外部リード－１－１の通常運転相当の試験

条件の設定の考え方を次頁以降に示す。 

  

添付-15)-1 
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「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」 

（ACA ガイド）の 6.4 項劣化処理の記載内容 
外部リード－１－１の試験条件 

 劣化処理では、供試ケーブルに設定した検証寿命相当の経年劣化を付与する。劣化

処理は、熱と放射線による加速同時劣化によって供試ケーブルに付与し、その試験条

件は、想定する通常運転条件と検証寿命に基づき、時間依存データの重ね合わせ手

法、等価損傷線量データの重ね合わせ手法又は等加速倍率手法によって設定する。た

だし、絶縁体がシリコーンゴムの場合は、等価損傷線量データの重ね合わせ手法又は

等加速倍率手法によって試験条件を設定する。また、絶縁体が架橋ポリエチレン、難

燃架橋ポリエチレン、エチレンプロピレンゴム、難燃エチレンプロピレンゴム、シリ

コーンゴム、特殊耐熱ビニルの場合は、等価損傷線量データの重ね合わせ手法の簡易

手法によって試験条件を設定することができる。（解説-13） 

 

（解説-13）劣化処理における試験条件の設定方法 

（前略） 

なお、通常運転時の劣化が有意ではないことが示される場合には、劣化処理を省略す

ることができる。例えば、通常運転時の放射線による劣化が有意ではないことが示さ

れる場合には、熱劣化試験のみとすることができる。この場合、熱劣化試験の試験条

件の設定は、アレニウス法又はその他の妥当性が確認された方法による。 

外部リードの設置環境は線量率が低く、熱による劣化が支

配的であることから、熱劣化のみを実施している。 

（「実機環境の線量率が低く、熱による劣化が支配的な領

域｣であることの根拠は添付-15)-4 に示す」） 

試験条件は、アレニウス法により設定している。 

添付-15)-2 
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「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」 

（ACA ガイド）の 6.4 項劣化処理の記載内容 
外部リード－１－１の試験条件 

劣化処理における試験条件の温度と照射線量率の上限は、それらを組み合わせた条

件で絶縁体内部まで劣化が進行することが確認された値とする。（解説-14） 

 

（解説-14）劣化処理における試験条件の温度と線量率の上限 

架橋ポリエチレン、難燃架橋ポリエチレン、エチレンプロピレンゴム、難燃エチレン

プロピレンゴム、シリコーンゴム、特殊耐熱ビニルについて、熱劣化のみで絶縁体内

部まで劣化が進行することが確認された値として、120℃（シリコーンゴムのみ

175℃）が、また、熱と放射線を組み合わせた劣化条件で絶縁体内部まで劣化が進行

することが確認された値として、100℃-100Gy/h が、「原子力プラントのケーブル健

全性評価技術調査研究 終報告書」（JNES-SS-0903）に示されている。（後略） 

絶縁体材料がシリコーンゴムであることから、試験温度は

175℃とした。 

劣化処理において試験条件を設定する際に用いる活性化エネルギーは、当該ケーブ

ルの絶縁体の熱劣化試験によって算出されたものとするが、その活性化エネルギー

を熱劣化試験温度以下に外挿することはできず、実機にケーブルが布設されている

区域の通常運転温度領域の活性化エネルギーも考慮して試験条件を設定する。なお、

熱劣化試験温度以下の実機温度領域の活性化エネルギーを算定できない場合には、

41.9kJ/mol（シリコーンゴム絶縁体）、62.8kJ/mol（シリコーンゴム以外の絶縁体）

を用いることができる。（解説-15） 

 

外部リード－１－１の熱劣化試験によって算出された活

性化エネルギーは、 kcal/mol である。熱劣化試験は

135℃以上で実施しているが、ACA ガイドの記載事項に、

熱劣化試験によって算出された活性化エネルギーを熱劣

化試験温度以下に外挿することはできないとあることか

ら、135℃未満の活性化エネルギーは ACA ガイド記載の

10kcal/mol（≒41.9kJ/mol）とした。 

以上より、試験条件は、 kcal/mol（135℃以上）、

10kcal/mol（135℃未満）により設定した。 

添付-15)-3 
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別紙１．電気ペネトレーション（三重同軸型電線貫通部）の評価について 

1．健全性評価 

三重同軸型電線貫通部のポッティング材の気密性低下による絶縁低下については、実

機同等品を用い、IEEE Std.323-1974 に準拠した長期健全性試験を実施しており、この結

果に基づき健全性評価を行う。 

また、外部リードの絶縁低下については、電気学会推奨案又はＡＣＡガイドに従って実

機同等品による長期健全性試験を実施しており、これらの組み合わせで健全性評価を行

った。 

 

1.1 三重同軸型電線貫通部の健全性評価 

a. 評価手順 

川内２号炉の三重同軸型電線貫通部については、IEEE Std.323-1974に準拠して

実施した実機同等品の長期健全性試験により健全性評価を行った。 

図1.1に長期健全性試験手順を示す。 

 

供試体 

 

 

加速熱劣化 通常運転期間相当の加速熱劣化（表 1.1 参照） 

 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

通常運転期間及び設計基準事故時の放射線照射 
（表 1.1 参照） 

 

加振試験 地震時を模擬（表 1.1 参照） 

 

事故時 

雰囲気暴露 
放射線を除く事故時雰囲気暴露（表1.1参照） 

 

判定 

 

 

図1.1 三重同軸型電線貫通部の長期健全性試験の手順 
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b. 試験条件 

表1.1及び表1.2に長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川内２号炉の６０年

間の運転及び設計基準事故、並びに６０年間の運転及び重大事故等時を想定した熱

及び放射線による劣化条件を包絡している。 

 

表 1.1 三重同軸型電線貫通部 長期健全性試験の条件（設計基準事故） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 条件：105℃－7日間 

試験条件は、原子炉格納容器内の通常雰囲

気温度（約40℃）【別紙１．添付-1)参照】

で60年間の運転期間に相当する条件（88℃

－7日間）を包絡している。【別紙１．添付

-2)参照】 

放射線照射 

平常時における集積線量と事

故時の放射線量を照射した。 

条件：  500kGy（平常時） 

   ＋1,500kGy（事故時） 

    （10kGy／h 以下） 

川内２号炉の 60 年間の運転に予想される集

積線量(*)に設計基準事故時線量（602kGy）

を加えた線量を包絡している。 

加振試験 

実機プラントにＳ1 地震動を想

定して求めた最大加速度 1.8G

で加振した。 

川内２号炉に想定される最大加速度（0.46G）

を包絡している。 

事故時 

雰囲気暴露 

最高温度：190℃ 

最高圧力：0.414MPa[gage] 

時間：～15 日間 

川内２号炉の設計基準事故時の最高温度（約

127℃）、最高圧力（約 0.245MPa[gage]）を包

絡している。【別紙１．添付-3)参照】 

*：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

［出典（試験条件）：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する 

研究(Step-3)」1983年度］ 
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表 1.2 三重同軸型電線貫通部 長期健全性試験の条件（重大事故等） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 条件：105℃－7日間 

試験条件は、原子炉格納容器内の実測値平

均温度*1（40℃）【別紙１．添付-1)参照】

で60年間の運転に相当する条件（88℃－7日

間）を包絡している。【別紙１．添付-2) 

参照】 

放射線照射 

平常時における集積線量と事

故時の放射線量を照射した。 

条件：  500kGy（平常時） 

   ＋1,500kGy（事故時） 

    （10kGy／h 以下） 

川内２号炉の 60 年間の運転に予想される集

積線量(*)に重大事故当時線量（500kGy）を

加えた線量を包絡している。 

加振試験 

実機プラントにＳ1 地震動を想

定して求めた最大加速度 1.8G

で加振した。 

川内２号炉に想定される最大加速度（0.46G）

を包絡している。 

事故時 

雰囲気暴露 

最高温度：190℃ 

最高圧力：0.414MPa[gage] 

時間：～15 日間 

川内２号炉の重大事故等時の最大温度（約

138℃）、最大圧力（約 0.350MPa[gage]）を包

絡している。【別紙１．添付-3)参照】 

*：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

［出典（試験条件）：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する 

研究(Step-3)」1983年度］ 

 

c. 評価結果 

表1.3に三重同軸型電線貫通部の長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を満足

している。 

表1.3 三重同軸型電線貫通部 長期健全性試験結果 

 試験後 判定基準 判定 

絶縁抵抗 1.1×1012Ω 1.0×1011Ω以上 良 

［出典（試験条件）：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する 

研究(Step-3)」1983年度］ 
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1.2 外部リードの健全性評価 

1.2.1 外部リードの電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リードは、電気学会推奨案に基

づく実機同等品による長期健全性試験により評価した。図1.2に外部リードの長

期健全性試験の手順を示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.4 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.4 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表1.4参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表1.4参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.5参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.2 外部リードの長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

表1.4に外部リードの長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川内２号炉の６

０年間の運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化条件を包絡

している。 

 

表 1.4 外部リードの長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙１．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

１．添付-4）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙１．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
91℃－7日 

（＝40℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*2 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

表1.5に外部リードの長期健全性試験結果を示す。結果は判定基準を満足して

いる。 

 

表1.5 外部リードの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：13.2mm 

マンドレル径：供試体外径の約40倍 

絶縁厚さ  ：2.9mm 

課電電圧  ：9.5kV／5 分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」

1983年度］ 

 

  



-1-6- 

1.2.2 外部リードのＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法人

原子力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経

年劣化評価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられている。

このため、設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある外部リードについては、Ａ

ＣＡガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

図1.3に外部リードのＡＣＡガイドに基づく長期健全性試験の手順を示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 1.6 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表 1.6 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 1.6 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 1.7 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図1.3 外部リードのＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

  

供試ケーブル 
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b. 試験条件 

外部リードのＡＣＡ試験条件を表1.6に示す。試験条件は、川内２号炉の60年間

の運転及び設計基準事故を想定した熱及び放射線による劣化条件を包絡してい

る。 

表1.6 外部リードのＡＣＡ試験条件 

 試験条件*1 

60 年間の通常運転時の使用条件【別
紙１．添付-1）参照】に基づく劣化
条件【別紙１．添付-4）参照】又は
設計基準事故時の環境条件【別紙

１．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 

放射線 

49℃－18.9年 
（＝40℃－39年） 
110℃－326日 

（＝40℃－87 年） 

40℃－60 年*2 

放射線 

（集積線量） 
－ 2.7kGy*3 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 最高圧力：0.41MPa[gage] 最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：実機環境の線量率が低く、熱による劣化が支配的な領域のため、熱加速劣化のみとし

た。また、49.7℃-2.2mGy/hの布設環境で18.9年間使用したケーブルを供試体とし、

追加で劣化させた条件を示す 

*2：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*3：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

外部リードのＡＣＡ試験結果を表1.7に示す。結果は判定基準を満足している。 

 

表1.7 外部リードのＡＣＡ試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 

課電電圧： 

C-1S 間  AC10kV／1 分間 

1S-2S 間 AC2.0kV／1 分間 

良 

［出典：電力共同研究「ケーブル加速劣化試験データの整備に関する研究 

   （ＡＣＡ評価ケーブル以外）2014年度」］ 
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1.2.3 外部リードの電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある外部リードについては、重大事故等時

雰囲気内での健全性をあわせて評価した。外部リードの試験手順を図1.4に示す。 

 

  供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.8 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.8 参照） 

 

放射線照射 重大事故等時相当の放射線照射（表1.8参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 

放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露 

（表1.8参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.9参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.4 外部リードの長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

外部リードの長期健全性試験条件を表1.8に示す。試験条件は、川内２号炉の60

年間の運転及び重大事故等時を想定した熱及び放射線による劣化条件を包絡し

ている。 

 

表 1.8 外部リードの長期健全性試験条件（重大事故等） 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙１．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

１．添付-4）参照】又は重大事故等時の環

境条件【別紙１．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
91℃－7日 

（＝40℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*2 

重大事故

等相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：電気ペネトレーション設置エリアの周囲温度（約40℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

外部リードの長期健全性試験結果を表1.9に示す。結果は判定基準を満足して

いる。 

 

表1.9 外部リードの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：13.2mm 

マンドレル径：供試体外径の約40倍 

絶縁厚さ  ：2.9mm 

課電電圧  ：9.5kV／5 分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気・計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」

1983年度］ 
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2．現状保全 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下に対しては、定

期的に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認している。 

 

3．総合評価 

健全性評価結果から判断して、ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部

リードの絶縁低下により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下は、絶縁抵抗

測定で検知可能であり、点検手法として適切である。 

 

4．高経年化への対応 

ポッティング材の気密性低下による絶縁低下及び外部リードの絶縁低下については、現

状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断する。 
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5．添付資料 

1) 三重同軸型電線貫通部の環境条件について 

2) 三重同軸型電線貫通部の長期健全性試験における評価期間について 

3) 三重同軸型電線貫通部の長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について 

4) 三重同軸型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験（設計基準事故）における評

価期間について 

5) 三重同軸型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準

事故）の包絡性について 

6) 三重同軸型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性試験（設計基

準事故）における評価期間について 

7) 三重同軸型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性試験条件の事

故時条件（設計基準事故）の包絡性について 

8) 三重同軸型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故

等時）の包絡性について 
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タイトル 三重同軸型電線貫通部の環境条件について 

概 要 
三重同軸型電線貫通部の評価期間を算定するために用いた環境条件の根

拠について、以下に示す。 

 
説 明 

 
川内２号炉の電気ペネトレーションは、添付-1)で示した通路部（電気ペ

ネ端子箱）の設置区分の環境条件（40℃、5mGy/h）でポッティング材及び外

部リードの評価を実施し、評価結果に応じた保全を実施している。 

 

 

 

 

  

別紙１．添付-1) 
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タイトル 三重同軸型電線貫通部の長期健全性試験における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
三重同軸型電線貫通部の60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条

件は、ポッティング材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により算

出している。 

三重同軸型電線貫通部の実機使用条件（40℃-60 年）を、長期健全性試験

条件（105℃－7 日）との比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件

と同じ日数として換算した結果を以下に示す。 

 

部位 T2[℃] L2［日］ T1[℃] L1[年] 

ポッティング材 88 7 40 60 

活性化エネルギー：   [kcal/mol] （メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=88℃)は、長期健全性試験条件の温度

（105℃）に包絡される。 
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タイトル 三重同軸型電線貫通部の外部リードの長期健全性試験（設計基準事故）にお
ける評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
三重同軸型電線貫通部の60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条

件は、外部リードの絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則によ

り算出している。 

三重同軸型電線貫通部の外部リードの実機使用条件（40℃-60 年）を、長

期健全性試験条件（121℃－7日）との比較を容易にするため、加速時間(L2)

を試験条件と同じ 7日として換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

91 7 日 40 60 

活性化エネルギー：    [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=91℃)は、長期健全性試験条件の温

度（121℃）に包絡される。 
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タイトル 三重同軸型電線貫通部の外部リードのＡＣＡガイドによる長期健全性試験
（設計基準事故）における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
三重同軸型電線貫通部の外部リードの60年間の通常運転時の使用条件に

基づく劣化条件は、外部リードの絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレ

ニウス則により算出している。 

三重同軸型電線貫通部の外部リードの試験条件（サンプリングケーブル

（49.7℃－18.9 年））を用いて（110℃－326 日）を実機使用条件（40℃）で

換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2 T1[℃] L1[年] 

49.7 18.9 年 40 39 

110 326 日 40 87 

活性化エネルギー：  [kcal/mol] 

（メーカデータ）での換算値 

（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

試験条件及び実機布設環境条件を換算した結果は 39+87＝126 年となる。 
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-2-1- 

別紙２．弁電動装置の評価について 

1．健全性評価 

a. 評価手順 

原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置については、絶縁物の温度、

放射線、機械的及び設計基準事故時雰囲気による劣化を考慮した評価を、実機同等品に

よる長期健全性試験【別紙２．添付-3)参照】において、判定基準を除き、IEEE Std.382-

1996の規格に準じて実施しており、この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

図1.1に長期健全性試験手順を示す。 

 

         供試体 

 

 

 

加速熱劣化 60年相当の加速熱劣化（表1.1参照） 

 

圧力劣化 圧力による劣化（表1.1参照） 

 

放射線照射（通常時） 

及び 

機械的劣化 

60年相当の放射線照射及び機械的劣化 

（表1.1参照） 

 

振動試験 振動による劣化（表1.1参照） 

 

耐震試験 加震による劣化（表1.1参照） 

 

放射線照射（事故時） 設計基準事故時相当の放射線照射（表1.1参照） 

 

設計基準事故時 

雰囲気暴露 

及び開閉運転 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

及び開閉運転（表 1.1 参照） 

 

 判定 動作確認（表1.3参照） 

 

図1.1 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の 

電動機の長期健全性試験手順 

  

別紙２ 
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また、原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置については、絶縁物の

温度、機械的及び設計基準事故時雰囲気による劣化を考慮した評価を、実機同等品によ

る長期健全性試験【別紙２．添付-8)参照】において、判定基準を除き、IEEE Std.382-

1996の規格に準じて実施しており、この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

図1.2に長期健全性試験手順を示す。 

 

 

供試体 

 

 

 

加速熱劣化 60年相当の加速熱劣化（表1.2参照） 

 

機械的劣化 60年相当の機械的劣化（表1.2参照） 

 

振動試験 振動による劣化（表1.2参照） 

 

耐震試験 加震による劣化（表1.2参照） 

 

設計基準事故時 

 雰囲気暴露 

 及び開閉運転 

設計基準事故時雰囲気暴露 
及び開閉運転（表 1.2 参照） 

 

判定  動作確認（表1.4参照） 

 

図1.2 原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の 

電動機の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

表1.1及び表1.2に長期健全性試験条件を示す。試験条件は、川内２号炉の実機環境に

基づいて６０年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡している。 

 

表 1.1 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の電動機の絶縁低下に関

する長期健全性試験条件*1 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

130℃×475 時間*2 

及び 

115℃×139 時間*3 

川内２号炉の原子炉格納容器内の

環境条件（約 45℃）に余裕をみた

温度(50℃)【別紙２．添付-2)参照】

で、60 年間運転を包絡している。

【別紙２．添付-3)参照】 

圧力劣化 0.45MPa×3 分×23 回 
川内２号炉の 60 年間運転を包絡し

ている。【別紙２．添付-4)参照】 

放射線照射 

（通常時） 

及び 

機械的劣化 

放射線照射量：500kGy 

（10kGy/h 以下） 

川内２号炉の 60 年間の通常時線量 

約 79kGy*4を包絡している。 

機械劣化：3,000 回開閉操作 

川内２号炉の 60 年間の動作回数 

（約 1,400 回）を包絡している。

【別紙２．添付-5)参照】 

振動試験 

加速度：0.75G 

周波数：5～100～5Hz 

時間 ：135分 

IEEE Std.382-1996 に基づく 

耐震試験 

加振波形：正弦波 

加速度：水平方向 6G 

鉛直方向 6G 

「日本電気協会 原子力発電所耐

震設計技術指針追補版（JEAG 

4601-1991）」に基づく 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射量：1,500kGy 

（10kGy/h 以下） 

川内２号炉の設計基準事故時線量 

約 602kGy を包絡している。 

設計基準事故時

雰囲気暴露 

及び 

開閉運転 

温度：最高温度 190℃ 

圧力：最高圧力 0.41MPa 

時間：360 時間 

 

開閉往復運動回数：13 回 

川内２号炉の設計基準事故時の最

高圧力（約 0.245MPa)、最高温度（約

127℃）を包絡している。 

【別紙２．添付-6)参照】 

IEEE Std.382-1996 に基づく 

*1：電磁ブレーキ付き交流モータの電動装置で実施 

*2：モータ単体での加速熱劣化試験条件 

*3：モータ等を組み込んだ弁電動装置一式での加速熱劣化試験条件 

*4：0.15[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝79kGy 
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表 1.2 原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の電動機の絶縁低下に関

する長期健全性試験条件*1 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

110℃×100 時間*2 

及び 

110℃×575 時間*3 

川内２号炉の原子炉格納容器外の

環境条件（約 45℃）で、60 年間運

転を包絡している。【別紙２．添付

-8)参照】 

機械的劣化 機械劣化：3,000 回開閉操作 

川内２号炉の 60 年間の動作回数 

（約 1,500 回）を包絡している。

【別紙２．添付-9)参照】 

振動試験 

加速度：0.75G 

周波数：5～100～5Hz 

時間 ：135分 

IEEE Std.382-1996 に基づく。 

耐震試験 

加振波形：正弦波 

加速度：水平方向 6G 

鉛直方向 6G 

「日本電気協会 原子力発電所耐

震設計技術指針追補版（JEAG 

4601-1991）」に基づく。 

設計基準事故時

雰囲気暴露 

及び 

開閉運転 

温度：最高温度 175℃ 

圧力：最高圧力 0.2MPa 

時間：24 時間 

 

開閉往復運動回数：6回 

川内２号炉の設計基準事故時の最

高圧力（約 0.108MPa）、最高温度（約

165℃）を包絡している。 

【別紙２．添付-10)参照】 

IEEE Std.382-1996 に基づく。 

*1：電磁ブレーキ付き直流モータの電動装置で実施 

*2：モータ単体での加速熱劣化試験条件 

*3：部品を組み込んだ弁駆動装置一式での加速熱劣化試験条件 

 

c. 評価結果 

試験結果は、表1.3及び表1.4に示す通り判定基準を満足しており、60年間の通常運転

後においても、絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.3 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の 

電動機の長期健全性試験結果 

項目 判定*1 

動作確認 良 

*1：メーカ基準 

 

表1.4 原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の 

電動機の長期健全性試験結果 

項目 判定*1 

動作確認 良 

*1：メーカ基準 

 

2．現状保全 

固定子コイル、主極コイル、補極コイル、電機子コイル、電磁ブレーキ及び口出線・接

続部品の絶縁低下に対しては、定期的な絶縁抵抗測定により、許容値以上であることの確
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認を行っている。 

 

3．総合評価 

健全性評価結果から判断して、耐環境性能を要求される弁電動装置の固定子コイル、

主極コイル、補極コイル、電機子コイル、電磁ブレーキ及び口出線・接続部品の絶縁低

下により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。 

 

4．高経年化への対応 

耐環境性能を要求される弁電動装置の固定子コイル、主極コイル、補極コイル、電機子

コイル、電磁ブレーキ及び口出線・接続部品の絶縁低下については、現状保全項目に、高

経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断する。 

 

5．添付資料 

1)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性試験で用いた

供試体の型式について 

2)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の環境条件について 

3)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験における評

価期間について 

4)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験における圧

力劣化試験条件の妥当性について 

5)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験における機

械的劣化試験条件の妥当性について 

6)原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験条件の事故

時条件（設計基準事故）の包絡性について 

7)原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性試験で用いた

供試体の型式について 

8)原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験における評

価期間について 

9)原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験における機

械的劣化試験条件の妥当性について 

10)原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験条件の事故

時条件（設計基準事故）の包絡性について 

  



-2-6- 

 

タイトル 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性試
験で用いた供試体の型式について 

概 要 
原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性

試験で用いた供試体の型式について、以下に示す。 

 
説 明 

 
原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の弁名称、台数

及び型式を以下に示す。絶縁物の絶縁種別は全て「Ｈ種絶縁」、電源は全て

交流である。 

 

弁名称 台数 型式 

加圧器逃がし弁元弁 2 SB-0D 

ＲＣＰ封水戻りライン第１隔離弁 1 SB-00D 

ＲＣＰ冷却水第１出口弁（内隔離弁） 1 SB-1D 

ループ高温側サンプル弁（内隔離弁） 2 SMB-000 

Ｃ／Ｖ雰囲気サンプル取出弁（内隔離弁） 2 SMB-000 

Ｃ／Ｖ圧力逃がし装置第１隔離弁（内隔離弁） 2 SMB-000-2 

蓄圧タンク出口弁 3 SB-4D 

ＲＨＲＳ入口弁（内隔離弁） 2 SB-3D 

ＲＨＲＳ入口隔離弁 2 SMB-3 

ＩＡＳ格納容器隔離弁 2 SMB-00 

 

長期健全性試験で用いた供試体の弁電動装置の型式・絶縁仕様・電源は

SMB-000、Ｈ種絶縁、交流であり、一部の実機と大きさや外観は異なるもの

の、シール部の構造やモータの構造、絶縁物の使用材料は同様であることか

ら、耐環境性の観点で差異はなく、上記耐環境性能を要求される弁電動装置

全てについて、代表性があると考える。 

なお、原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の設置箇

所を別紙２．添付-1)-2～5 の配置図に示す。 

 

 

  

別紙２．添付-1)-1 
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タイトル 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の環境条件につい
て 

概 要 
原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の評価期間を算

定するために用いた環境条件の根拠について、以下に示す。 

 
説 明 

 
川内２号炉の原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置

は、添付-1)で示した各エリアの環境条件のうち、別紙２．添付-1）に示す

下記の設置場所の使用条件を包絡する条件（50℃、0.15Gy/h）で評価を実施

している。 

弁電動装置の技術評価書において、代表機器（ＲＨＲＳ入口隔離弁電動装

置：2台）の通常運転時の使用条件として、2台の設置エリア（ループ室（弁

電動装置））の環境条件である 50℃－0.15Gy/h を記載している。 

 

設置場所 温度[℃] 線量率[Gy/h] 

ループ室（弁電動装置） 50*1 0.15 

加圧器上部 50 0.005 

通路部（その他） 45 0.005 

*1：格納容器内での設置エリアの温度（約 45℃）に余裕をみ

た温度として設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２．添付-2) 
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タイトル 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験
における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の60年間の通常

運転時の使用条件に基づく劣化条件は、固定子コイル（ポリイミド/ポリア

ミドイミド）、口出線・接続部品（シリコーンゴム）の絶縁材の活性化エネ

ルギーを用いて、アレニウス則により算出している。 

長期健全性試験の条件を、実環境温度（50℃）に換算した結果を運転時間

（60 年）と比較した結果を以下に示す。 

 

絶縁材 試験条件（T2-L2） T1[℃] L1[年] 合計 

ポリイミド/ 

ポリアミド

イミド 

130℃－475 時間*1 50 4,755 
100 年以上 

115℃－139 時間*2 50 235 

シリコーン

ゴム 

130℃－475 時間*1 50 1,453,015 
100 年以上 

115℃－139 時間*2 50 29,451 

*1：駆動装置一式で加熱する前に予め当該部位に加えた熱劣化条件 
*2：駆動装置一式に加えた熱劣化条件 
活性化エネルギー：  （ポリイミド/ポリアミドイミド）、  （シリ

コーンゴム）[kcal/mol]（いずれもメーカデータ）での換算値。（L1:実環境

年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

なお、ポリアミドイミドの活性化エネルギーは   [kcal/mol]（メーカ

データ）であり、より保守的なポリイミドの活性化エネルギーで評価する。 
 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁材について、試験条件を実環境

温度（50℃）で換算した実環境年数は、運転期間 60 年を包絡する。 

 

 

 

  

別紙２．添付-3) 
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タイトル 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験
における圧力劣化試験条件の妥当性について 

概 要 
実機使用条件との比較により、圧力劣化試験条件の妥当性について以下

に説明する。 

 
説 明 

 

・圧力劣化試験条件：①0.45MPa×②3分×③23 回 

 

①0.45MPa：国内ＰＷＲプラントの包絡条件 

川内２号炉の設計基準事故時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約

0.245MPa(設計基準事故の安全解析結果)であり、上記の圧力条件に包絡さ

れている。 

 

②３分：IEEE Std.382-1996 より設定 

 

③23 回：下記参照 

IEEE Std.382-1996 PartⅢ3.3 に記載の 15 回を 40 年相当とし、60 年に

換算した回数 23 回としている。 

 

なお、原子炉格納容器全体漏えい試験は、使用前検査にて 1 回、1993 年

（第 6 回定検）までは毎定検実施（合計 6 回）し、1994 年以降は 3 定検に

1回実施しており、1回/3 定検となった 1994～2020 年までの 27 年間で 7回

実施している。 

2021 年から 60 年目となる 2045 年までには約 24.8 年あり、定検頻度を

462 日（13 か月＋67 日（標準定検日数））とすると、60 年目までに 7回実施

（9059/462/3＝6.5 回）されることになり、以上を合計すると 21 回（1+6+7+7

＝21）となる。 

 

 

 

 

  

別紙２．添付-4) 
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タイトル 原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験
における機械的劣化試験条件の妥当性について 

概 要 
実機使用条件との比較により、機械的劣化試験条件の妥当性について以

下に説明する。 

 
説 明 

 

・機械劣化試験条件：3,000 回開閉操作 

 

原子炉格納容器内で耐環境性能を要求される弁電動装置の代表機器であ

る RHRS 入口隔離弁の動作回数は、プラント起動・停止に伴う開閉、１次系

の漏えい試験に伴う開閉、停止中の余熱除去系保守隔離に伴う開閉並びに

弁の動作確認に伴う開閉等の設計想定を 60 年で 1,400 回としている。 

具体的には下記の通り。 

 

・プラント起動・停止に伴う開閉        回 

・燃料交換に伴う開閉             回 

・１次系の漏えい試験に伴う開閉        回 

・停止中の余熱除去系保守隔離に伴う開閉    回 

・弁の動作確認に伴う開閉           回   

合計  回（約 1,400 回） 

 

  

 

 

 

 

  

別紙２．添付-5) 
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タイトル 
原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性試
験で用いた供試体の型式について 

概 要 
原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置及び長期健全性

試験で用いた供試体の型式について、以下に示す。 

 

説 明 

 

原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の弁名称、台数、

型式及び電源を以下に示す。絶縁物の絶縁種別は全て「Ｈ種絶縁」である。 

原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の設置箇所を別

紙２．添付-7)-2,-3 の配置図に示す。 

 

弁名称 台数 型式 電源 

T/D AFWP-蒸気元弁 2 SB-2D 直流 

補助給水隔離弁（外隔離弁） 3 SB-0D 直流 

Ｃ／Ｖ出口主蒸気管ドレン元弁（外隔離弁） 2 SMB-000 交流 

主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁） 3 SMB-000 交流 

主蒸気逃がし弁元弁 3 SB-0D 交流 

主給水隔離弁（外隔離弁） 3 SB-4D 交流 

 

長期健全性試験で用いた供試体の弁電動装置の型式・絶縁仕様・電源は

SMB-000、Ｈ種絶縁、直流であり、実機と絶縁種や材料が同一で、構造的に

は交流モータより複雑な直流モータであることから、耐環境性の観点で差

異はなく、上記の交流モータを使用している弁電動装置についても、代表性

があると考える。 
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タイトル 原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験
における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度及び活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の60年間の通常

運転時の使用条件に基づく劣化条件は、コイル、口出線・接続部品及び電磁

ブレーキ（ポリアミドイミド）の絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレ

ニウス則により算出している。 

長期健全性試験の条件を、添付-1)で示した MS 室の環境条件 45℃に換算

した結果を運転時間（60 年）と比較した結果を以下に示す。 

 

絶縁材 試験条件（T2-L2） T1[℃] L1[年] 合計[年] 

ポリアミド

イミド 

110℃－100 時間*1 45 1,466 
100 年以上 

110℃－575 時間*2 45 8,433 

*1：駆動装置一式で加熱する前に予め当該部位に加えた熱劣化条件 
*2：駆動装置一式に加えた熱劣化条件 
活性化エネルギー： （ポリアミドイミド） [kcal/mol]（メーカデータ）

での換算値。（L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

コイル、口出線・接続部品及び電磁ブレーキの絶縁材について、試験条件

を実環境温度（45℃）で換算した実環境年数は、運転期間 60 年を包絡する。 
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タイトル 原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の長期健全性試験
における機械的劣化試験条件の妥当性について 

概 要 
実機使用条件との比較により、機械的劣化試験条件の妥当性について以

下に説明する。 

 
説 明 

 

・機械劣化試験条件：3,000 回開閉操作 

 

原子炉格納容器外で耐環境性能を要求される弁電動装置の代表機器であ

るＴ／Ｄ ＡＦＷＰ蒸気元弁の動作回数は、試験に伴う開閉、定期事業者検

査時の動作確認（試運転、運転性能検査等）に伴う開閉に若干の余裕を考慮

し、60 年で 1,500 回としている。 

具体的には下記の通り。 

 

・試験に伴う開閉              回/年 

・定期事業者検査時の動作確認に伴う開閉    回/年   

・若干の余裕を考慮                回/年 

合計  25 回/年 

 

 上記の動作回数を 60 年で換算し、25 回/年×60 年＝1,500 回としている。 
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別紙３．低圧ケーブル（難燃ＰＨケーブル以外）の評価について 

1．健全性評価 

1.1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるＫＫケーブルは、電気学会推奨案に基づ

く実機同等品による長期健全性試験により評価した。試験手順を図1.1に示す。 

 

供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.1 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.1 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表1.1参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 
放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露（表1.1参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.2参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻き付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.1 ＫＫケーブルの長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

ＫＫケーブルの長期健全性試験条件を表1.1に示す。試験条件は、川内１号炉の実機

環境に基づいて60年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡している。 

 

表 1.1 ＫＫケーブルの長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙３．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

３．添付-2）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙３．添付-3）参照】 

通
常
運
転
相
当 

温度 110℃－16 日 
91℃－16 日 

（＝45℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(8.36kGy/h) 
2.7kGy*2 

設
計
基
準
事
故
相
当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(9.01kGy/h) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.27MPa[gage] 最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（45℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

ＫＫケーブルの長期健全性試験結果を表1.2に示す。電気学会推奨案に基づく評価の

結果、川内１号炉のＫＫケーブルは、運転開始後６０年時点においても絶縁機能を維持

できると判断する。 

表1.2 ＫＫケーブルの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：13.5mm 

マンドレル径：500mm 

絶縁厚さ  ：0.76mm 

課電電圧  ：2.5kV／5 分間 

良 

［出典：九州電力研究データ］ 
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1.2 ＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法人原子

力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化評

価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられている。このため、設

計基準事故時雰囲気内で機能要求があるＫＫケーブルについては、ＡＣＡガイドに従

った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

ＫＫケーブルのＡＣＡガイドに基づく試験手順を図1.2に示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 1.3 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表 1.3 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 1.3 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 1.4 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図1.2 ＫＫケーブルのＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

 

b. 試験条件 

ＫＫケーブルの長期健全性試験条件を表1.3に示す。試験条件は、川内１号炉の実機

環境に基づいて通常運転及び設計基準事故を想定した劣化条件を包絡している。 
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c. 評価結果 

ＫＫケーブルの長期健全性試験結果を表1.4に示す。ＡＣＡに基づく評価の結果を

表1.5に示す。評価結果から、川内１号炉のＫＫケーブルは、運転開始後６０年時点に

おいても絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.3 ＫＫケーブルのＡＣＡ試験条件 

 試験条件 

通常運転相当 
温度 

放射線 
100℃－99.9Gy/h－5,549h  

設計基準事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 

温度 最高温度：190℃ 

圧力 最高圧力：0.41MPa[gage] 

 

表1.4 ＫＫケーブルのＡＣＡ試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 課電電圧：1,500V／1 分間 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関

する最終報告書（JNES-SS-0903）］ 

 

表 1.5 実布設環境での長期健全性評価結果 

布設区分 
実布設環境条件【別紙３．添付-1）参照】 評価期間 

[年]*1 
備考 

温度[℃] 放射線量率[Gy/h] 

通路部 45 0.005 495*2  

*1：稼働率 100％での評価期間 

*2：等価損傷線量データの重ね合わせ手法により評価 
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1.3 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求があるＫＫケーブル及び難燃ＳＨＶＶケーブル

については、重大事故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。ＫＫケーブル及

び難燃ＳＨＶＶケーブルの試験手順を図1.3及び図1.4に示す。 

 

供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.6 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.6 参照） 

 

放射線照射 重大事故等時相当の放射線照射（表1.6参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 
放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露（表1.6参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.8参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻き付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.3 ＫＫケーブルの長期健全性試験手順 
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供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.7 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.7 参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.9参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約20倍のマンドレルに巻き付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.4 難燃ＳＨＶＶケーブルの長期健全性試験の手順 

 

b. 試験条件 

ＫＫケーブル及び難燃ＳＨＶＶケーブルの長期健全性試験条件を表1.6及び表

1.7に示す。試験条件は、川内２号炉の実機環境に基づいて60年間の運転期間を想

定した劣化条件を包絡している。 
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表 1.6 ＫＫケーブルの長期健全性試験条件*1（重大事故等） 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙３．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

３．添付-4）参照】又は重大事故等時の環

境条件【別紙３．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
97℃－7日 

（＝45℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*3 

重大事故

等相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：長期健全性試験は、絶縁体種類が同一でシース種類が異なる難燃ＫＫケーブルにて実

施 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約45℃）として設定 

*3：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

表 1.7 難燃ＳＨＶＶケーブルの長期健全性試験条件（重大事故等） 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件*1に基づ

く劣化条件又は重大事故等時の環境条件

【別紙３．添付-6）参照】 

温度 135℃－14 日 

96℃－14 日 

（30℃*1－60年）（通常時） 

（100℃*2－7 日）（事故時） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(9.51kGy/h) 

0.30kGy 

0.29kGy*3（通常時） 

0.03Gy*4（事故時） 

*1：使用済燃料ピット周辺のケーブル布設エリアの温度（約30℃）として設定 

*2：重大事故等時の使用済燃料ピット周辺における温度（約100℃）として設定 

*3：0.55×10-3[Gy/h]×（24×365.25）[h/y]×60[y]＝0.29kGy  

*4：重大事故等時の使用済燃料ピット周辺での放射線量 

0.15×10-3[Gy/h]×24[h/d]×7[d]＝0.03Gy 
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c. 評価結果 

ＫＫケーブル及び難燃ＳＨＶＶケーブルの長期健全性試験結果を表1.8及び表1.9に

示す。電気学会推奨案に基づく評価の結果、川内１号炉のＫＫケーブル及び難燃ＳＨＶ

Ｖケーブルは、運転開始後６０年時点においても絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.8 ＫＫケーブルの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.5mm 

マンドレル径：供試体外径の約40倍 

絶縁厚さ  ：0.76mm 

課電電圧  ：2.6kV／5 分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気･計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3)」1983年度］ 

 

表1.9 難燃ＳＨＶＶケーブルの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：15.0mm 

マンドレル径：300mm 

絶縁厚さ  ：1.0mm 

課電電圧  ：3.2kV／5 分間 

良 

［出典：メーカデータ］ 
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2．現状保全 

絶縁体の絶縁低下に対しては、定期的に計測制御系統設備の機能検査等により、系統機

器の動作又は計器の指示値等に異常のないことを確認し、絶縁低下による機能低下のない

ことを確認している。 

 

3．総合評価 

健全性評価結果から判断して、絶縁体の絶縁低下により機器の健全性に影響を与える

可能性はないと考える。 

絶縁低下は、系統機器の動作確認又は計器の指示値確認等で検知可能であり、点検手

法として適切である。 

 

4．高経年化への対応 

絶縁体の絶縁低下については、現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきもの

はないと判断する。 

 

5．添付資料 

1) 原子炉格納容器内のＫＫケーブルの環境条件について 

2) ＫＫケーブルの長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間について 

3) ＫＫケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故）の包絡性につ

いて 

4) ＫＫケーブルの長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間について 

5) ＫＫケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）の包絡性につ

いて 

6) 難燃ＳＨＶＶケーブルの電気学会推奨案に基づく長期健全性試験（重大事故等

時）における評価期間及び事故時条件の包絡性について 
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タイトル 原子炉格納容器内のＫＫケーブルの環境条件について 

概 要 
ＫＫケーブルの評価期間を算定するために用いた環境条件の根拠につい

て、以下に示す。 

 
説 明 

 

低圧ケーブルの技術評価書において、ＫＫケーブルについては、添付-1)

で示したエリア（通路部（その他））の設置区分の環境条件（45℃、5mGy/h）

で評価を実施している。 
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タイトル ＫＫケーブルの長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 ＫＫケーブルの 60 年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条件は、ケ

ーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により算出して

いる。 

実機使用条件（45℃－60 年）を、長期健全性試験条件（110℃－16 日）と

の比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 16 日として換算

した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

91 16 45 60 

 活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=91℃)は、長期健全性試験条件の温

度（110℃）に包絡される。 
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タイトル ＫＫケーブルの長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 ＫＫケーブルの 60 年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条件は、ケ

ーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により算出して

いる。 

実機使用条件（45℃－60 年）を、長期健全性試験条件（121℃－7日）と

の比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 7 日として換算

した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

97 7 45 60 

 活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度（T2=97℃）は、長期健全性試験条件の

温度（121℃）に包絡される。 
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タイトル 難燃ＳＨＶＶケーブルの電気学会推奨案に基づく長期健全性試験（重大事
故等時）における評価期間及び事故時条件の包絡性について 

概 要 
試験条件が実機の使用条件に基づく劣化条件及び重大事故等時条件を包

絡していることを以下に示す。 

 
説 明 

 
難燃ＳＨＶＶケーブルの60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条

件及び重大事故等時条件は、ケーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、

アレニウス則により算出している。 

難燃ＳＨＶＶケーブルの実機使用条件（30℃－60 年）及び重大事故等時

条件（100℃-7 日）を、長期健全性試験条件（135℃－14 日）との比較を容

易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ時間（14 日（＝336 時間））

として換算した結果を以下に示す。 

 

条件 T2[℃] L2［時間］ T1[℃] L1 

60 年間の通常運転

時の使用条件 
96 48 30 60 年 

重大事故等時条件 96 288 100 7 日 

活性化エネルギー：    [kcal/mol] （メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=96℃)は、長期健全性試験条件の温

度（140℃）に包絡される。 
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別紙４．同軸ケーブルの評価について 

1．健全性評価 

1.1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃三重同軸ケーブル２は、電気学会推

奨案に基づく実機同等品による長期健全性試験により評価した。試験手順を図1.1に

示す。 

 

供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.1 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.1 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表1.1参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 
放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露（表1.1参照） 

 

判定 屈曲浸水耐電圧試験*1（表1.2参照） 

 

*1：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおりである 

① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻き付ける 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する 

③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加し、絶縁破

壊が生じるか否かを調べる 

 

図1.1 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験手順 
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b. 試験条件 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件を表1.1に示す。試験条件は、川内２

号炉の実機環境に基づいて６０年間の運転期間及び設計基準事故時を想定した劣化

条件を包絡している。 

 

表 1.1 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件（設計基準事故） 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙４．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

４．添付-2）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙４．添付-3）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
82℃－7日 

（＝45℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*2 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約45℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験結果を表1.2に示す。電気学会推奨案に基

づく評価の結果、川内２号炉の難燃三重同軸ケーブル２は、運転開始後６０年時点にお

いても絶縁機能を維持できると判断する。 

表1.2 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

屈曲浸水 
 

耐電圧試験 

供試体外径 ：11.7mm 

マンドレル径：供試体外径の約40倍 

絶縁厚さ  ：2.9mm 

課電電圧  ：9.5kV／5 分間 

良 

［出典：電力共通研究「電気･計装機器の耐環境実証試験に関する研究(Step-3) 

1983年度］ 
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1.2 ＡＣＡガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては、独立行政法人原子

力安全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化評

価手法が検討され、その結果がＡＣＡガイドに取りまとめられている。このため、設

計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃三重同軸ケーブル２については、ＡＣＡ

ガイドに従った長期健全性も評価した。 

評価にあたっては、ＡＣＡの試験結果を用いた。 

難燃三重同軸ケーブル２のＡＣＡガイドに基づく試験手順を図1.2に示す。 

 

 

 

 

熱と放射線 
による 

加速同時劣化 

通常運転時相当の熱・放射線の加速劣化 
（表 1.3 参照） 

 

放射線照射 設計基準事故時相当の放射線照射（表 1.3 参照） 

 

設計基準事故 
雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表 1.3 参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表 1.4 参照） 

 

*1：耐電圧試験は、日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」（JIS C 

3005:2000）の試験 

 

図1.2 難燃三重同軸ケーブル２のＡＣＡガイドに基づく試験手順 

 

b. 試験条件 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件を表1.3に示す。試験条件は、川内２

号炉の実機環境に基づいて６０年間の運転期間及び設計基準事故を想定した劣化条

件を包絡している。 

 

  

供試ケーブル 
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c. 評価結果 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験結果を表1.4に示す。ＡＣＡに基づく評

価の結果を表1.5に示す。評価結果から、川内２号炉の難燃三重同軸ケーブル２は、運

転開始後６０年時点においても絶縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.3 難燃三重同軸ケーブル２のＡＣＡ試験条件*1 

 試験条件 

通常運転相当 
温度 

放射線 
100℃－98.9Gy/h－5,686h  

設計基準事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 

温度 最高温度：190℃ 

圧力 最高圧力：0.41MPa[gage]  

*1：長期健全性試験は、絶縁体種類が同一でシース種類が異なる難燃三

重同軸ケーブルにて実施した 

 

 

表1.4 難燃三重同軸ケーブル２のＡＣＡ試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 
課電電圧：AC10kV／1分間（C－1S） 

AC 2kV／1 分間（1S－2S） 
良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する最終報告書

（JNES-SS-0903）］ 

 

表 1.5 ＡＣＡガイドに基づく実布設環境での長期健全性評価結果 

布設区分 
実布設環境条件【別紙４．添付-1）参照】 評価期間 

[年]*1 
備考 

温度[℃] 放射線量率[Gy/h] 

通路部 45 0.005 154*2  

*1：稼働率 100％での評価期間 

*2：時間依存データの重ね合わせ手法により評価 
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1.3 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気で機能要求がある難燃三重同軸ケーブル２については、重大事

故等時雰囲気内での健全性をあわせて評価した。難燃三重同軸ケーブル２の試験手順

を図1.3に示す。 

 

供試ケーブル 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.6 参照） 

 

放射線照射 60 年間相当の放射線照射（表 1.6 参照） 

 

放射線照射 重大事故等時相当の放射線照射（表 1.6 参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 
放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露（表1.6参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表1.7参照） 

 

*1：耐電圧試験：規定電圧を規定時間印加し、絶縁破壊を生じるか否かを調べる 

 

図1.3 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験手順 

 

b. 試験条件 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件を表1.6に示す。試験条件は、川

内２号炉の実機環境に基づいて60年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡し

ている。 
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表 1.6 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件（重大事故等時） 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙４．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

４．添付-4）参照】又は重大事故等時の環

境条件【別紙４．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 113℃－255h 
80℃－255h 

（＝45℃*1－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

750kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*2 

重大事故

等時相当 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：150℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.5MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：原子炉格納容器内でのケーブル布設エリアの温度（約45℃）として設定 

*2：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験結果を表1.7に示す。評価の結果、川内２号

炉の難燃三重同軸ケーブル２は、運転開始後６０年時点においても絶縁機能を維持でき

ると判断する。 

 

表1.7 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 
C-I 間 DC3,000V 1 分 

I-O 間 DC 500V 1 分 
良 

［出典：電力共同委託「高レンジエリアモニタ及び三重同軸ケーブル・コネクタに関

わる耐環境性能評価委託2014年度」］ 
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2．現状保全 

絶縁体及び内部シースの絶縁低下に対しては、定期的な絶縁抵抗測定により、許容値以

上であることの確認を行っている。 

 

3．総合評価 

電気学会推奨案及びＡＣＡガイドに基づく健全性評価結果から判断して、絶縁体の絶

縁低下により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。 

絶縁低下は、絶縁抵抗測定で検知可能であり、点検手法として適切である。 

 

4．高経年化への対応 

絶縁体及び内部シースの絶縁低下については、現状保全項目に高経年化対策の観点から

追加すべきものはないと判断する。 

 

5．添付資料 

1) 原子炉格納容器内の難燃三重同軸ケーブル２の環境条件について 

2) 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間に

ついて 

3) 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故）の

包絡性について 

4) 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間に

ついて 

5) 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）の

包絡性について 
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タイトル 原子炉格納容器内の難燃三重同軸ケーブル２の環境条件について 

概 要 
難燃三重同軸ケーブル２の評価期間を算定するために用いた環境条件の

根拠について、以下に示す。 

 
説 明 

 
同軸ケーブルの技術評価書において、難燃三重同軸ケーブル２について

は、添付-1)で示したエリア（通路部（その他））の環境条件（45℃、5mGy/h）

で評価を実施している。 
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タイトル 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験（設計基準事故）における評価期
間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 難燃三重同軸ケーブル２の60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化

条件は、ケーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により

算出している。 

実機使用条件（45℃－60 年）を、長期健全性試験条件（121℃－7日）と

の比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 7 日として換算

した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[日] T1[℃] L1[年] 

82 7 45 60 

 活性化エネルギー：    [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度(T2=82℃)は、長期健全性試験条件の温

度（121℃）に包絡される。 
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タイトル 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験（重大事故等時）における評価期
間について 

概 要 
試験条件と実機の使用条件に基づく劣化条件との比較に用いた実環境温

度および活性化エネルギー等を以下に示す。 

 
説 明 

 
 難燃三重同軸ケーブル２の60年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化

条件は、ケーブル絶縁材の活性化エネルギーを用いて、アレニウス則により

算出している。 

実機使用条件（45℃-60 年）を、長期健全性試験条件（113℃－255 時間）

との比較を容易にするため、加速時間(L2)を試験条件と同じ 255 時間とし

て換算した結果を以下に示す。 

 

T2[℃] L2[h] T1[℃] L1[年] 

80 255 45 60 

 活性化エネルギー：   [kcal/mol]（メーカデータ）での換算値 

 （L1:実環境年数、L2:加速時間、T1:実環境温度、T2:加速温度） 

 

実機使用条件を換算した加速温度（T2=80℃）は、長期健全性試験条件の

温度（113℃）に包絡される。 
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タイトル 難燃三重同軸ケーブル２の長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等
時）の包絡性について 

概 要 
試験条件の事故時条件が、実機に想定される重大事故等時条件を包絡し

ていることを以下に示す。 

 
説 明 

 
別紙４．添付-5)-2 に事故時雰囲気曝露の試験条件を添付する。 

以下に示すように、事故時雰囲気曝露の試験条件は、実機の重大事故等時

条件を包絡している。 
なお、重大事故等時の安全解析結果（事故後 7日間までの解析を実施）は

添付-6)-2 を参照のこと。 
 

 条件（温度－時間） 

事故時雰囲気曝露試験  

重大事故等時*1  

*1：格納容器過温破損事故包絡条件 
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別紙５．ケーブル接続部の評価について 

1．健全性評価 

1.1 設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブル接続部の健全性評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある気密端子箱接続、直ジョイント及び三重

同軸コネクタ接続は、IEEE Std.323-1974及びIEEE Std.383-1974の規格に準拠して、

実機同等品により長期健全性試験を実施しており、この結果に基づき健全性評価を行

った。試験手順を図1.1に示す。 

 

供試体 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.1～表 1.3 参照） 

 

放射線照射 
60 年間相当の放射線照射＋設計基準事故時相当の 
放射線照射（表 1.1～表 1.3 参照） 

 

設計基準事故 

雰囲気暴露 

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露 

（表1.1～表1.3参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表1.4～表1.6参照） 

 

*1：耐電圧試験：規定電圧を規定時間印加し、絶縁破壊を生じるか否かを調べる 

 

図1.1 ケーブル接続部の長期健全性試験手順 

 

b. 試験条件 

ケーブル接続部の長期健全性試験条件を表1.1～表1.3に示す。試験条件は、川内１

号炉の実機環境に基づいて６０年間の運転期間を想定した劣化条件を包絡している。 
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表 1.1 気密端子箱接続の長期健全性試験条件（設計基準事故）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-2）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙５．添付-3）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
103℃－7日 

（＝50℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h) 
185kGy*3 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：設計基準事故時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内気密端子箱接続の使用条

件を代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約50℃）として設定 

*3：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 

 

 

表 1.2 直ジョイントの長期健全性試験条件（設計基準事故）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-2）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙５．添付-3）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
103℃－7日*3（＝50℃*2－60 年） 

110℃－7日*4（＝50℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
185kGy*5 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：設計基準事故時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内直ジョイントの使用条件

を代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約50℃）として設定 

*3：熱収縮チューブ材料（シリコーンゴム）に対する試験条件 

*4：熱収縮チューブ材料（難燃架橋ポリエチレン）に対する試験条件 

*5：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 
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表 1.3 三重同軸コネクタ接続の長期健全性試験条件（設計基準事故）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-2）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙５．添付-3）参照】 

通常運転

相当 

温度 121℃－7日 
96℃－7日*3（＝45℃*2－60 年） 

65℃－7日*4（＝45℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*5 

設計基準

事故相当 

放射線 

（集積線量） 

1,500kGy 

(10kGy/h 以下) 
602kGy 

温度 最高温度：190℃ 最高温度：約 127℃ 

圧力 
最高圧力：

0.41MPa[gage] 
最高圧力：約 0.245MPa[gage] 

*1：設計基準事故時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内三重同軸コネクタ接続の

使用条件を代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約45℃）として設定 

*3：Ｏリング等の気密材料に対する試験条件 

*4：絶縁材料に対する試験条件 

*5：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 
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c. 評価結果 

長期健全性試験結果を表1.4～表1.6に示す。評価の結果、川内１号炉の気密端子箱接

続、直ジョイントおよび三重同軸コネクタ接続は、運転開始後６０年時点においても絶

縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.4 気密端子箱接続の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 AC 2.0kV  １分 良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表1.5 直ジョイントの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 AC 2.6kV  ５分 良 

［出典：電力共通研究「電気･計装機器の耐環境実証試験に関する研究

(Step-3)」1983年度、メーカデータ］ 

 

表1.6 三重同軸コネクタ接続の長期健全性試験結果 

項目 試験条件*1 判定 

耐電圧試験 DC 3.0kV  １分 良 

［出典：電力共通研究「電気･計装機器の耐環境実証試験に関する研究

(Step-3)」1983年度］ 
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1.2 重大事故等時雰囲気内で機能要求があるケーブル接続部の健全性評価 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気内で機能要求がある気密端子箱接続、直ジョイント及び三重同

軸コネクタ接続は、IEEE Std.323-1974およびIEEE Std.383-1974の規格に準拠して、

実機同等品による長期健全性試験を実施しており、この結果に基づき健全性評価を行

った。試験手順を図1.2に示す。 

 

 

供試体 

 

 

加速熱劣化 60 年間相当の加速熱劣化（表 1.7～表 1.9 参照） 

 

放射線照射 
60 年間相当及び重大事故等時相当の放射線照射 
（表 1.7～表 1.9 参照） 

 

重大事故等時 

雰囲気暴露 

放射線を除く重大事故等時雰囲気暴露 

（表1.7～表1.9参照） 

 

判定 耐電圧試験*1（表1.10～表1.12参照） 

 

*1：耐電圧試験：規定電圧を規定時間印加し、絶縁破壊を生じるか否かを調べる。 

 

図1.2 ケーブル接続部の長期健全性試験手順 

 

b. 試験条件 

ケーブル接続部の長期健全性試験条件を表1.7～表1.9に示す。試験条件は、川内１

号炉の実機環境に基づいて６０年間の運転期間及び重大事故等を想定した劣化条件

を包絡している。 
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表 1.7 気密端子箱接続の長期健全性試験条件（重大事故等時）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-4）参照】又は重大事故等時の環

境条件【別紙５．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 140℃－8h 
128℃－8h 

（＝50℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
185kGy*3 

重大事故

等時相当 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：150℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.5MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：重大事故等時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内気密端子箱接続の使用条件

を代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約50℃）として設定 

*3：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 

 

表 1.8 直ジョイントの長期健全性試験条件（重大事故等時）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-4）参照】又は重大事故等時の環

境条件【別紙５．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 
140℃－ 8h 

140℃－21h 

128℃－ 8h*3（＝50℃*2－60 年） 

129℃－21h*4（＝50℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
185kGy*5 

重大事故

等時相当 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：150℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.5MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：重大事故等時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内直ジョイントの使用条件を

代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約50℃）として設定 

*3：熱収縮チューブ材料（シリコーンゴム）に対する試験条件 

*4：熱収縮チューブ材料（難燃架橋ポリエチレン）に対する試験条件 

*5：0.35[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝185kGy 
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表 1.9 三重同軸コネクタ接続の長期健全性試験条件（重大事故等時）*1 

 

 

試験条件 

60 年間の通常運転時の使用条件【別紙５．

添付-1）参照】に基づく劣化条件【別紙

５．添付-4）参照】又は設計基準事故時の

環境条件【別紙５．添付-5）参照】 

通常運転

相当 

温度 113℃－255h 
93℃－255h*3（＝45℃*2－60 年） 

64℃－255h*4（＝45℃*2－60 年） 

放射線 

（集積線量） 

750kGy 

(10kGy/h 以下) 
2.7kGy*5 

重大事故

等時相当 

放射線 

（集積線量） 

500kGy 

(10kGy/h 以下) 
500kGy 

温度 最高温度：150℃ 最高温度：約 138℃ 

圧力 
最高圧力：

0.5MPa[gage] 
最高圧力：約 0.350MPa[gage] 

*1：重大事故等時における環境条件が厳しい原子炉格納容器内三重同軸コネクタ接続の使

用条件を代表として記載 

*2：原子炉格納容器内でのケーブル接続部の周囲温度（約45℃）として設定 

*3：Ｏリング等の気密材料に対する試験条件 

*4：絶縁材料に対する試験条件 

*5：5×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×60[y]＝2.7kGy 

 

c. 評価結果 

長期健全性試験結果を表1.10～表1.12に示す。評価の結果、川内１号炉の気密端子箱

接続、直ジョイント及び三重同軸コネクタ接続は、運転開始後６０年時点においても絶

縁機能を維持できると判断する。 

 

表1.10 気密端子箱接続の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 AC 1.5kV  １分 良 

［出典：電力共同委託「ＳＡ時の計装品の耐環境性能評価委託 2014 年度」］ 

 

表1.11 直ジョイントの長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 AC 1.5kV  １分 良 

［出典：電力共同委託「ＳＡ時の計装品の耐環境性能評価委託2014年度」］ 
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表1.12 三重同軸コネクタ接続の長期健全性試験結果 

項目 試験条件 判定 

耐電圧試験 
C-I 間 DC3,000V 1 分 

I-O 間 DC 500V 1 分 
良 

[出典：電力共同委託「高レンジエリアモニタ及び三重同軸ケーブル・コネ

クタに関わる耐環境性能評価委託2014年度」] 

 

2．現状保全 

絶縁物等の絶縁低下に対して、電力用ケーブル接続部については、定期的に絶縁抵抗測

定により、許容値以上であることを確認している。 

制御・計装用ケーブル接続部については、定期的に計測制御系統設備の機能検査等によ

り、系統機器の動作又は計器の指示等に異常のないことを確認し、絶縁低下による機能低

下のないことを確認している。 

 

3．総合評価 

健全性評価結果から判断して、絶縁体の絶縁低下により機器の健全性に影響を与える

可能性はないと考える。 

絶縁低下は、絶縁抵抗測定、系統機器の動作確認又は計器の指示値確認等で検知可能

であり、点検手法として適切である。 

 

4．高経年化への対応 

絶縁物等の絶縁低下については、現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきも

のはないと判断する。 

 

5．添付資料 

1) 耐環境性能を要求されるケーブル接続部の環境条件について 

2) ケーブル接続部の長期健全性試験（設計基準事故）における評価期間について 

3) ケーブル接続部の長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故）の包絡性につい

て 

4) ケーブル接続部の長期健全性試験（重大事故等時）における評価期間について 

5) ケーブル接続部の長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）の包絡性につい

て 
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タイトル 耐環境性能を要求されるケーブル接続部の環境条件について 

概 要 
ケーブル接続部の評価期間を算定するために用いた環境条件の根拠につ

いて、以下に示す。 

 
説 明 

 
ケーブル接続部評価書において、気密端子箱接続、直ジョイント及び三重

同軸コネクタ接続については、添付-1)で示したエリアの環境条件の中から

以下の条件を選定して評価を実施している。 

 

対象機器 布設区分 温度[℃] 線量率[Gy/h] 

気密端子箱接続 

ループ室 45 0.350 

加圧器上部 50 0.005 

MS 室 45 － 

直ジョイント 

ループ室 45 0.350 

加圧器上部 50 0.005 

通路部 45 0.005 

MS 室 45 － 

三重同軸コネクタ接続 通路部 45 0.005 

 

 

 

  

別紙５．添付-1) 
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タイトル ケーブル接続部の長期健全性試験条件の事故時条件（重大事故等時）の包絡
性について 

概 要 
試験条件の事故時条件が、実機に想定される重大事故等時条件を包絡し

ていることを以下に示す。 

 
説 明 

 
別紙５．添付-5)-2 に事故時雰囲気暴露の試験条件を添付する。 

以下に示すように、事故時雰囲気暴露の試験条件は、実機の重大事故等時

条件を包絡している。 
なお、重大事故等時の安全解析結果（事故後 7日間までの解析を実施）は

添付-6)-2 を参照のこと。 
 

 条件（温度－時間） 

事故時雰囲気暴露試験  

重大事故等時*1  

*1：格納容器過温破損事故包絡条件 

 

 

 

  

別紙５．添付-5)-1 





-6-1- 

別紙６．計測制御設備の評価について 

1．耐環境性能を要求されるプロセス計測制御設備について 

設計基準事故又は重大事故等時に耐環境性能を要求される計測制御設備の機能要求分

類を表 1.1 に示す。 

表 1.1 計測制御設備の事故時環境下における機能要求分類 

計測 

対象 

対象 

機器 
機器名称 重要度 

設置

場所*1 

事故時環境下にお

いて機能要求のあ

る機器 

設計基

準事故 

重大事

故等時 

圧力 

伝送器 

(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ) 

１次冷却材圧力 MS-2,重 ① ○ ○ 

加圧器圧力 MS-1 ① ○ － 

流量 主蒸気流量 MS-1 ① ○ － 

水位 

加圧器水位 MS-1,重 ① ○ ○ 

蒸気発生器狭域水位 MS-1,重 ① ○ ○ 

蒸気発生器広域水位 MS-2,重 ① ○ ○ 

格納容器再循環サンプ狭域水位 MS-2,重 ① ○ ○ 

格納容器再循環サンプ広域水位 MS-2,重 ① ○ ○ 

原子炉容器水位 重 ① － ○ 

伝送器 

(電波式) 
使用済燃料ピット水位（ＳＡ） 重 ② － ○ 

電極式 

水位計*2 

原子炉下部キャビティ水位 重 ① － ○ 

原子炉格納容器水位 重 ① － ○ 

温度 

測温 

抵抗体 

１次冷却材高温側温度（広域） MS-2,重 ① ○ ○ 

１次冷却材低温側温度（広域） MS-2,重 ① ○ ○ 

１次冷却材高温側温度（狭域） MS-1 ① ○ － 

１次冷却材低温側温度（狭域） MS-1 ① ○ － 

格納容器内温度 MS-2,重 ① ○ ○ 

使用済燃料ピット温度（ＳＡ） 重 ② － ○ 

熱電対 

静的触媒式水素再結合装置動作監

視装置 
重 ① － ○ 

電気式水素燃焼装置動作監視装置 重 ① － ○ 

放射線 
放射線 

検出器*2 
格納容器内高レンジエリアモニタ MS-2,重 ① ○ ○ 

制御設備 
映像信号

ケーブル 

使用済燃料ピット状態監視カメラ

用映像信号ケーブル 
重 ② － ○ 

*1：設置場所 ①：原子炉格納容器内、②：使用済燃料ピットエリア 

*2：無機物で構成されており、熱や放射線による劣化は想定されない。 

  

別紙６ 
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2．定期取替品の取替周期の妥当性について 

表 1.1 で示した各機器のうち、定期取替品の取替周期と、その期間内において、設計

基準事故又は重大事故等時においても健全性が維持できることの根拠を以下に示す。 

 

2.1 伝送器（１次冷却材圧力等） 

伝送器（１次冷却材圧力等）に適用される環境条件を表2.1.1及び表2.1.2に示す。 

 

表 2.1.1 伝送器（１次冷却材圧力等）に適用される通常運転時の 

環境条件及び機能要求分類 

機器名称 エリア 
温度 
[℃] 

線量率 
[Gy/h] 

事故時環境下において
機能要求のある機器 

設計基 
準事故 

重大事 
故等時 

１次冷却材圧力 

CV 通路部 45 0.001 

○ ○ 

加圧器圧力 ○ － 

主蒸気流量 ○ － 

加圧器水位 ○ ○ 

蒸気発生器狭域水位 ○ ○ 

蒸気発生器広域水位 ○ ○ 

格納容器再循環サンプ狭域水位 ○ ○ 

格納容器再循環サンプ広域水位 ○ ○ 

原子炉容器水位 － ○ 

 

表 2.1.2 伝送器（１次冷却材圧力等）の事故時環境条件 

事故の種類 温度 放射線 圧力 

設計基準事故*1 
約 127℃ 

（ 高温度） 
602kGy 

（ 大集積線量） 
約 0.245MPa[gage] 

（ 高圧力） 

重大事故等時*2 
約 138℃ 

（ 高温度） 
500kGy 

（ 大集積線量） 
約 0.350MPa[gage] 

（ 高圧力） 

*1：１次冷却材管の破断による原子炉冷却材喪失 

*2：健全性評価上、 も厳しい重大事故等時（格納容器過温破損）における使用条件 
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設計基準事故又は重大事故等時に耐環境性能を要求される伝送器（１次冷却材圧力

等）の取替周期及び根拠を表2.1.3に、事故時雰囲気暴露試験の包絡性を表2.1.4及び

表2.1.5に、事故時雰囲気暴露試験後の健全性試験結果を表2.1.6に示す。 

 

表 2.1.3 伝送器（１次冷却材圧力等）の取替周期及び根拠 

取替周期 対象 根拠 

年 

以内 

設計基

準事故 

伝送器の耐環境性評価研究（H17 電共研） 

＜加速熱劣化＞ 

・90℃×2,085 時間のエージング 

→アレニウス換算  [eV]*1（EPRI））、通常運転時 45℃で 

  年相当と評価 

＜放射線照射＞ 

・積算線量 150Gy＋500kGy（10kGy/h） 

→想定される通常運転時   Gy*2＋伝送器周囲の設計基準事故時積

算線量約 268ｋGy*3を包絡 

重大事

故等時 

電力共同委託「SA 時の計装品の耐環境性能評価委託 2014 年度」 

＜加速熱劣化＞ 

・128℃×4.5 日  のエージング 

→アレニウス換算  [eV]*1（EPRI））、通常運転時 45℃ で  

年相当と評価 

＜放射線照射＞ 

・積算線量 150Gy＋500kGy（10kGy/h 以下） 

→想定される通常運転時    Gy*2＋重大事故等時積算線量約 300ｋ

Gy*4を包絡 

*1：伝送器構成品のうち、活性化エネルギーの 小値 

*2：0.001[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×   [y]＝    Gy 

*3：602kGy（ 大集積線量）は遮蔽を考慮していない原子炉格納容器内中心部における設計基

準事故時の集積線量であり、原子炉格納容器内のコンクリート壁等の遮蔽により放射線は

減衰し、伝送器が設置されている通路部では、実際の設計基準事故時の集積線量は約

268kGy である。 

*4：500kGy（ 大集積線量）は原子炉格納容器内での重大事故等時集積線量の解析値を包絡す

るように設定した設計値であるが、実際の解析値は約 300kGy であることが確認されてい

る。 
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2.2 伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ）） 

伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））に適用される使用環境条件を表2.2.1に示

す。  

表 2.2.1 伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））の使用環境条件 

 周囲温度 線量率 

通常運転時 約 30℃*2 0.55×10-3Gy/h*2 

重大事故等時*1 約 100℃*3 0.15×10-3Gy/h*3 

*1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 

*2：通常運転時の原子炉格納容器外におけるケーブル布設エリアでの 大計測値 

*3：重大事故等時の使用済燃料ピット周辺における温度および放射線量 

 

重大事故等時に耐環境性能を要求される伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））

の取替周期及び根拠を表2.2.2に、事故時雰囲気暴露試験の包絡性を表2.2.3に、事故

時雰囲気暴露試験後の健全性試験結果を表2.2.4に示す。 

 

表 2.2.2 伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））の取替周期及び根拠 

取替周期 根拠 

 年 

以内 

メーカ試験 

＜加速熱劣化＞ 

・ 75℃×90 日 のエージング 

→アレニウス換算（  [kcal/mol]（EPRI））、通常運転時 30℃で  年

相当と評価 

＜放射線照射＞ 

・積算線量 100Gy（10Gy/h） 

→想定される通常運転時    Gy*1＋重大事故等時積算線量約 0.03 Gy*2を 

包絡 

*1：0.55[mGy/h]×(24×365.25)[h/y]×  [y]＝   Gy 

*2：0.15[mGy/h]×24[h/d]× 7 [d] ＝ 0.03 Gy 

表 2.2.3 伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））の事故時雰囲気暴露試験 

（重大事故等時）の包絡性 

 条件（温度－時間） 

事故時雰囲気暴露試験  

重大事故等時*1  

 *1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故包絡条件 

 

表2.2.4 伝送器（使用済燃料ピット水位（ＳＡ））の長期健全性試験結果 

項目 判定 

性能試験 良 

 

以上の通り、事故時雰囲気暴露試験の試験条件は、実機の重大事故等時条件を包絡

し、事故時雰囲気暴露試験後の長期健全性試験結果も判定基準を満足していることか

ら、事故時環境下で健全性を維持できると判断する。  
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2.3 測温抵抗体（１次冷却材高温側温度（広域）等） 

１次冷却材高温側温度（広域）等の原子炉格納容器内に設置されている測温抵抗体

に適用される環境条件を表2.3.1、表2.3.2に示す。 

 

表 2.3.1 測温抵抗体に適用される通常運転時の環境条件及び機能要求分類 

機器名称 エリア 
温度 
[℃] 

線量率 
[Gy/h] 

事故時環境下において 

機能要求のある機器 

設計基 

準事故 
重大事 

故等時 

１次冷却材高温側温度（広域） 

CV ループ室 55 0.4 

○ ○ 
１次冷却材低温側温度（広域） 

１次冷却材高温側温度（狭域） 
○ － 

１次冷却材低温側温度（狭域） 

格納容器内温度 CV 通路部 45 0.005 ○ ○ 

 

表 2.3.2 事故時環境条件 

事故の種類 温度 放射線 圧力 

設計基準事故*1 
約 127℃ 

（ 高温度） 
602kGy 

（ 大集積線量） 
約 0.245MPa[gage] 

（ 高圧力） 

重大事故等時*2 
約 138℃ 

（ 高温度） 
500kGy 

（ 大集積線量） 
約 0.350MPa[gage] 

（ 高圧力） 

*1：１次冷却材管の破断による原子炉冷却材喪失 

*2：健全性評価上、 も厳しい重大事故等における使用条件 

 

設計基準事故又は重大事故等時に耐環境性能を要求される測温抵抗体の取替周期

及び根拠を表2.3.3に、事故時雰囲気暴露試験の包絡性を表2.3.4に、事故時雰囲気暴

露試験後の健全性試験結果を表2.3.5に示す。 
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表2.3.3 測温抵抗体の取替周期及び根拠 

取替周期 対象 根拠 

年 

以内 

設計基

準事故 

又は 

重大事

故等時 

電力共同研究「PWR における過酷事故用電気計装品に関する経年劣化

評価研究 PhaseⅡ（ケーブル以外）令和元年度」 

＜熱・放射線同時劣化＞ 

・107℃-145.4Gy/h-215 日間 のエージング 

→アレニウス換算  ［kcal/mol］(EPRI)

で   [kcal/mol]（ACA））、通常運転時 55℃で、  年相当と評価 

→積算線量 750 kGy*1 

 

＜事故時放射線照射＞ 

・積算線量 500 kGy（10kGy/h） 

→積算線量 500 kGy に熱・放射線同時劣化による線量 750 kGy を加

えた線量は、想定される通常運転時  kGy*2＋設計基準事故時積算線

量 602ｋGy 又は重大事故等時積算線量 500ｋGy を包絡 

*1：145.4[Gy/h]×（215[d]×24[h/d]）＝ 750 kGy 

*2：0.4 [Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×  [y]＝  kGy 
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2.4 測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ）） 

測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））に適用される環境条件を表2.4.1に示

す。 

表 2.4.1 測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））の使用環境条件 

 周囲温度 線量率 

通常運転時 約 30℃*2 0.55×10-3Gy/h*2 

重大事故等時*1 約 100℃*3 0.15×10-3Gy/h*3 

*1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 

*2：通常運転時の原子炉格納容器外におけるケーブル布設エリアでの 大計測値 

*3：重大事故等時の使用済燃料ピット周辺における温度および放射線量 

 

重大事故等時に耐環境性能を要求される測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））

の取替周期及び根拠を表2.4.2に、事故時雰囲気暴露試験の包絡性を表2.4.3に、事故

時雰囲気暴露試験後の健全性試験結果を表2.4.4に示す。 

 

表 2.4.2 測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））の使用環境条件 

取替周期 根拠 

  年 

以内 

電力共同研究「PWR における過酷事故用電気計装品に関する経年劣化評価研究

PhaseⅡ（ケーブル以外）令和元年度」 

＜加速熱劣化＞ 

・90℃×146 日のエージング 

→アレニウス換算（  [kcal/mol]（ACA））、通常運転時 30℃で  年相当と

評価 

＜放射線照射＞ 

・積算線量 100Gy（10Gy/h） 

→想定される通常運転時    Gy*1＋重大事故等時積算線量約 0.03 Gy*2を包絡 

*1：0.55×10-3[Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×    [y]＝   Gy 

*2：0.15×10-3[Gy/h]×24[h/d]× 7 [d] ＝ 0.03 Gy 

 

表 2.4.3 測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））の事故時雰囲気暴露試験 

（重大事故等時）の包絡性 

 条件（温度－時間） 

事故時雰囲気暴露試験  

重大事故等時*1  

 *1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故包絡条件 

 

表2.4.4 測温抵抗体（使用済燃料ピット温度（ＳＡ））の長期健全性試験結果 

項目 判定 

性能試験 良 
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以上の通り、事故時雰囲気暴露試験の試験条件は、実機の重大事故等時条件を包絡

し、事故時雰囲気暴露試験後の長期健全性試験結果も判定基準を満足していることか

ら、事故時環境下で健全性を維持できると判断する。 
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2.6 使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブル 

使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブルに適用される環境条件を表

2.6.1に示す。 

 

表 2.6.1 使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブルの使用環境条件 

 周囲温度 線量率 

通常運転時 約 30℃*2 0.55×10-3Gy/h*2 

重大事故等時*1 約 100℃*3 0.15×10-3Gy/h*3 

*1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 

*2：通常運転時の原子炉格納容器外におけるケーブル布設エリアでの 大計測値 

*3：重大事故等時の使用済燃料ピット周辺における温度および放射線量 

 

重大事故等時に耐環境性能を要求される使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像

信号ケーブルの取替周期及び根拠を表2.6.2に、事故時雰囲気暴露試験の包絡性を表

2.6.3に、事故時雰囲気暴露試験後の健全性試験結果を表2.6.4に示す。 

 

表 2.6.2 使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブルの使用環境条件 

取替周期 根拠 

年 

以内 

電力共同研究「PWR における過酷事故用電気計装品に関する経年劣化評価研究

PhaseⅡ（ケーブル）令和３年度」 

＜加速熱劣化＞ 

・90℃×119 日のエージング 

→アレニウス換算（  [kcal/mol]（ACA））、通常運転時 30℃で  年に相当す

ると評価 

＜放射線照射＞ 

・積算線量 300 Gy（10kGy/h 以下） 

→想定される通常運転時  Gy*1＋重大事故等時積算線量約 0.03 Gy*2を包絡 

*1：0.55×10-3 [Gy/h]×(24×365.25)[h/y]×  [y] ＝  Gy 

*2：0.15×10-3 [Gy/h]×24[h/d]× 7 [d] ＝ 0.03 Gy 

 

表 2.6.3  使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブルの事故時雰囲気暴露試験 

（重大事故等時）の包絡性 

 条件（温度－時間） 

事故時雰囲気曝暴露試験  

重大事故等時*1  

*1：使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故包絡条件 

 

表2.6.4 使用済燃料ピット状態監視カメラ用映像信号ケーブルの長期健全性試験結果 

項目 判定 

性能試験 良 
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以上の通り、事故時雰囲気暴露試験の試験条件は、実機の重大事故等時条件を包絡

し、事故時雰囲気暴露試験後の長期健全性試験結果も判定基準を満足していることか

ら、事故時環境下で健全性を維持できると判断する。 
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タイトル  電気・計装品の評価（共通項目）について 

概 要 電気・計装品の評価（共通項目）について以下に示す。 

 

説 明 

 

添付-1）電気設備評価対象機器の製造メーカ、型式等について 

添付-2）評価対象機器の保全内容及び保全実績等について 

添付-3）JEAG4623-2018で要求される試験項目の実施の有無について 

添付-4）電気計装設備のEQ管理に対する対応について 

 

 

  

別紙７ 
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タイトル  電気設備評価対象機器の製造メーカ、型式等について 

概 要 
電気設備の主な技術評価対象機器の代表機器の製造メーカ、型式等を以

下に示す。 

 

説 明 

 

評価設備 代表機器 型式 製造メーカ 

高圧ポンプ

用電動機 

海水ポンプ用電動機 全閉屋外形三相誘導電動機  

充てん／高圧注入ポンプ用

電動機 
全閉屋内形三相誘導電動機  

電動補助給水ポンプ用電動

機 
開放屋内形三相誘導電動機  

低圧ポンプ

用電動機 
ほう酸ポンプ用電動機 全閉屋内形三相誘導電動機  

電気ペネト

レーション 
ピッグテイル型 同左  

弁電動装置 RHRS入口隔離弁電動装置 SMB-3  

高圧 

ケーブル 
難燃高圧ＣＳＨＶケーブル 

高圧架橋ポリエチレン絶縁難

燃低塩酸特殊耐熱ビニルシー

ス 

 

低圧 

ケーブル 
難燃ＰＨケーブル 

難燃エチレンプロピレンゴム

絶縁難燃クロロスルホン化ポ

リエチレンシース 

 

同軸 

ケーブル 
難燃三重同軸ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁架橋ポ

リエチレン内部シース・難燃架

橋ポリエチレン外部シース 

 

ケーブル 

接続部 

気密端子箱接続 タイプD型  

直ジョイント LC-N  

三重同軸コネクタ接続 TRC-3SJ/TRC-3SP  

 

 

 

 

  

別紙７．添付-1) 
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タイトル 評価対象機器の保全内容及び保全実績等について 

概 要 絶縁低下に関連する主な保全内容及び保全実績について以下に示す。 

 

説 明 

 

（１）代表機器の保全内容 

技術評価を実施した代表機器の機器名、評価対象部位、保全項目、判

定基準及び点検頻度を別紙７．添付-2)-1に示す。 

 

（２）主な保全実績 

技術評価を実施した機器の主な補修・取替実績、実施時期及び取替理

由を別紙７．添付-2)-2に示す。 

 

 

 

 

 

別紙７．添付-2) 
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代表機器の機器名、評価対象部位、保全項目、判定基準及び点検頻度(1/4) 

評価対象設備 グループ内代表機器 評価対象部位 保全項目 判定基準 点検頻度 備考 

高圧ポンプ用電

動機 

海水ポンプ用電動機 

充てん／高圧注入ポンプ用電

動機 

電動補助給水ポンプ用電動機 

固定子コイル、口出線・接続

部品 

絶縁抵抗測定    

直流吸収試験  

  tanδ試験  

部分放電試験  

低圧ポンプ用電

動機 
ほう酸ポンプ用電動機 

固定子コイル、励磁コイル、

口出線・接続部品 
絶縁抵抗測定    

電気ペネトレー

ション 
ピッグテイル型 ポッティング材、外部リード 

絶縁抵抗測定又は機

器の動作確認   
 

弁電動装置 

RHRS 入口隔離弁電動装置 
固定子コイル、口出線・接

続部品 
絶縁抵抗測定    

T/D AFWP 蒸気元弁電動装置 

主極コイル、補極コイル、

電機子コイル、口出線・接

続部品、電磁ブレーキ 

絶縁抵抗測定    

高圧ケーブル 難燃高圧 CSHV ケーブル 絶縁体 

絶縁抵抗測定    

シース絶縁抵抗測定  

 

 

遮蔽軟銅テープ抵抗

測定 
  

直流漏れ電流試験   

低圧ケーブル 

ＫＫケーブル 

難燃ＰＨケーブル 

難燃ＳＨＶＶケーブル 

ＦＰＥＴケーブル 

絶縁体 
絶縁抵抗測定又は系

統機器の動作確認等   
 

同軸ケーブル 難燃三重同軸ケーブル２ 絶縁体、内部シース 絶縁抵抗測定 
  

  
  

  

別紙７． 添付-2)-1(1/4) 
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代表機器の機器名、評価対象部位、保全項目、判定基準及び点検頻度(2/4) 

評価対象設備 グループ内代表機器 評価対象部位 保全項目 判定基準 点検頻度 備考 

ケーブル接続部 

気密端子箱接続 LC モールド等 系統機器の動作確認 
  

 

直ジョイント 熱収縮チューブ 
絶縁抵抗測定又は系

統機器の動作確認 
 

 
 

高圧コネクタ接続 絶縁筒、保護層 絶縁抵抗測定    

電動弁コネクタ接続 オス絶縁物等 
絶縁抵抗測定又は系

統機器の動作確認  
  

三重同軸コネクタ接続 絶縁物等 絶縁抵抗測定 
  

  
  

メタルクラッド

開閉装置（メタ

クラ） 

メタクラ（安全系） 

ばね蓄勢用モータ（低圧モー

タ） 
絶縁抵抗測定  

 

 

計器用変流器（巻線形）、計器

用変圧器 
絶縁抵抗測定 

 

 
 

動力変圧器 動力変圧器（安全系） コイル 絶縁抵抗測定 
 

 
  

パワーセンタ パワーセンタ（安全系） 

保護リレー（静止形） 絶縁抵抗測定    

ばね蓄勢用モータ（低圧モー

タ） 
絶縁抵抗測定  

 

 

計器用変圧器 絶縁抵抗測定 
 

 
 

制御設備 ディーゼル発電機盤 

計器用変流器、計器用変圧器 絶縁抵抗測定 
 

 
 

 

励磁装置 絶縁抵抗測定 
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代表機器の機器名、評価対象部位、保全項目、判定基準及び点検頻度(3/4) 

評価対象設備 グループ内代表機器 評価対象部位 保全項目 判定基準 点検頻度 備考 

制御設備 ディーゼル発電機盤 励磁装置 

絶縁抵抗測定 

（絶縁試験） 
 

  tanδ試験  

直流吸収試験  

空調電動機 

空調用冷凍機用電動機 
固定子コイル（高圧）、口出

線・接続部品（高圧） 

絶縁抵抗測定  

  

直流吸収試験  

tanδ試験  

部分放電試験 
 

ディーゼル発電機室給気ファン

用電動機 

固定子コイル（低圧）、口出

線・接続部品（低圧） 
絶縁抵抗測定   

 

安全補器室排気ファン用電動機 
固定子コイル（低圧）、口出線

（低圧） 
 

空気圧縮装置 

制御用空気圧縮機用電動機 固定子コイル、口出線 

絶縁抵抗測定  

 

 
制御用空気除湿装置送風機用電

動機 

固定子コイル、口出線・接続

部品 
 

燃料取扱設備

（クレーン関

係） 

燃料取替クレーン 

電動機の固定子コイル 絶縁抵抗測定 

  

 

電磁ブレーキの固定鉄心 絶縁抵抗測定  

回転数発電機 絶縁抵抗測定  

変圧器 絶縁抵抗測定  

燃料移送装置 変圧器 絶縁抵抗測定    
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代表機器の機器名、評価対象部位、保全項目、判定基準及び点検頻度(4/4) 

評価対象設備 グループ内代表機器 評価対象部位 保全項目 判定基準 点検頻度 備考 

ディーゼル発電

設備 
ディーゼル発電機 

固定子コイル（高圧）、固定子

口出線・接続部品（高圧） 

絶縁抵抗測定    

直流吸収試験  

  tanδ試験  

部分放電試験 
 

回転子コイル（低圧）、回転子

口出線・接続部品（低圧） 
絶縁抵抗測定    

ディーゼル機関

付属設備 

温水循環ポンプ用電動機 

潤滑油プライミングポンプ用電

動機 

燃料油移送ポンプ用電動機 

固定子コイル、口出線 絶縁抵抗測定    

無停電電源 計装用電源装置 変圧器 絶縁抵抗測定    

制御棒駆動装置

用電源設備 
原子炉トリップ遮断器盤 

ばね蓄勢用モータ（低圧モー

タ） 
絶縁抵抗測定    

大容量空冷式発

電機 

大容量空冷式発電機 

固定子巻線、主回路端子ケー

ブル、主回路端子 

絶縁抵抗測定    

直流吸収試験    

回転子巻線、励磁機固定子巻

線、励磁機回転子巻線 
絶縁抵抗測定    

大容量空冷式発電機用給油ポン

プ電動機 
固定子コイル、口出線 絶縁抵抗測定    
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技術評価を実施した機器の主な補修・取替実績、実施時期及び取替理由 

評価対象設備 機器名 補修・取替実績 実施時期 取替理由 

高圧ポンプ用電

動機 

海水ポンプ用電動機 

絶縁更新 

（１台／４台） 

第 17 回定期検査時 

（2007 年度） 
予防保全 

絶縁更新 

（１台／４台） 

第 18 回定期検査時 

（2008 年度） 
予防保全 

絶縁更新 

（１台／４台） 

第 19 回定期検査時 

（2009 年度） 
予防保全 

絶縁更新 

（１台／４台） 

第 20 回定期検査時 

（2011 年度～2015 年度） 
予防保全 

充てん／高圧注入ポンプ

用電動機 

絶縁更新 

（１台／３台） 

第 15 回定期検査時 

（2004 年度） 
予防保全 

絶縁更新 

（１台／３台） 

第 16 回定期検査時 

（2006 年度） 
予防保全 

絶縁更新 

（１台／３台） 

第 18 回定期検査時 

（2008 年度） 
予防保全 

低圧ポンプ用電

動機 
ほう酸ポンプ用電動機 

本体取替 

（２台／２台） 

第 20 回定期検査時 

（2011 年度～2015 年度） 
予防保全 

低圧ケーブル 

難燃 PH ケーブル 

（ループ室内） 
ケーブル更新 

第 22 回～第 24 回定期検査時

(2018 年度～2020 年度) 
予防保全 

難燃 PH ケーブル（通路

部ケーブルトレイ内） 
ケーブル更新 

第 20 回定期検査時 

(2011 年度～2015 年度) 
予防保全 

メタルクラッド

開閉装置 

計器用変流器及び 

計器用変圧器 

本体取替 

(C 系：14 台／17 台) 

第 22 回定期検査時 

（2018 年度） 
予防保全 

本体取替 

(C 系： 2 台／17 台) 

(D 系：16 台／17 台) 

第 24 回定期検査時 

（2020 年度） 
予防保全 

パワーセンタ 

保護リレー（静止形） 

遮断器取替 

(C 系：17 台／18 台) 

第 17 回定期検査時 

（2007 年度） 
予防保全 

遮断器取替 

(D 系：16 台／18 台) 

第 18 回定期検査時 

（2008 年度） 
予防保全 

計器用変圧器 

本体取替 

(C 系：１台／１台) 

第 22 回定期検査時 

（2018 年度） 
予防保全 

本体取替 

(D 系：１台／１台) 

第 24 回定期検査時 

（2020 年度） 
予防保全 

制御設備 

ディーゼル発電機盤 
本体取替 

（２台／２台） 

第 13 回定期検査時 

（2002 年度） 
予防保全 

ディーゼル発電機盤 

（計器用変圧器） 

計器用変圧器 

（４台／４台） 

第 13 回定期検査時 

（2002 年度） 
予防保全 

電動機 
ディーゼル発電機室給気

ファン用電動機 

本体取替 

（２台／４台） 

第 25 回定期検査時 

（2021 年度～2022 年度） 
予防保全 

ディーゼル発電

機 
ディーゼル発電機 

絶縁更新 

（１台／２台） 

第 22 回定期検査時 

（2018 年度） 
予防保全 

無停電電源 計装用電源装置 
本体取替 

（４台／４台） 

第 19 回定期検査時 

（2010 年度） 
予防保全 
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タイトル JEAG4623-2018 で要求される試験項目の実施の有無について 

概 要 
電気ペネトレーション及び弁電動装置駆動部の長期健全性試験につい

て、JEAG4623-2018 で要求される試験項目の実施有無について以下に示す。 

 

説 明 

 

１）電気ペネトレーション 

電気ペネトレーションの長期健全性試験は、JEAG4623-2018（日本電気

協会 原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する

指針）（以下、「JEAG4623」という。）で呼び込んでいる IEEE Std.317-2013

に準拠した手順で実施している（別紙７．添付-3)-1）。 

 

２）弁電動装置 

弁電動装置の長期健全性試験は、IEEE Std.382-1996 に準拠した手順で

実施している。JEAG4623 で呼び込んでいる IEEE Std. 382-2006 の要求事

項の実施の有無について確認し、実施していない場合はその理由を整理

した（別紙７．添付-3)-2）。 

 

 

 

 

別紙７．添付-3) 
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 IEEE Std.317-2013 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(2/4) 

No 
IEEE Std.317-2013 要求事項 S58 年電共研 

実施有無 

IEEE Std.317-2013 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

5 

6.3.2 4) 

放射線照射の

模擬 

設計通常使用環境の放射線を設置寿命期間中模擬した
放射線を供試体に照射するものとする。設計基準事象に
よる 大累積放射線量をこの時点で含めても良い。 

○ － 

6.3.2 1)～4)の事前処理後、供試体は、漏えい試験及び
電気試験（導通、絶縁抵抗試験、耐電圧試験）に合格す
るものとする。 

○ － 

6 

6.3.3 (1) 

短絡電流及び

短絡熱容量試

験 

短絡電流及び短絡熱容量試験を行うこと。 
・設置状態を模擬し、短絡状態時に応力を受けるすべて

の構成部品を含むものとする。 
・試験は室温で実施してよいが、試験開始時の導体温度
は、定格連続電流試験時の 高温度以上とすること。 

・短絡電流試験は、定格短絡電流以上で、継続時間は
0.033 秒以上とする。短絡熱容量試験は、定格短絡熱
容量と同様の電流の二乗×時間(秒)とする。 

・短絡熱容量試験は短絡電流試験と組み合わせても良
い。 

× 

本試験の目的は、大電流通電による熱と電磁力に対する検証と考えら

れる。 

実際の電源系統では、過負荷短絡電流等の保護回路により、短絡電流

等は瞬時遮断 されるため、短時間許容温度及び熱劣化

に対して影響は無いと考えられる。 

・熱に対する影響は、電流の継続時間が非常に短く、ポッティング材

やケーブルの絶縁体の短時間許容温度及び熱劣化に対して影響は無

いと考えられる。 

・電磁力に対しては、ポッティング材内のケーブル間で吸引、反発力

が働き、ポッティング材に力が加わるが、電流の継続時間が非常に

短く、ポッティング材の健全性に対して影響は無いと考えられる。 
・試験後、漏えい試験及び電気試験（導通、耐電圧試験）
に合格するものとする。 

7 

6.3.3 (2) 

耐震試験 

・供試体は、設計使用条件に裕度を加えた条件の入力振
動スペクトルで ANSI/IEEE Std 344-1975(1980 年改
訂)に準じて耐震試験を行う。 

・試験中、供試体の全ての導体は、連続性を維持し、定
格電圧に裕度を加えたものに耐えるものとする。 

○ － 

・試験後、漏えい試験及び電気試験（耐電圧試験）に合
格するものとする。 
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 IEEE Std.317-2013 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(3/4) 

No 
IEEE Std.317-2013 要求事項 S58 年電共研 

実施有無 

IEEE Std.317-2013 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

8 

6.3.3 (3) 
過酷 DBE 環

境条件の模擬

試験 

・設計 大想定事故時の環境条件（圧力、温度、湿度、
放射線（放射線照射の模擬 に含まれない場合）化学ス
プレイ）に対する健全性を実証すること。 

・試験中、導体に定格電圧を連続的に印加するものとす
る。 ○ － 

・試験後、漏えい試験に合格するものとする。 

9 

6.3.3 (4) 

過酷 DBE 環

境条件での定

格短時間過負

荷電流試験 

・ も厳しい DBE 環境条件時の定格連続電流通電時に、
供試体の1回路が定格短時間過負荷電流及び継続時間
を通電できるものとする。 

・定格短時間過負荷電流とは 高通常環境温度で定格電
流を通電している状態で、1 つの回路が、導体温度が
短時間過負荷設計温度限度を超過せずに、規程の時間
通電することができる過負荷電流で、定格連続電流の
7倍以上で継続時間は 10 秒以上とする。 

・環境条件で、温度は 6.3.3(3)の試験中の 高温度以
上、圧力は設計圧力以上（二重導体シールの場合は内
側を加圧してもよい。）化学スプレイ、蒸気は必要はな
い。 

× 

本試験の目的は、事故時の温度、圧力が高い状態で、大電流通電によ

る熱に対する検証と考えられる。 

実際の電源系統では、過負荷・短絡電流等の保護回路により、定格短

時間過負荷試験電流は影響の少ない時間で遮断されるため、短時間許

容温度及び熱劣化に対して影響はないと考えられる。 

熱に対する影響は、電流の継続時間が非常に短く、ポッティング材や

ケーブルの短時間許容温度及び絶縁体の熱劣化に対して影響はないと

考えられる。 

・試験後、定格電圧に耐えること。漏えい試験に合格す
るものとする。 
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IEEE Std.317-2013 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(4/4) 

No 
IEEE Std.317-2013 要求事項 S58 年電共研 

実施有無 

IEEE Std.317-2013 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

10 

6.3.3 (5) 
過酷 DBE 環

境条件での定
格短絡電流試
験 

・ も厳しい DBE 環境条件時の定格連続電流通電時に、
供試体の 1 回路が定格短絡電流を通電できるものとす
る。 

・電流値及び継続時間は、短絡電流試験は、定格短絡電
流以上で、継続時間は 0.033 秒以上とする。 

・環境条件は 6.3.3(4)と同じ。 

× 

本試験の目的は、事故時の温度、圧力が高い状態で、大電流通電によ

る熱と電磁力に対する検証と考えられる。 

実際の電源系統では、過負荷短絡電流等の保護回路により、短絡電流

等は瞬時遮断 されるため、短時間許容温度及び熱劣化

に対して影響は無いと考えられる。 

・熱に対する影響は、電流の継続時間が非常に短く、ポッティング材

やケーブルの絶縁体の短時間許容温度及び熱劣化に対して影響は無

いと考えられる。 

・電磁力に対しては、ポッティング材内のケーブル間で吸引、反発力

が働き、ポッティング材に力が加わるが、電流の継続時間が非常に

短く、ポッティング材の健全性に対して影響は無いと考えられる。 

・試験後、定格電圧に耐えること。漏えい試験に合格
するものとする。 

11 

6.3.3 (6) 
過酷 DBE 環

境条件での定
格短絡熱容量
（I2t）試験 

・ も厳しい DBE 環境条件時の定格連続電流通電時に、
定格短絡熱容量(I2t)と同等の電流(A)の二乗×時間
(秒)を発生させる短絡電流を通電させる。 

・環境条件は 6.3.3(4)と同じ。 
・6.3.3(5)で試験された導体は 6.3.3(6)の試験を受け
る必要はなく、別々の供試体で実施する 

・短絡熱容量試験は短絡電流試験と組み合わせても良
い。 

× 同上 

・試験後、定格電圧に耐えること。漏えい試験に合格す
るものとする。 
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 IEEE Std.382-2006 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(1/3) 

No 
IEEE.Std 382-2006 要求事項 H19 年度電共研 

実施有無 

IEEE.Std 382-2006 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

1 

6.3.2a) 
試験前の検査 

・次項目に対する試験計画に応じて実施 
 a.制御装置の設定 
b.留め具の固定具合 

 c.原動力の駆動系 
 d.試験機器の校正状態 

○ － 

2 

6.3.2b) 
初期機能試験 

・初期データについて採取を行うこと。 

○ － 

3 

6.3.2c) 
通常熱劣化試
験 

・駆動部性能特性は熱劣化の前後に測定する。 
・熱劣化分析を行うことにより、劣化時間と温度の試
験パラメータを決定する。IEEE規格323-2003、IEEE
規格1205-2000、及びIEEE規格101-1987を指針とし
て参照する。 

○ － 

4 

6.3.2d)  
通常熱劣化試
験後の中間検
査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 

○ － 

5 

6.3.2e) 
通常放射線劣
化試験 

・設置寿命中に予想される線量に曝すものとするこ
と。 ○ － 

6 

6.3.2f) 
通常放射線劣
化試験後の中
間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 

○ － 

7 
6.3.2g) 
機械劣化試験 

・アクチュエータは当該の用途に向けての代表的なサ
イクル数だけ繰り返す。 ○ － 
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 IEEE Std.382-2006 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(2/3) 

No 
IEEE.Std 382-2006 要求事項 H19 年度電共研 

実施有無 

IEEE.Std 382-2006 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

8 

6.3.2h) 
機械劣化試験
後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 ○ － 

9 

6.3.2i) 
通常加圧サイ
クル試験 

・外部加圧の代表的な回数（e.g.15回）を駆動部の
大格納容器圧力に曝す（e.g.448ｋPag(65psig)）。 

・圧力は 大格納容器圧力までゆっくりと高め、一定
時間（e.g.3～5 分）安定を保ち、その後各圧力サイ
クルについてゆっくりと減圧する。 

○ － 

10 

6.3.2j) 
通常加圧サイ
クル試験後の
中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 

○ － 

11 

6.3.2k) 
振動劣化試験 

・0.75G又は両振幅で0.025を超えない低周波数で必要
な加速度に駆動部を曝し、その周波数を2 オクター
ブ／分の速度で、5Hzから100Hzへ、100Hzから5Hzへ
掃引させ正弦運動を印加するものとすること。 

・各直交軸に沿って90分の振動を印加するものとする
こと。 

・15分毎に模擬負荷を掛けた状態で運転を行うこと。 

○ － 

12 

6.3.2l) 
振動劣化試験
後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 × 

事故時の健全性確認が目的であり、中間・終了後の機能試験は必ず
しも必要ではないため。 

13 
6.3.2m) 
地震模擬試験 

・単周波数試験及び多周波数試験の両方の実施を推奨
する。 ○ － 
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 IEEE Std.382-2006 の長期健全性試験に関する要求事項と電共研の実施有無(3/3) 

No 
IEEE.Std 382-2006 要求事項 H19 年度電共研 

実施有無 

IEEE.Std 382-2006 の要求に対して、 

電共研で実施していない場合の理由等 試験項目 試験内容 

14 

6.3.2n) 
地震模擬試験
後の中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 ○ － 

15 

6.3.2o) 
設計基準事象
放射線暴露試
験 

・駆動部を、設計基準事象中及び設計基準事象以降、
安全関連機能を果たす必要がなくなる時までに駆動
部が受けると予想される線量に曝すものとする。 ○ － 

16 

6.3.2p) 
設計基準事象
放射線暴露試
験後の中間検
査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 

○ － 

17 

6.3.2q) 
設計基準事象
環境試験 

・設計基準事象環境の温度、圧力、湿度、又はスプレ

ー環境において運転させることとする。 

・駆動部を定格負荷条件で運転させることとする。 
○ － 

18 

6.3.2r) 
設計基準事象
環境試験後の
中間検査 

・必要に応じて初期機能試験と同様の検査を行うこ
と。 

○ － 
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タイトル 電気計装設備の EQ 管理に対する対応について 

概 要 川内２号炉の EQ 管理について以下に示す。 

 

説 明 

 

設計基準事故対処設備の EQ 管理については、ケーブル、ケーブル接続部、

電気ペネなど、機器それぞれの設置環境と健全性試験結果を基に寿命評価

結果等を網羅的にまとめた EQ 管理リストの整備が完了しており、EQ 機器

個々の評価寿命を確認する目的でリスト管理を実施している状況である。 

また、重大事故等対処設備の EQ 管理については、現在、設計基準事故対

処設備の EQ 機器と同様の EQ 管理リストを整備中であるが、設置環境に対

して余裕を持った条件での寿命評価は実施している。 

なお、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の EQ 機器のうち、

定期取替品としている電気・計装品の取替管理については、別途社内規定に

て定める取替周期に従って実施しており、設定周期が上記の機器個別の評

価寿命を超過していないことは確認している。 
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タイトル 屋外ケーブルの水トリーに対する保全内容について 

概 要 屋外ケーブルの水トリーに対する保全内容について、以下に示す。 

 

説 明 

 

屋外に敷設している高圧ケーブルについては、トレンチ内の水溜まりの

有無を定期的に目視確認することとしている。目視確認の実施頻度・確認項

目は以下の通り。 

実施頻度：  

確認項目：トレンチ内に有意な水溜りのないこと等 

 

また、水が溜まった際に自動的に排水する排水ポンプを設置しており、排

水ポンプの保全内容については以下の通り。 

 

・１次系海水管トレンチ排水ポンプ 

点検頻度：事後保全 

排水ピットの水位上昇は検出器により検知でき（警報発信）、

排水ポンプに不具合が発生した際は確認可能で、故障時は待

機側のポンプで排水する。 

 

台風などによる大雨時には、大雨が通過後に点検を実施することとして

おり、点検内容は 実施する目視確認と同様としている。 

なお、点検時にトレンチ内ケーブルが水没していた事例はない。 
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タイトル 通電による温度上昇、余裕について 

概 要  通電による温度上昇、余裕について、以下に示す。 

 

説 明 
 

添付-1) 難燃PHケーブルの健全性評価で設定した温度について 

添付-2) ピッグテイル型電線貫通部の健全性評価で設定した温度について 

添付-3) 難燃SHVVケーブルの健全性評価で設定した温度について 

添付-4) FPETケーブルの健全性評価で設定した温度について 

添付-5) 難燃高圧CSHVケーブルの健全性評価で設定した温度について 
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タイトル  難燃PHケーブルの健全性評価で設定した温度について 

概 要 
難燃PHケーブルの健全性評価で設定した温度（60℃）の根拠について、以

下に示す。 

 

説 明 

 

補足説明資料P.8 表1.1-1、P.10 表4.1-5、P.12 表4.1-6 

「ケーブル布設エリアの温度（約42℃）に通電による温度上昇と余裕を加

えた温度として設定」の「通電による温度上昇」と「余裕」の考え方は以

下の通り。 

 

・温度上昇：約13℃ 

電力用ケーブルトレイに布設されるケーブルの通電電流による温度上昇

として、通常運転時に使用されるモータ等の運転状況やケーブルの布設状

況を考慮し、別紙９．添付-1)-1のように算出した。 

 

・余裕：５℃ 

通電による温度上昇値に余裕を見込み設定した。 
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低圧ケーブルの通電電流による温度上昇計算について 

 

１．検討対象とするケーブルについて 

事故時機能要求のあるケーブル（以下、「ＥＱケーブル」という）には、電力・制御・

計装の３種類の用途のケーブルがある。これらのうち、制御・計装ケーブルについては通

電電流値が小さく、通電による温度上昇は極めて小さいと考えられる。 

また、電力ケーブルについては、通電電流による温度上昇が想定されるが、事故時機能

要求のある電力ケーブルは、電動弁の駆動モータのみであり、運転期間の動作時間はごく

僅かであり、通常運転期間中における劣化を考慮する際には影響は無視できると考えら

れる。 

しかしながら、原子炉格納容器内の通路部の一部ＥＱケーブルについては、ケーブルト

レイ（以下、「トレイ」という）内に布設しているため、ＥＱケーブル以外の周辺ケーブ

ルの通電による温度影響を考慮する必要があると考える。なお、トレイは、制御用、計装

用、電力用に分かれていることから、通電時の電流が大きい電力用トレイに関して、通電

による温度上昇を考慮する。 

 

２．温度上昇計算について 

IEEEのサマーミーティングにてストーピー氏により発表された論文*1によると、トレイ

の中に布設されている各ケーブルを一つの塊として捉えると、この中に含まれるケーブ

ル導体、絶縁体、シースは同一の温度のものに晒されると考えられている。 

上記の考え方に基づき、トレイの周囲温度と絶縁体の許容温度及びケーブルの布設形

態（ケーブル占積率）から許容できる総発生熱量を求め、これから単位断面積当たりの許

容熱発生強度を算出し、この値を基にサイズごとの許容電流を導き出し、実験による値と

差がないことが確認されている。したがって、トレイの周囲温度とトレイの中の総発熱量

およびケーブルの布設形態から、トレイ中の 高温度（絶縁体の 高使用温度）を求める

ことが可能と考え、温度上昇値の計算を行った。なお、トレイはAトレンとBトレンに分け

て施工されているが、ケーブル１本あたりの発熱量が大きい設備である格納容器再循環

ファン等の台数は同じであることから、Aトレンを代表として評価を行った。 

 

*1：J.Stolpe  Southern Carifornia Edison Co.(1970). Ampacities for  

  Cables in Randomly Filled Trays: IEEE 70 TP 557 - PWR 
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３．計算結果について 

計算には、一般的なモデルトレイ形状、実機相当のケーブル布設本数を想定した上で、

実機の通常運転時の負荷状況を想定して算出する。 

低圧ケーブルの通電電流による温度上昇は、周囲温度とケーブル絶縁体温度の差によ

り求める。 

まず、周囲温度については、添付-1)で示した以下のエリアに設置されているため、42℃

を用いる。 

布設区分 温度[℃] 

通路部（ケーブルトレイ） 42 

 

次に、ケーブルの絶縁体温度については、「表１ 原子炉格納容器内低圧電力トレイ（モ

デルトレイ）の発熱量」に示すモデルトレイにて算出する。本表に示す通り、ケーブルの

発熱量は  [watt/m]であり、余裕を加えた  [watt/m]として計算を行い、絶縁体

温度は ℃となったことから、温度上昇値は12.67℃となる。 

なお寿命評価においては、さらに若干の余裕を見込み温度上昇値を18℃として計算を

行っている。 

具体的には、（１）式より、周囲温度Taと総発熱量Wからケーブル総体の平均表面温度

Tcを求め、そこから（２）式より、絶縁体温度Tmを求めている。 

 

 W= hAs(Tc-Ta) + δAs ε[(Tc+273)4 - (Ta+273)4]  ・・・（１） 

  W :単位長さ当りのトレイの中での総発熱量 [watt/cm] ⇒  

  h :トレイの総括対流伝熱係数 [watt/cm2・℃] ⇒  

  Ta :周囲温度[℃] ⇒42 

  δ :ステファン・ボルツマン定数[watt/cm2・K4] ⇒5.67×10-12 

  ε：ケーブル総体とトレイ表面の熱放射（輻射率） ⇒  

  As :トレイ単位長さ当たりのケーブル表面積[cm2] ⇒  

より、 

  Tc :ケーブル総体の平均表面温度[℃] ⇒  

 

 Tm = Tc +ΔTc [℃]               ・・・（２） 

  ΔTc :ケーブル総体の中での温度降下[℃] ⇒  

より、 

Tm :ケーブルの絶縁体の 高温度[℃] ⇒  

 

なお、 

 ΔTc = Wρd / 8w [℃]              ・・・（３） 

  ρ :ケーブル総体の中での熱抵抗 [℃・cm/watt] ⇒400 

  d ：ケーブル総体深さ [cm] ⇒  

  w ：ケーブル総体の幅（トレイの幅）[cm] ⇒  
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表１ 原子炉格納容器内低圧電力トレイ（モデルトレイ）の発熱量 

実機プラントケーブル本数*1 モデルトレイ（300mm×150mm）ケーブル状況、発熱量 

 

  
 

 

 

   
 

 
 

  

 

 

     

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 原子炉格納容器内低圧電力ケーブルの通電状況 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 122.5 ○    2A 格納容器再循環ファン 

 122.5 ○    2A 格納容器再循環ファン 

 122.5 ○    2B 格納容器再循環ファン 

 122.5 ○    2B 格納容器再循環ファン 

 120 ○    2A 原子炉容器室冷却ファン 

 39    ○ 2A 蓄圧タンク出口弁 

 25.5    ○ 2A 格納容器空気浄化ファン 

 19    ○ 2A RHRS 入口弁（内隔離弁） 

 4    ○ 2 号加圧器 A逃がし元弁 

 1.05    ○ 2A IAS 格納容器内供給元弁 

 0.64    ○ 2A C/V 圧力逃し装置 A 第 1隔離弁（内隔離弁） 

 0.64    ○ 2C ループ高温側サンプル弁（内隔離弁） 

 0.64    ○ 2A C/V 雰囲気サンプル取出弁（内隔離弁） 

 1.4    ○ 2A C/V 上部区画雰囲気サンプル元弁 

 1.4    ○ 2A S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 

 1.4    ○ 2B S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 

 1.4    ○ 2C S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 
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タイトル ピッグテイル型電線貫通部の健全性評価で設定した温度について 

概 要 
ピッグテイル型電線貫通部の健全性評価で設定した温度の根拠について、以

下に示す。 

 

説 明 

 

補足説明資料P.66「ピッグテイル型電線貫通部の各部位の環境条件は、上

記の使用条件の温度40℃に、ケーブルの通電による温度上昇も考慮した温度

としている。」の「温度上昇」の考え方は、以下の通り。 

 

温度上昇（下記算出方法による） 

・ポッティング材：約５℃ 

・外部リード：約７℃（低圧電力用のみ考慮） 

 

＜温度上昇値の算出方法＞ 

供試体を用いた通電試験時の温度測定値から、単位長さあたりの総発熱量

と温度上昇値との相関関係を得て、各ピッグテイル型電線貫通部の通常運転

時の通電電流値や導体断面積等から温度上昇値が 大となるものを求めた結

果、下記の温度上昇値であった。 

 

・供試体の単位長さあたりの総発熱量： ［W/mm］ 

・供試体（ポッティング材）の温度上昇値： ［℃］ 

・供試体（外部リード）の温度上昇値： ［℃］ 

・実機の単位長さあたりの総発熱量： ［W/mm］ 

 

ポッティング材の温度上昇値 

 ＝ ［℃］× ［W/mm］÷ ［W/mm］＝ ［℃］ 

外部リードの温度上昇値 

 ＝ ［℃］× ［W/mm］÷ ［W/mm］＝ ［℃］ 

 

 

以上により、ポッティング材の温度上昇値を約５℃、外部リードの温度上昇

値を約７℃とした。 
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タイトル 難燃SHVVケーブルの健全性評価で設定した温度について 

概 要 
難燃SHVVケーブルの健全性評価で設定した温度の余裕の考え方につい

て、以下に示す。 

 

説 明 

 

技術評価書（低圧ケーブル）P.19 表2.3-5の「原子炉格納容器外の内、

環境条件が厳しいケーブル布設エリアの温度（約40℃）に通電による温度上

昇と余裕を加えた温度として設定」の「通電による温度上昇」と「余裕」の

考え方は以下の通り。 

 

・温度上昇：約18℃ 

電力用ケーブルトレイに布設されるケーブルの通電電流による温度上昇

として、通常運転時に使用されるモータ等の運転状況やケーブルの布設状

況を考慮し、別紙９．添付-3)-1のように算出した。 

 

 

・余裕：２℃ 

通電による温度上昇値に余裕を見込み設定した。 
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低圧ケーブルの通電電流による温度上昇計算について 

 

１．検討対象とするケーブルについて 

事故時機能要求のあるケーブル（以下、「ＥＱケーブル」という）には、電力・制御・

計装の３種類の用途のケーブルがある。これらのうち、制御・計装ケーブルについては通

電電流値が小さく、通電による温度上昇は極めて小さいと考えられる。 

また、電力ケーブルについては、通電電流による温度上昇が想定されるが、事故時機能

要求のある電力ケーブルは、電動弁の駆動モータのみであり、運転期間の動作時間はごく

僅かであり、通常運転期間中における劣化を考慮する際には影響は無視できると考えら

れる。 

しかしながら、原子炉格納容器外の通路部の一部ＥＱケーブルについては、ケーブルト

レイ（以下、「トレイ」という）内に布設しているため、ＥＱケーブル以外の周辺ケーブ

ルの通電による温度影響を考慮する必要があると考える。なお、トレイは、制御用、計装

用、電力用に分かれていることから、通電時の電流が大きい電力用トレイに関して、通電

による温度上昇を考慮する。 

 

２．温度上昇計算について 

IEEEのサマーミーティングにてストーピー氏により発表された論文*1によると、トレイ

の中に布設されている各ケーブルを一つの塊として捉えると、この中に含まれるケーブ

ル導体、絶縁体、シースは同一の温度のものに晒されると考えられている。 

上記の考え方に基づき、トレイの周囲温度と絶縁体の許容温度及びケーブルの布設形

態（ケーブル占積率）から許容できる総発生熱量を求め、これから単位断面積当たりの許

容熱発生強度を算出し、この値を基にサイズごとの許容電流を導き出し、実験による値と

差がないことが確認されている。したがって、トレイの周囲温度とトレイの中の総発熱量

およびケーブルの布設形態から、トレイ中の 高温度（絶縁体の 高使用温度）を求める

ことが可能と考え、温度上昇値の計算を行った。なお、トレイはAトレンとBトレンに分け

て施工されているが、ケーブル１本あたりの発熱量が大きい設備である使用済燃料ピッ

ト排気フィルタヒータ等の台数は同じであることから、Aトレンを代表として評価を行っ

た。 

 

*1：J.Stolpe  Southern Carifornia Edison Co.(1970). Ampacities for  

  Cables in Randomly Filled Trays: IEEE 70 TP 557 - PWR 
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３．計算結果について 

計算には、一般的なモデルトレイ形状、実機相当のケーブル布設本数を想定した上で、

実機の通常運転時の負荷状況を想定して算出する。 

低圧ケーブルの通電電流による温度上昇は、周囲温度とケーブル絶縁体温度の差によ

り求める。 

まず、周囲温度については、原子炉格納容器外の設計平均温度40℃を用いる。 

 

布設区分 温度[℃] 

原子炉格納容器外 40 

 

次に、ケーブルの絶縁体温度については、「表１ 原子炉格納容器外低圧電力トレイ（モ

デルトレイ）の発熱量」に示すモデルトレイにて算出する。本表に示す通り、ケーブルの

発熱量は  [watt/m]であり、余裕を加えた  [watt/m]として計算を行い、絶縁体

温度は ℃となったことから、温度上昇値は17.60℃となる。 

なお寿命評価においては、さらに若干の余裕を見込み温度上昇値を18℃として計算を

行っている。 

具体的には、（１）式より、周囲温度Taと総発熱量Wからケーブル総体の平均表面温度

Tcを求め、そこから（２）式より、絶縁体温度Tmを求めている。 

 

 W= hAs(Tc-Ta) + δAs ε[(Tc+273)4 - (Ta+273)4]  ・・・（１） 

  W :単位長さ当りのトレイの中での総発熱量 [watt/cm] ⇒  

  h :トレイの総括対流伝熱係数 [watt/cm2・℃] ⇒  

  Ta :周囲温度[℃] ⇒40 

  δ :ステファン・ボルツマン定数[watt/cm2・K4] ⇒5.67×10-12 

  ε：ケーブル総体とトレイ表面の熱放射（輻射率） ⇒  

  As :トレイ単位長さ当たりのケーブル表面積[cm2] ⇒  

より、 

  Tc :ケーブル総体の平均表面温度[℃] ⇒  

 

 Tm = Tc +ΔTc [℃]               ・・・（２） 

  ΔTc :ケーブル総体の中での温度降下[℃] ⇒  

より、 

  Tm :ケーブルの絶縁体の 高温度[℃] ⇒  

 

なお、 

 ΔTc = Wρd / 8w [℃]              ・・・（３） 

  ρ :ケーブル総体の中での熱抵抗 [℃・cm/watt] ⇒400 

  d ：ケーブル総体深さ [cm] ⇒  

  w ：ケーブル総体の幅（トレイの幅）[cm] ⇒  
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表１ 原子炉格納容器外低圧電力トレイ（モデルトレイ）の発熱量 

実機プラントケーブル本数*1 モデルトレイ（300mm×150mm）ケーブル状況、発熱量 
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表２ 原子炉格納容器外低圧電力ケーブルの通電状況(1/5) 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 266.7 ○    2C1 原子炉コントロールセンタ 

266.7 ○    2C1 原子炉コントロールセンタ 

266.7 ○    2C1 原子炉コントロールセンタ 

266.7 ○    2C2 原子炉コントロールセンタ 

266.7 ○    2C2 原子炉コントロールセンタ 

266.7 ○    2C2 原子炉コントロールセンタ 

99.1 ○    2A ディーゼル発電機コントロールセンタ 

 299.7 ○    2A 使用済燃料ピット排気フィルタヒータ 

299.7 ○    2B 使用済燃料ピット排気フィルタヒータ 

236.2 ○    2A ヒートトレース用電源 

 122.5 ○    2A 格納容器再循環ファン 

122.5 ○    2A 格納容器再循環ファン 

122.5 ○    2B 格納容器再循環ファン 

122.5 ○    2B 格納容器再循環ファン 

90 ○    2A 使用済燃料ピットポンプ 

90 ○    2A 使用済燃料ピットポンプ 

90 ○    2C1 使用済燃料ピットポンプ 

90 ○    2C1 使用済燃料ピットポンプ 

103 ○    2A 使用済燃料ピット排気ファン 

103 ○    2A 使用済燃料ピット排気ファン 

194.4 ○    2A 制御用空気圧縮機 

 140    ○ 2A 安全補機室排気ファン 

120 ○    2A 原子炉容器室冷却ファン 

91.9 ○    2K 計装用電源装置（主系） 

194.4   ○  2A 安全補機室排気フィルタヒータ 

131.2 ○    2EF 計装用電源装置（従系） 

81    ○ 事故後サンプリング A コントロールセンタ 

 85.3 ○    2A 充電器盤 

 23.6    ○ 2AC 計装用後備電源装置 
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表２ 原子炉格納容器外低圧電力ケーブルの通電状況(2/5) 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 115 ○    2A 中央制御室空調ファン 

59    ○ 2A 後備充電器盤 

 
61 ○    2A 安全補機室給気ファン 

50 ○    Web サーバ用 UPS 電源切替盤（常用） 

 

60   ○  2 号蓄圧タンク充てんポンプ 

39    ○ 2A 蓄圧タンク出口弁 

64.8    ○ 2A アニュラス空気浄化フィルタヒータ 

39.4    ○ 2 号 A/B A 運転保安照明変圧器（2LT-13） 

48   ○  2A 湧水サンプポンプ 

 24    ○ 2A 格納容器空気浄化ファン 

37.5    ○ 2A アニュラス空気浄化ファン 

52 ○    2A 安全補機開閉器室空調ファン 

52 ○    2A 中央制御室循環ファン 

33.5   ○  2A 中央制御室非常用循環ファン 

39    ○ 2A 主給水隔離弁(外隔離弁) 

39.4   ○  2A 制御用空気除湿装置 

48 ○    2A 空調用冷水ポンプ 

1.3    ○ 2 号 AM 設備電源盤(2AMPC) 

 23.6 ○    2A 計装用電源装置 

19    ○ 2A RHRS 入口弁（内隔離弁） 

20.5 ○    2A 蓄電池室給気ファン 

23.6 ○    2C 計装用電源装置 

9    ○ 2 号 SFP 冷却器冷却水戻り B ヘッダ隔離弁 

24.5   ○  2A 1 次系補給水ポンプ 

30   ○  2A 燃料取替用水ポンプ 

 6.5 ○    4-2C メタクラモータスペースヒータ電源 

8.75   ○  2A ほう酸ポンプ 

8.75   ○  2A ほう酸ポンプ 

19    ○ 2A 低温側低圧注入弁（外隔離弁） 

19    ○ 2A 余熱除去ポンプ供給弁 

19    ○ 2A RHRS-C/V 再循環弁（外隔離弁） 

51.2    ○ 2A 放射線監視設備試料採取装置分電盤 

9    ○ 2 号 SFP 冷却器冷却水供給 A ヘッダ隔離弁 
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表２ 原子炉格納容器外低圧電力ケーブルの通電状況(3/5) 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 15.7    ○ 2 号補助建屋排気筒サンプラパッケージ 

15.7    ○ 2 号格納容器排気筒サンプラパッケージ 

4.3 ○    2A 充てん/高圧注入ポンプ補助油ポンプ 

4.3    ○ 2B 充てん/高圧注入ポンプ補助油ポンプ 

8.2   ○  2A ほう酸注入タンクヒーター 

4    ○ 2 号加圧器 A 逃がし元弁 

4.6    ○ 2 号充てんライン第 1 隔離弁 

13.1   ○  2A1 ほう酸タンクヒーター 

13.1   ○  2B1 ほう酸タンクヒーター 

4.6    ○ 2 号体積制御タンク第 1 出口弁 

6    ○ 2 号 CH/SI ポンプ A 非常用補給弁 

6    ○ 2B 2C CH/SI ポンプ入口ヘッダ第 1 弁 

6    ○ 2A 2B CH/SI ポンプ入口ヘッダ第 2 弁 

9    ○ 2B 2C CH/SI ポンプ出口ヘッダ第 1 弁 

9    ○ 2A 2B CH/SI ポンプ出口ヘッダ第 2 弁 

2.85    ○ 2A RCP 封水注入ライン第 1 隔離弁 

3.7    ○ 2A CH/SI ポンプミニマムフロー隔離弁 

3.7    ○ 2B CH/SI ポンプミニマムフロー隔離弁 

3.7    ○ 2C CH/SI ポンプミニマムフロー隔離弁 

3.7    ○ 2 号 RCP 封水戻りライン第 2 隔離弁 

4.6    ○ 2 号ほう酸注入タンク A 入口弁 

4.6    ○ 2 号ほう酸注入タンク A 出口弁（外隔離弁） 

4.6    ○ 2 号低温側高圧補助注入弁(外隔離弁） 

6.6 ○    2 号 C/T,I/B,A 運転保安照明変圧器（2LT-22) 

1.4    ○ 2A RHR ポンプミニマムフロー弁 

3.4    ○ 2 号高温側高圧補助注入弁(外隔離弁） 

2.1    ○ 2 号低温側高圧補助注入弁(外隔離弁）前弁 

12.5    ○ 2A RHRS-CH/SI ポンプ連絡弁 

16    ○ 2A RHR クーラ出口連絡弁 

2.1    ○ 2 号高温側高圧補助注入弁(外隔離弁）前弁 
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表２ 原子炉格納容器外低圧電力ケーブルの通電状況(4/5) 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 5.3   ○  2A 制御用空気圧縮機室排気ファン 

7.6   ○  2A 制御用空気圧縮機室給気ファン 

4.9   ○  2A 補助給水ポンプ室排気ファン 

10   ○  2A 補助給水ポンプ室給気ファン 

7.6   ○  2C 補助給水ポンプ室排気ファン 

10   ○  2C 補助給水ポンプ室給気ファン 

10 ○    2A 蓄電池室排気ファン 

15.7    ○ 2 号復水器排気ガスモニタサンプラパッケージ 

0.74    ○ 2A T/DAFWP 蒸気管ドレントラップバイパス弁 

1.4    ○ 2 号 C/V 出口主蒸気管 A ドレントラップバイパス弁 

1.4    ○ 2B 主蒸気隔離弁上流ドレントラップバイパス弁 

4.6    ○ 2A 主蒸気逃がし弁元弁 

0.3    ○ 2A 電動補助給水ポンプ純水入口弁 

1.8    ○ 2A よう素除去薬注弁 

9    ○ 2A スプレイポンプ供給弁 

12.5    ○ 2A スプレイクーラ出口弁（外隔離弁） 

9    ○ 2A CSS-C/V 再循環弁(外隔離弁) 

1.1    ○ 2A 2B 主蒸気管主給水管貫通孔冷却水入口弁 

4    ○ 2C 2D C/V 再循環ユニット冷却水入口弁 

4    ○ 2A C/V 再循環ユニット冷却水出口弁 

4     2B C/V 再循環ユニット冷却水第 2 出口弁 

3.4    ○ 2A 余熱除去冷却器冷却水出口弁 

3.4    ○ 2A スプレイ冷却器冷却水第 2 出口弁 

3.4    ○ 2 号 CRDM 冷却水入口弁(外隔離弁) 

7.4    ○ 2 号補機冷却水戻り C ヘッダ止弁 

5.5    ○ 2 号 RCP 冷却水第 1 入口弁 

5.5    ○ 2 号 RCP 冷却水第 2 出口弁(外隔離弁) 

8.1 ○    2A 空調用冷凍機制御盤 

1.8    ○ 2B C/V 出口主蒸気管ドレン元弁（外隔離弁） 

1.8    ○ 2B 主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁） 

1.8    ○ 2C 主蒸気隔離弁上流ドレン元弁（外隔離弁） 
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表２ 原子炉格納容器外低圧電力ケーブルの通電状況(5/5) 

ケーブル 

サイズ 

［sq］ 

負荷 

電流 

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 

負荷名称 
連続 切替 間欠 停止 

 1.8    ○ 2A 補機冷却クーラ海水出口第 2 弁 

1.8    ○ 2B 補機冷却クーラ海水出口第 2 弁 

1.1    ○ 2 号 IAS ヘッダ連絡管 2A ヘッダ隔離弁 

1.1    ○ 2A IAS 主蒸気逃し弁等供給元弁 

1.1    ○ 2A IAS 格納容器隔離弁(外隔離弁) 

1.05    ○ 2A IAS 格納容器隔離弁 

3.4    ○ 2 号消火用水格納容器入口弁(外隔離弁) 

0.64    ○ 2A C/V 圧力逃し装置 A 第 1 隔離弁(内隔離弁) 

0.64    ○ 2C ループ高温側サンプル弁(内隔離弁) 

13    ○ 2A RHRS 入口隔離弁 

0.64    ○ 2A C/V 雰囲気サンプル取出弁（内隔離弁） 

1.4    ○ 2A C/V 上部区画雰囲気サンプル元弁 

1.4    ○ 2A S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 

1.4    ○ 2B S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 

1.4    ○ 2C S/G ループ室内上部 A サンプル元弁 
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タイトル FPETケーブルの健全性評価で設定した温度について 

概 要 
FPETケーブルの健全性評価で設定した温度の若干の余裕の考え方につい

て、以下に示す。 

 

説 明 

 

技術評価書（低圧ケーブル）P.20 表2.3-7の「原子炉格納容器外でのケ

ーブル布設エリアの温度（約26℃）に余裕を加えた温度として設定」の「余

裕」の考え方は以下の通り。 

 

・余裕：４℃ 

設計平均温度に余裕を見込み設定した。 
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タイトル 難燃高圧CSHVケーブルの健全性評価で設定した温度について 

概 要 
難燃高圧CSHVケーブルの健全性評価で設定した温度（70℃）の根拠につい

て、以下に示す。 

 

説 明 

 

技術評価書（高圧ケーブル）P.10 表2.3-1  

「原子炉格納容器外でのケーブル布設エリアの温度（約40℃）に通電によ

る温度上昇と余裕を加えた温度として設定」の「通電による温度上昇」と

「余裕」の考え方は以下の通り。 

 

・温度上昇：約27℃ 

ケーブルの通電電流による温度上昇として、通常運転時の通電状況を考

慮し、別紙９．添付-5)-1のように算出した。 

 

・余裕：３℃ 

通電による温度上昇値に余裕を見込み設定した。 
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高圧ケーブルの通電電流による温度上昇計算について 

 

一般に、通電電流と導体温度との間には以下の関係がある。 

 

 ｎ・γ・Rth・I2 
T1-T0= 
   η2 

ここで、 

T1：導体温度［℃］ 
T0：周囲温度［℃］ 
I：通電電流［A］ 
ｎ：ケーブル線芯数 
γ：導体抵抗［Ω/cm］ 
Rth：ケーブル全熱抵抗［℃・cm/W］ 
η：多条布設の場合の電流低減値 

である。 

導体温度は絶縁体温度と同じであると見なせ、上式により通電電流による絶縁体温度が

算出できる。 

ここで、高圧ケーブルの諸定数は表１に示す通りである。 

表１ 高圧ケーブル諸定数 

導体サイズ 

［mm2］ 

導体抵抗 

［Ω/cm at 60℃］ 

全熱抵抗 

［℃・cm/W］ 電流低減値 

難燃高圧 CSHV ケーブル 

 2.17×10-6 95.8 

0.75*1  1.44×10-6 86.1 

 8.90×10-7 74.8 

*1：日本電線工業会規格 JCS 第 168 号（2016 年）では、2本密着布設で 0.85、3 本密着布

設で 0.80、6 本以上の密着布設で 0.70 と規定されており、これより実機のケーブル

布設状態（数本のケーブルが若干の間隔を持って布設）を考慮して 0.75 とした。 

 

実機プラントの高圧電力ケーブルの通常運転時における通電状況を表２に示す。 

 なお、A トレン、B トレンの高圧電力ケーブル間において負荷数・通電時の運転の負荷

状況に大きな差がないことからA トレンの負荷を代表として評価する。 
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表２ 安全系高圧電力ケーブルの通電状況 

ケーブルサ

イズ［sq］ 

負荷電流

［A］ 

通常時の運転の負荷状況 
負荷名称 

連続 切替 間欠 停止 

 298.0    ○ 2A ディーゼル発電機 

 298.0    ○ 2A ディーゼル発電機 

 201.2 ○    3-2C 動力変圧器 

 74.0    ○ 2A 格納容器スプレイポンプ 

 32.0 ○    2A 原子炉補機冷却水ポンプ 

 32.0 ○    2B 原子炉補機冷却水ポンプ 

 42.0 ○    2A 海水ポンプ 

 42.0 ○    2B 海水ポンプ 

 81.0 ○    2A 充てん／高圧注入ポンプ 

 81.0    ○ 2B1 充てん／高圧注入ポンプ 

 26.0    ○ 2A 余熱除去ポンプ 

 43.2    ○ 2A 電動補助給水ポンプ 

 15.0 ○    2A 空調用冷凍機 

 

表２に示す高圧ケーブルのうち、通常運転時の温度上昇が 大であると考えられる以下

のケーブルについて、導体温度と周囲温度の差（＝温度上昇値）を求める。*1 

 

〇3-2C 動力変圧器 

 3×1.44×10-6×86.1×201.22 
T1-T0＝                 ＝26.8［℃］ 
    0.752 

 

以上により、ケーブルの温度上昇値は約 27［℃］とする。 

 

*1：負荷電流が も大きい負荷は2A ディーゼル発電機であるが、通常時は停止してお

り、負荷電流による発熱がないことから、通常時の運転の負荷状況が連続である負荷

の内、 も負荷電流が大きい負荷である3-2C 動力変圧器を選定した。 
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タイトル ＩＳＬＯＣＡ環境下における機器への影響について 

概 要 
ＩＳＬＯＣＡ環境下における機器の経年劣化評価への影響について以下に

示す 

 

説 明 

 

川内２号炉のＩＳＬＯＣＡ環境下で使用する電気計装品には、ほう酸注

入ライン流量、余熱除去ループ流量、格納容器圧力、蒸気ライン圧力、補助

給水流量、充てん／高圧注入ポンプ用電動機及びこれらの機器のケーブル

がある。 

これらの機器がＩＳＬＯＣＡ環境下にさらされた場合の健全性確認は、許

認可等で審査いただいている通りとなっている。（ 添付-1）参照 ） 

 

許認可等で評価している川内２号炉のＩＳＬＯＣＡ環境下において機能

要求のある機器の設置環境におけるＩＳＬＯＣＡプロファイルを次項に示

す。同事故時プロファイルでは、最高温度約108℃まで上昇するが、事象発

生から 時間後には約 ℃まで低下する。なお、許認可等の審査では、３時

間後に余熱除去ポンプ入口弁の閉操作が完了する（漏えい停止）こととして

いる。 

 

このプロファイルの解析期間におけるＩＳＬＯＣＡ時の機器の劣化量は

次頁に記載の通り、通常時環境（原子炉格納容器外の設計平均温度である

40℃）での劣化量に換算*1すると、約6.5日分の劣化量に相当することにな

る。 

この劣化量については、点検間隔（法定13ヵ月）からすると考慮を要する

劣化量ではなく、通常の点検間隔での現状保全により機器の健全性の維持

は可能であると考える。 

 

なお、このプロファイルの解析期間以降については、プロファイル最終時

点の環境温度は約 ℃であり、対象機器の中で最も耐熱性が低い伝送器を

考慮しても、メーカ設計仕様の最高温度（125℃）以下になっており、対象

機器の機能要求のある期間（SA ７日間）の健全性に影響を与えるレベルで

はないと考える。 

 

*1：対象機器に使用されている有機物の活性化エネルギーを kcal/molと

する。 
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タイトル 
 ＩＳＬＯＣＡ環境下で使用する電気・計装品の健全性確認に関する許認

可等での説明資料の抜粋について 

概 要 
ＩＳＬＯＣＡ環境下で使用する電気・計装品の健全性確認及び説明資料

の該当部を以下に示す。 

 

説 明 

  

（１）健全性確認 

ＩＳＬＯＣＡ環境下で使用する電気・計装品の設置場所、環境条件及

び機器仕様について、許認可等での説明資料の記載を踏まえた健全性確

認結果を別紙１０．添付-1)-1に示す。 

 

 

（２）許認可等での説明資料の該当部 

  健全性に関する許認可等での説明資料の該当部の抜粋を以下に示す。 

 

・別紙１０．添付-1)-2： 

新規制基準への適合性確認のための原子炉設置許可申請書 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準」に係る適合状況説明資料 

（川内原子力発電所１号、２号炉審査資料 ＳＡ－082改70 平成26

年9月8日） 

 

・別紙１０．添付-1)-3： 

新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書 添付資料６ 

「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」 

（川内原子力発電所１号、２号炉審査資料 ＫＯ-２２３改1 平成27

年5月13日） 
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新規制基準への適合性確認のための原子炉設置許可申請書 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料【抜粋】 

（川内原子力発電所１号、２号炉審査資料 ＳＡ－082改70 平成26年9月8日） 
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タイトル 川内１号炉の高経年化技術評価との相違点について 

概 要 
川内１号炉の高経年化技術評価（絶縁低下）との相違点について、以下に

示す。 

 

説 明 

 

川内１号炉と川内２号炉の高経年化技術評価（絶縁低下）において、相違

点を以下に記す。 

 

１．評価対象設備の相違 

① 対象設備の相違 

・川内１号炉及び川内２号炉の主な相違点を別紙１１．添付-1）に整理 

した。 

なお、川内１号炉及び川内２号炉の共用設備については、評価書の 

別冊「共用設備（他号炉設備）の技術評価」にて評価を実施している 

ため、相違はなし。 

 

② 設備仕様の相違 

・川内１号炉及び川内２号炉の主な相違点を別紙１１．添付-1）に整理 

した。 

 

２．評価手法の相違 

なし 

 

３．評価条件の相違 

① 通常運転時の使用条件（温度、放射線） 

なし 

（環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のある電気・計装 

品の評価期間を算定するために用いる環境条件は、ループ室や加圧 

器上部などの区画で大別し、電気・計装品が設置されている箇所で温 

度、線量が高いと考えられる箇所を測定した結果の最大値に余裕を 

加えた値にて設定している。 

なお、上記環境条件については、原子力安全・保安院指示文書「原子 

炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査実施 

について（平成19･07･30原院第5号 平成19年10月30日 NISA-167b- 

07-1）」に基づき実施した原子炉格納容器内のケーブル布設環境（温 

度・放射線線量率）の調査結果及び川内１号炉の調査結果も踏まえて 

設定しているため、１号炉と２号炉で、その数値に差異はなく、通常 

運転時の環境条件の差によって総合評価、高経年化への対応に差が 

生じるものはない。） 
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説 明 
 

② 通電による温度上昇値 

・別紙９で示す通り、ケーブル等の通電による温度上昇値を通常運転時

の通電電流による発熱量や布設状況等により算出した結果、下記部

位について、１・２号炉で温度上昇値の相違がある。 

〔ピッグテイル型電線貫通部〕 

ポッティング材 １号炉：約4℃、２号炉：約5℃ 

外部リード（低圧電力用のみ） １号炉：約6℃、２号炉：約7℃ 

 

４．評価結果の相違 

なし 

（設備仕様の相違、評価条件の相違によって、総合評価、高経年化への

対応に相違点はない。） 

 

以上 
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川内１号炉及び川内２号炉の主な相違点 

 

【電気ペネトレーション】 

 １号炉 ２号炉 相違点 

ピッグテイル型 
電線貫通部 
（外部リード） 

・シリコーンゴム 

・シリコーンゴム 
・エチレンプロピレンゴム 
・難燃エチレンプロピレン

ゴム 

設備仕様の相違 
（絶縁体材料） 

 

【ケーブル】 

 １号炉 ２号炉 相違点 

同軸ケーブル 

難燃三重同軸ケーブル１：  

事故時雰囲気機能要求あり 

 

難燃三重同軸ケーブル２：

事故時雰囲気機能要求なし  

難燃三重同軸ケーブル１：  

事故時雰囲気機能要求なし 

 

難燃三重同軸ケーブル２：

事故時雰囲気機能要求あり  

設備仕様の相違 
（事故時雰囲気機能

要求） 

ケーブル接続部 
電動弁コネクタ接続１ 

電動弁コネクタ接続２ 
電動弁コネクタ接続 対象設備の相違 
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タイトル 
電気ペネトレーションのうち設計基準事故時環境において絶縁機能を要

求される機器に給電している電気ペネトレーションの種類、外部リードの
種類及び給電している事故時機能要求機器の整理について 

概 要 

電気ペネトレーションのうち設計基準事故時環境において絶縁機能を要

求される機器に給電している電気ペネトレーションの種類、外部リードの

種類及び給電している事故時機能要求機器の整理について以下に示す。 

 

説 明 

 

川内２号炉の電気ペネトレーションのうち設計基準事故時環境において

絶縁機能を要求される機器に給電している電気ペネトレーションの種類、

外部リードの種類及び給電している事故時機能要求機器（例）について、下

表に整理する。 

 

用途 
電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ 

種類 

外部リード 

種類 

設計基準事故時環境下において 

機能要求のある機器(例) 

低圧動力 ピッグテイル型 ２ 
加圧器逃がし弁元弁 

蓄圧タンク出口弁 等 

制御 ピッグテイル型 ２ 
加圧器逃がし弁 

加圧器水位第１制御弁 等 

計装 

ピッグテイル型 １－１ 
１次冷却材高温側温度（狭域） 

加圧器圧力 等 

三重同軸型 
－ 

(1種類のみ) 
格納容器内高レンジエリアモニタ 
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タイトル 
事故時環境下において、機能要求のある電気・計装品の環境調査の実施方

針他について 

概 要 
 事故時環境下において、機能要求のある電気・計装品の環境調査の実施方

針他について、以下に示す。 

 

説 明 
 

事故時環境下において機能要求のある電気・計装設備（以下「EQ機器」

という。）の管理のために、設置環境が変化することによる評価寿命への

影響を確認することを目的として、環境条件の調査を実施することとして

いる。 

 

調査範囲：EQ機器が設置されている原子炉格納容器内、主蒸気配管室及

び使用済燃料ピットエリアを対象に調査を実施。 

頻度：1回／10年程度としており、30年目以降においても環境調査を実

施している。また、以下のようなEQ機器の設置環境が著しく変化

するような改造工事等を行った場合は必要に応じ測定を実施。 

方法：格納容器内をループ室、加圧器室上部／下部、通路部等の各区画

に大別し、各区画内のEQ機器が設置されている箇所で、線量、温

度が高いと考えられる箇所を測定。 

実績 ：【30年目の評価】 

川内２号炉第17定検後～第18定検前（2007年9月～2008年11

月）１サイクルの測定結果より設定。 

【40年目の評価】 

川内２号炉第22回定検後～23回定検前（2018年8月～2019年10

月）１サイクルの測定結果より設定。 
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タイトル 
ＮＲＡ技術報告｢重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析｣

（NTEC-2019-1002）に示された知見を反映した評価について 

概 要 
 ＮＲＡ技術報告｢重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析｣

（NTEC-2019-1002）に示された知見を反映した評価について、以下に示す。 

 

説 明 
 

ＮＲＡ技術報告｢重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析｣

（NTEC-2019-1002）（以下、「ＮＲＡ技術報告」という。）では、蒸気暴

露中においては、温度上昇及び蒸気による吸湿により、ケーブルの絶縁が

低下することが分かっており、重大事故時の蒸気環境下に暴露されて計装

ケーブルの絶縁抵抗が低下すると、検出器の種類や回路構成等により、重

大事故時に監視するパラメータの測定結果に含まれる誤差が大きくなる可

能性があるとの知見が示されている。本知見の対応について、下記に示

す。（また、下記内容は別途、補足説明資料にも記載する。） 

川内２号炉では、原子炉格納容器内の重大事故時環境下で機能要求のあ

るケーブルとして、ＫＫケーブル、難燃ＰＨケーブル、難燃三重同軸ケー

ブル２がある。 

ＫＫケーブル、難燃ＰＨケーブルについては、ＮＲＡ技術報告により重

大事故環境で試験が実施されており、重大事故環境を模擬した蒸気暴露時

の絶縁抵抗値が1×108Ωm以上（NTEC-2019-1002 図3.3）であることが示さ

れている。また、難燃三重同軸ケーブル２については、重大事故環境を模

擬した蒸気暴露時において絶縁抵抗値が2.0×1010Ωｍ以上*1であることを

確認している。 

川内２号炉で使用されている、ＫＫケーブル、難燃ＰＨケーブル、難燃

三重同軸ケーブル２の最長ケーブル長およびそのケーブル長での重大事故

環境を模擬した蒸気暴露試験における絶縁抵抗値は、下表のとおりであ

る。 

機器名称 
最大 

ケーブル長 

重大事故環境を模擬
した蒸気暴露時の 

絶縁抵抗値 
ＫＫケーブル 約124ｍ 8.0×105Ω以上 
難燃ＰＨケーブル 約115ｍ 8.6×105Ω以上 
難燃三重同軸ケーブル２ 約130ｍ 1.5×108Ω以上 

 

川内２号炉のＫＫケーブル、難燃ＰＨケーブルの絶縁抵抗値は8.0×105

Ω以上であり、第3回経年劣化管理に係るATENAとの実務レベルの技術的意

見交換会（2020年5月22日）の『原子力規制庁技術報告「重大事故環境下
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におけるケーブルの絶縁特性の分析」に対する電気事業者の対応状況』で

の報告にある計器誤差の懸念の目安である1×105Ωを上回っていることよ

り、重大事故時に監視するパラメータの測定結果への影響は非常に小さい

と考える。 

また、難燃三重同軸ケーブル２の絶縁抵抗値は1.5×108Ω以上であり、

同報告にある難燃三重同軸ケーブル２を使用している放射線監視モニタの

計器誤差の懸念の目安である1×106Ωを上回っていることにより、重大事

故時に監視するパラメータの測定結果への影響は非常に小さいと考える。 

 

*1：出典：電力共同委託「高レンジエリアモニタ及び三重同軸ケーブ

ル・コネクタに関わる耐環境性能評価委託2014年度」の試験結果 

 




